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日程第３ 諸般の報告 
日程第４ 町長行政報告並びに議案の説明 
日程第５ 認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第６ 報告第１１号 令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 
日程第７ 報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて（身延町公平委員

会委員の選任について） 
日程第８ 議案第７５号 身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正

する条例について 
日程第９ 議案第７６号 身延町市之瀬味噌加工所条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第１０ 議案第７７号 身延町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例について 
日程第１１ 議案第７８号 身延町和田辺地総合整備計画の策定について 
日程第１２ 議案第７９号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議

について 
日程第１３ 議案第８０号 令和６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
日程第１４ 議案第８１号 令和６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１５ 議案第８２号 令和６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
日程第１６ 議案第８３号 令和６年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１７ 議案第８４号 令和６年度身延町水道事業会計補正予算（第２号） 
日程第１８ 議案第８５号 令和６年度身延町下水道事業会計補正予算（第３号） 
日程第１９ 同意第４号 身延町教育委員会委員の任命について 
日程第２０ 同意第５号 身延町監査委員の選任について 
日程第２１ 同意第６号 身延町公平委員会委員の選任について 
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日程第２２ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて 
日程第２３ 身延町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 

 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１３名） 
 

 １番  遠 藤 公 久        ２番  深 山 光 信 
 ３番  佐 野   昇        ４番  山 下 利 彦 
 ５番  佐 野 知 世        ６番  伊 藤 雄 波 
 ７番  望 月 悟 良        ８番  田 中 一 泰 
 ９番  広 島 法 明       １０番  野 島 俊 博 
１２番  渡 辺 文 子       １３番  伊 藤 達 美 
１４番  上 田 孝 二 

 
 

３．欠席議員は次のとおりである。 
 

な  し 
 
 

４．会議録署名議員（３人） 
 

 ８番  田 中 一 泰        ９番  広 島 法 明 
１０番  野 島 俊 博 
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５．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（２２人） 
町       長 望 月 幹 也 副 町 長 遠 藤  基 
教 育 長 馬 場  泰 総 務 課 長 大 村  隆 
会 計 管 理 者 望 月  融 企 画 政 策 課 長 幡 野  弘 
交 通 防 災 課 長 天 野 芳 英 財 政 課 長 佐 野 美 秀 
税 務 課 長 中 山 耕 史 町 民 課 長 伊 藤  剛 
福 祉 保 健 課 長 深 沢  泉 観 光 課 長 髙 野  修 
子育て支援課長 遠 藤  仁 産 業 課 長 松 田 宜 親 
建 設 課 長 千頭和康樹 土 地 対 策 課 長 深 沢 暢 之 
環境課長・上下水道課長 内 藤 哲 也 身延支所住民サービス担当副主幹 松 村  順 
下 部 支 所 長 笠 井 健 一 学 校 教 育 課 長 望 月 俊 也 
施 設 整 備 課 長 佐 野  彰 生 涯 学 習 課 長 青 嶋 浩 二 

 
 

６．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 
 

議会事務局長 若 狭 秀 樹 
録 音 係 青 柳 江 美 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（若狭秀樹君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（上田孝二君） 
 おはようございます。 
 議員各位ならびに町長をはじめ、執行部各位には、令和６年第３回身延町議会定例会にご出

席をいただき、大変ご苦労さまです。 
 さて、８月２９日（木曜日）に史上最強クラスと言われ、非常に強い台風１０号が九州、鹿

児島県に上陸しました。 
 ゆっくりとした速さで九州を北上し、四国・本州を縦断するという想定がされました。 
 ３０日には台風１０号の影響で四国・近畿地方のほか、台風より離れている静岡県、神奈川

県、千葉県でも線状降水帯が発生し、大雨による土砂崩れや浸水、河川の氾濫が起きました。 
 愛知県では土砂崩れで５人が巻き込まれ、３人の尊い命が失われたという報道がありました。 
 また、３１日には関東甲信に線上降水帯が発生するおそれがあると予想され、本町でも大雨

警報が発令されましたが、大雨による土砂の押し出し等が若干見られたそうですが、大きな被

害はなかったようです。 
 また、９月１日に行われる予定の防災訓練が台風１０号の影響で中止になりました。 
 近年、全国各地で異常気象による自然災害が発生しております。 
 町民に対しまして、地震をはじめ水害、土砂災害に常日頃から備えていただくよう、災害が

発生したときの避難先や避難経路の確認、備蓄品の準備など、防災意識の高揚に努めていただ

きたいと思います。 
 さて、本定例会に提出される諸議案は、いずれも重要な内容を有するものであります。議員

各位には慎重な審議、ならびに円滑な議会運営に格段のご協力をお願い申し上げます。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第１号により執り行います。 
 なお、報道機関から撮影の申し込みがありましたので、これを許可しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は会議規則第１２６条の規定によって、 
  ８番 田中一泰君 
  ９番 広島法明君 
 １０番 野島俊博君 
の３名を指名します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 



 ６

 本定例会の会期は、本日から９月１１日までの１０日間にしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、会期は本日から９月１１日までの１０日間に決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 諸般の報告を行います。 

 本定例会に町長から提出されております案件は、定例会資料３ページのとおり、認定１件、

報告２件、条例改正３件、計画の策定１件、広域連合規約の変更協議１件、補正予算案６件、

人事案件４件の合計１８案件となっております。 
 これらの説明のため、本日の説明員として地方自治法第１２１条の規定に基づき、出席通知

のありました者の職氏名につきましては、お手元に配布した資料のとおりです。 
 また、今定例会までに受理した請願は１件で、お手元に配布しました請願第１号「請願文書

表」のとおりです。 
 請願は、所管の教育厚生常任委員会に付託しますので、常任委員会での審議をお願いします。 
 次に、６月定例会以降の議会関係の諸行事については、定例会資料４ページから５ページま

でとなり、資料により報告としますので、ご了承願います。 
 なお、定例会資料１０ページのとおり、本日午後から現地調査を予定しておりましたが、台

風１０号の影響により議会運営委員会で協議し、今定例会での現地調査は中止とさせていただ

きます。 
 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 町長行政報告ならびに議案の説明について。 

 町長からの行政報告ならびに議案の説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 改めまして、おはようございます。 
 本日ここに令和６年第３回身延町議会定例会の開会にあたりまして、提出いたしました案件

の主なものについて、その概要をご説明申し上げますとともに、私の所信の一端を申し上げ、

議員各位ならびに町民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げる所存であります。 
 ８月８日、日向灘を震源とするマグニチュード７．１の地震が発生いたしました。 
 その後、気象庁は、この地震の発生に伴って、南海トラフ地震の想定震源域では、大規模地

震の発生の可能性が平常時に比べ相対的に高まっているとして、南海トラフ地震臨時情報巨大

地震注意が発表され、８日の地震発生から１週間は特に注意が必要とされました。 
 この期間は無事に過ぎましたが、大地震の発生は確実に近づいています。 
 各家庭においては、この機会にぜひ地震に対する備えの確認をお願いいたします。 
 それでは、これより行政報告をいたします。 
 まず、令和６年度普通交付税についてであります。 
 令和６年度の普通交付税が決定され、７月２３日に県から公表をされました。本町の普通交

付税額は、令和５年度と比較して９，１１３万円増の４１億４，７５１万９千円でありました。 
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 普通交付税の算定にあたり、基準財政収入額は前年度比０．７％の減となりました。 
 主な減額の要因としては、町民税、所得税や固定資産税、各種交付金の減となっています。 
 一方で、基準財政需要額は前年度比１．５％の増となりました。 
 主な増額の要因としては、人口と面積を基本として算定する包括算定経費のほか、中学校費、

公債費、林野水産行政費の増などの理由となっており、普通交付税算定における大きな増額の

要因となりました。 
 歳入予算額の約４割を地方交付税が占める本町では、今後とも財政運営の健全化に努めてい

かなければと思う次第であります。 
 次に、地域医療連携推進法人みなみやまなしについてであります。 
 当法人は、飯富病院、身延山病院、早川町、身延町および南部町の５つの組織を社員とした

法人で、飯富病院、身延山病院、南部町国民健康保険診療所および南部町万沢診療所の将来的

な統合再編を念頭に、参加病院と相互間の機能の分担、業務の連携等を推進し、峡南南部地域、

早川町、身延町、南部町となりますが、地域における効率的で持続可能な医療提供体制を確保

していくことを目的に、一般社団法人として令和６年６月１２日に設立をされました。 
 その後、６月２７日付けで県内初の地域医療連携推進法人として知事から認可され、７月

１０日には中富すこやかセンター内で事務所の開所式が行われました。 
 今年度、診療連携に関する事業として、峡南南部地域における医療再編調査検討業務を委託

します。 
 この業務は、峡南南部地域において、飯富病院、身延山病院、南部町国民健康保険診療所お

よび南部町万沢診療所の適切な機能連携・役割分担により、地域住民に対し、より効率的かつ

有効な医療を提供するため、関係医療機関の早期の経営改善を図るための解決策を提示すると

ともに、地域における自主的な協議・検討のためのたたき台となる素案を抽出することを目的

に実施するものです。 
 受託事業者を確定するための公募型プロポーザルを行い、８月１５日にＰＷＣコンサルティ

ング合同会社と１，２２１万円で委託契約を締結したところです。 
 そのほかに所属事務所の枠を超えた医療スタッフ間の連携が円滑に行われるよう、人材交流

および育成に関する事業や連携によるスケールメリットを期待して、医薬品等の共同購入に関

する事業についても取り組んでいるところであります。 
 次に、山梨県地震防災訓練の実施についてであります。 
 昨日、防災の日の９月１日は、町内各地において自主防災会を中心に消防団協力のもと防災

訓練を実施予定でしたが、台風１０号接近により中止となりました。 
 本町も大雨警報が発令され、すこやかセンターを臨時避難所として開設しましたが、避難者

はありませんでした。 
 なお、１１月２４日の日曜日には、南海トラフ地震の発生を想定して、身延町総合文化会館

周辺を会場に山梨県地震防災訓練が開催されます。 
 防災関係機関と地域住民が連携し、各種防災訓練を実施し、災害時に即応できる体制を確立

するとともに、展示・体験・啓発を通じ、防災意識の高揚を図り、地域防災力の向上を図るも

のであります。 
 会場周辺の町民の皆さまには、訓練へのご協力をお願いするとともに、多くの方に訓練を見

学いただき、この訓練を機に、家庭での備蓄品や避難場所の確認など、いつ発生してもおかし
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くない災害に対し、備えを行っていただきたいと考えております。 
 次に、合併２０周年記念式典についてであります。 
 平成１６年９月１３日に下部町、中富町、身延町が合併し、新身延町が誕生してから早２０年

が経過しようとしております。 
 ３町の合併が実現し、町制２０周年を迎えるにあたり、９月１４日（土曜日）に記念式典を

挙行いたします。 
 式典では、冒頭に、本年第２回定例会において、議員の皆さま全員のご賛同をいただき、名

誉町民となられました望月靖允氏に名誉町民顕彰状の贈呈を行います。 
 また、本町に多額の寄附をお寄せいただき、町政の発展に寄与されました４名の方に特別感

謝状を贈呈するとともに、地方自治などの各分野にわたって身延町発展にご尽力をいただきま

した６５名の方に感謝状を贈呈することとなっております。 
 合併２０周年を迎えた本町の将来は、少子高齢化の進展など決して楽観視できる状況ではあ

りませんが、「生まれてよかった 育ってよかった 住んでよかった身延町」を目指し、町民の

皆様が夢や希望を持ち、幸せを実感できるまちづくりを町民一丸となって進めていかなければ

なりません。 
 議員の皆さま、町民の皆さま方の更なるお力添えをお願い申し上げます。 
 次に、令和６年第２回定例会以降の主な行事についてですが、お手元に配布したとおりでご

ざいますので、ご確認をいただきたいと思います。 
 本議会定例会には、認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定

について、報告第１１号 令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の

報告についておよび報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて、議案第７５号 身

延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正する条例についてから議案第７７号 身

延町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例についてまでの条例関係３議案、議案

第７８号 身延町和田辺地総合計画の策定について、議案第７９号 山梨県後期高齢者医療広

域連合規約の変更に関する協議について、補正予算案として議案第８０号 令和６年度身延町

一般会計補正予算（第４号）から議案第８５号 令和６年度身延町下水道事業会計補正予算（第

３号）までの６議案を提案いたします。 
 また、人事案件といたしまして、同意第４号 身延町教育委員会委員の任命について、同意

第５号 身延町監査委員の選任について、同意第６号 身延町公平委員会委員の選任について

および諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについての４人事案件

を提案いたします。 
 提出議案の中から主なものについて申し上げます。 
 まず、認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてであ

ります。 
 全会計において黒字決算となっておりますので、ご認定をいただきたいと存じます。 
 次に、報告第１１号 令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてであります。 
 本町の令和５年度決算に基づく比率はすこぶる健全段階にありますが、これに甘んじること

なく、なお一層、財政健全化に努めてまいります。 
 認定第１号については会計管理者から、報告第１１号については財政課長から後ほどご説明
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を申し上げ、中澤代表監査委員から意見書についてご報告をいただきます。 
 そのほかの議案につきましては、議事の中で説明を申し上げたいと思います。 
 提案いたしましたいずれの議案も、今定例会においてご議決・ご承認いただきますようお願

いを申し上げ、行政報告および議案説明とさせていただきます。 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 町長の行政報告ならびに議案の説明を終わります。 
 本日、決算審査報告のため中澤代表監査委員に出席を要請しております。 
 ここで中澤代表監査委員をお招きしますので、しばらくお待ち願います。 
 （ 入 場 ） 
 再開します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてを議

題とします。 
 会計管理者から提出理由ならびに内容説明を求めます。 
 望月会計管理者。 

〇会計管理者（望月融君） 
 先ほど、町長からご提案申し上げました認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会

計歳入歳出決算認定についての内容説明をさせていただきます。 
 本件につきましては、例年、後日開催されます予算決算常任委員会におきましてご審査をい

ただくこととなりますので、この場ではお手元にあります決算書付属資料を用いて決算の概要

をご説明させていただきます。 
 資料が２冊ありますが、先に簡易水道事業、農業集落排水事業、下水道事業特別会計を除い

た一般会計が掲載されています決算書付属資料からお願いいたします。 
 それでは１ページをお開きいただき、令和５年度身延町会計別決算総括表をご覧ください。 
 最初に、一般会計の決算状況からです。 
 歳入総額は１４０億４，１８３万３，３９８円、歳出総額は１３０億８，８４０万８，６０８円

で、歳入歳出差引額は９億５，３４２万４，７９０円です。 
 そのうち、翌年度に繰り越すべき財源１億４，１８１万円を差し引いた実質収支額は８億１，

１６１万４，７９０円であります。 
 次に、２ページをご覧ください。 
 一般会計の歳入歳出につきまして、それぞれ款ごとの決算状況を一覧としてあります。 
 歳入合計欄をご覧ください。 
 歳入合計は対前年度比２７．６％で、３０億３，９０９万３，０４４円の増額となりました。 
 個々の科目のうち、歳入総額の占める構成割合の高いものにつきましてご説明いたします。 
 １款町税の収入済額は１３億９，１１５万２，５５０円で、歳入総額の９．９％にあたりま

す。前年度との比較では２％、２，７４０万４，５８２円の増額でした。２項固定資産税、５項

入湯税の増額によるものであります。収納率は町税全体で９６．５％、前年度を０．３％、上

回りました。収入未済額は４，２１０万９，１６３円でした。 
 なお、町税全体で７８４万６，４７５円を不納欠損として処理いたしました。 
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 ７款地方消費税交付金は、収入済額２億７，７６６万３千円で、歳入総額の２％にあたり、

対前年度比はマイナス３．７％、１，０６７万８千円の減額でした。 
 １１款地方交付税は、収入済額４５億８，１１３万５千円で、歳入総額の３２．６％を占め

ております。対前年度比は０．８％、３，７７４万円の増額でした。 
 １５款国庫支出金は、収入済額１５億９，１１７万９，１９１円となり、歳入総額の１１．

３％を占め、対前年度比は６０．６％、６億６５万５，３４８円の増額でした。 
 主には、低所得世帯への負担軽減を図るための物価高騰対策臨時給付金事業、身延中学校建

設事業に関連する社会資本整備総合交付金、繰越事業を含めた学校施設環境改善交付金および

公立学校施設整備費負担金によるものです。 
 １６款県支出金は、収入済額４億７，０５８万５，２６６円で、歳入総額の３．４％を占め、

対前年度比はマイナス１３．２％、７，１７８万１，４４３円の減額でした。 
 主には、令和４年度に執行されました参議院議員選挙費委託金および山梨県知事選挙費委託

金、さらに物価高騰等に直面する生活困窮世帯を支援するため、令和４年度にありました生活

困窮者緊急生活支援金給付事業費補助金が終了したことなどによるものであります。 
 １９款繰入金は、収入済額１４億１，５７６万３，３３６円で、歳入総額の１０．１％を占

め、対前年度比は１１８．４％、７億６，７５５万９，５５２円の増額でした。 
 財政調整基金、また減債基金の合併特例事業債繰上償還に係る繰り入れおよび教育施設整備

基金の身延中学校新校舎建設事業、健康増進施設建設事業、身延町学校給食センター建設事業

に係る繰り入れによるものであります。 
 ２０款繰越金は、収入済額１０億２，４５３万７，０８２円で、歳入総額の７．３％を占め、

対前年度比は０．２％、１８６万３，９９７万円の増額でした。 
 ２２款町債につきましては、収入済額２７億３，９９０万円で、歳入総額の１９．５％を占

め、対前年度比は１３５．３％、１５億７，５３０万円の増額となりました。 
 旧合併特例事業債の味噌加工施設整備事業や繰越事業を含めた身延中学校新校舎建設事業、

身延町学校給食センター建設事業および健康増進施設建設事業、さらに過疎対策事業債の道路

改良事業などへの充当によるものであります。 
 続きまして、歳出についてです。 
 歳出合計欄をご覧ください。 
 歳出合計額は、対前年度比３１．２％で、３１億１，０２０万５，３３６円の増額となりま

した。 
 予算現額に対する執行率は９４．１％であります。 
 一般会計の主たる施策の成果につきましては、本資料の３ページから１６ページに掲載して

あります。 
 それでは、歳入と同様、歳出総額に占める割合の高いものにつきましてご説明いたします。 
 まず、２款総務費についてであります。 
 支出済額は１９億２，１７２万６，０８８円で、歳出総額の１４．７％にあたり、対前年度

比はマイナス１０．２％、２億１，７３４万９，２９３円の減額でした。 
 主には、１項総務管理費の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の縮減や

令和４年度には交付のあった生活困窮者緊急生活支援金に係る補助金がなくなったことなどに

よる減であります。 



 １１

 ３款民生費は、支出済額が１９億８，５３５万６，０１７円で、歳出総額の１５．２％を占

め、対前年度比はマイナス０．７％、１，４１５万９，５３２円の減額でした。 
 主には、１項社会福祉費の各特別会計の繰出金や高齢者福祉費の扶助費による減であります。 
 この民生費支出総額のうち、３７．５％にあたる７億４，４５７万６１３円は、国民健康保

険特別会計、介護保険特別会計、介護サービス事業特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰

出金であります。 
 ４款衛生費は、支出済額９億８８８万８，０２５円で、歳出総額の６．９％を占め、対前年

度比はマイナス０．５％、４７４万８２３円の減額でした。 
 この衛生費支出総額のうち、峡南衛生組合の負担金が２億２０３万５千円、山梨西部広域環

境組合の負担金が５９０万５千円、簡易水道事業特別会計への繰出金が３億４，００９万４千

円で、これらが大きな支出であります。 
 ８款土木費は、支出済額９億１，４４３万９，２５４円で、歳出総額の７．０％を占め、対

前年度比は２７．８％、１億９，９０８万６，７５７円の増額でした。 
 ２項道路橋梁費における、町道本町富山橋線道路改良事業による増額であります。 
 １０款教育費は、支出総額４７億８５８万５３０円で、歳出総額の３６．０％を占め、対前

年度比は１４７．１％、２８億２９９万７，６９３円と大きく増額しました。 
 １項教育総務費における身延中学校新校舎建設事業、身延町学校給食センター建設事業およ

び健康増進施設建設事業、さらに２項小学校費の身延小学校用地取得事業などによるものであ

ります。 
 次に１２款公債費は、支出総額１２億４，７３９万２，２１５円で、歳出総額の９．５％を

占め、対前年度比は４２．０％、３億６，９０８万５，９４７円の増額であります。令和４年

度に引き続き、長期借入金の繰上償還を実施したことによるものであります。 
 １３款諸支出金は、支出総額６億８，２４１万９，０３２円で、歳出総額の５．２％を占め、

対前年度比は０．４％、２７９万５，１９９円の増額でした。 
 主には、公共施設整備基金の積み立ての減額はあったものの、財政調整基金や減債基金の積

み立てによる増であります。 
 以上が、一般会計歳入歳出決算の概要であります。 
 次に、特別会計についてご説明いたします。 
 資料１ページにお戻りください。 
 会計別決算総括表の下から２行目が１７ある特別会計の合計額です。 
 歳入総額４２億６，９２０万４，３８４円、歳出総額４０億２，９３７万４，５４５円、歳

入歳出差引額は２億３，９８２万９，８３９円で、実質収支額も同額です。 
 それでは、この表の上から３行目の国民健康保険特別会計から順にご説明いたします。 
 国民健康保険特別会計は、歳入総額１４億４，３２３万５，９１１円、歳出総額１４億１，

２３７万６３９円、歳入歳出差引額は３，０８６万５，２７２円で、実質収支も同額です。 
 なお、決算状況等につきましては、本資料２４ページに掲載のとおりであります。 
 後期高齢者医療特別会計は、歳入総額４億２，７９９万３，６７０円、歳出総額４億２，

６９５万２，０８０円、歳入歳出差引額は１０４万１，５９０円で、実質収支も同額です。 
 決算状況等につきましては、本資料２５ページに掲載のとおりであります。 
 介護保険特別会計は、歳入総額２３億７，４６７万１，７２８円で、歳出総額２１億７，
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０７１万９，００７円、差引額は２億３９５万２，７２１円で、実質収支についても同額です。 
 決算状況等については、本資料２６ページに掲載のとおりであります。 
 介護サービス事業特別会計は、歳入歳出の総額それぞれ９３８万１，３８９円でした。 
 下部奥の湯温泉事業特別会計は歳入総額７７２万６，２２４円、歳出総額７７０万３，

２３９円、差引額は２万２，９８５円で、実質収支についても同額です。 
 次に財産区関係の特別会計についてですが、１２あります財産区特別会計それぞれの歳入総

額、歳出総額、歳入歳出差引額、実質収支額については、それぞれ記載のとおりであります。 
 一般会計および１７ある特別会計を合計しますと、この表の一番下の行になります歳入総額

１８３億１，１０３万７，７８２円、歳出総額１７１億１，７７８万３，１５３円、歳入歳出

差引額は１１億９，３２５万４，６２９円で、翌年度に繰り越しすべき財源として１億４，

１８１万円を差し引いた実質収支額につきましては、１０億５，１４４万４，６２９円であり

ました。 
 なお、財産に関する調書等が本資料の１７ページから２８ページに掲載してありますので、

ご参照をお願いいたします。 
 それでは、引き続いて、この３月末に打ち切り決算となりました特別会計の簡易水道事業、

農業集落排水事業、下水道事業の別冊の決算書付属書資料をお願いいたします。 
 資料の１ページをお開きいただき、令和５年度身延町会計別決算総括表をご覧ください。 
 簡易水道事業特別会計は、歳入総額５億９，３４３万４，３６１円、歳出総額５億８，６８７万

８，０３４円、差引額６５５万６，３２７円で、実質収支についても同額です。 
 農業集落排水事業特別会計は、歳入総額２，６２３万１，６４０円、歳出総額２，３４８万

４，５９３円、差引額２７４万７，０４７円で、実質収支についても同額です。 
 下水道事業特別会計は、歳入総額３億２，９４７万９，４５８円、歳出総額３億１，３６０万

４，３４９円、差引額１，５８７万５，１０９円で、実質収支についても同額です。 
 なお、それぞれの特別会計の繰越金につきましては、余剰金の引き継ぎ請求に基づき、公営

企業会計の水道事業および下水道事業会計へ全額、継承処理をさせていただきました。 
 また、各特別会計の主たる施策の成果につきましては、本資料の２ページから４ページにか

けて、財産に関する調書については、同じく資料の５ページから７ページに掲載してあります

ので、ご参照をお願いいたします。 
 以上、認定第１号の内容説明とさせていただきます。ご審議の上、認定賜りますようお願い

申し上げます。 
〇議長（上田孝二君） 

 以上で、会計管理者の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 報告第１１号 令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題とします。 
 担当課長から報告理由ならびに内容説明を求めます。 
 佐野財政課長。 

〇財政課長（佐野美秀君） 
 報告第１１号 令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率の報告につ

いてであります。 
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 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第１項の規定によ

り、令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比率について、別紙のとおり

監査委員の審査意見書を付して報告いたします。 
 ７月２２日に中澤代表監査委員と広島監査委員によりまして、財政健全化法に基づく財政指

標等について審査をしていただきました。 
 その結果につきましては、４枚目に添付してあります意見書のとおりでございます。 
 この健全化判断比率等につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の

規定により議会に報告するものでございます。 
 それでは、２ページをお開きください。 
 令和５年度の決算に基づく健全化判断比率でありますが、この比率には実質赤字比率から将

来負担比率までの４項目があります。 
 まず、実質赤字比率でありますが、この比率につきましては、普通会計のみの決算で赤字で

あるかどうかを判断する数値であります。本町は赤字ではありませんので、数値は入りません。

早期健全化基準は１４．４６％であります。 
 次に、連結実質赤字比率であります。 
 この比率につきましては、財産区を除く全ての会計決算の連結となります。この比率につき

ましても、赤字ではありませんので数値は入りません。早期健全化基準は１９．４６％でござ

います。 
 次に、実質公債費比率であります。 
 この比率につきましては、普通会計、公営企業会計、さらに一部事務組合や広域連合等が入っ

た連結になります。本町では峡南衛生組合や飯富病院、峡南広域行政組合等への債務に関わる

負担金も加味された公債費の比率を示す数値であります。本町の数値はマイナス０．６％であ

ります。令和４年度と比較し、１．２％の上昇となっております。早期健全化基準につきまし

ては、２５％であります。 
 次に将来負担比率でありますが、この比率につきましては、実質公債費比率よりもさらに地

方公社、第三セクターを含めた連結になり、より広範囲で判断していく比率であります。本町

におきましては、地方公社や第三セクターがございませんので、実質的には実質公債費比率と

同じ範囲で比較する率になります。 
 令和５年度決算も令和４年度と同様に将来負担額を充当可能財源等が上回り、将来負担比率

はマイナスとなりました。このことは計算上、地方債などの将来負担額が将来、財政を圧迫す

る可能性は低いということであり、将来負担比率に数値は入らないこととなりました。早期健

全化基準につきましては、３５０％となっております。 
 本町の比率は、いずれも早期健全化比率を下回っており、財政は良好であると言えます。 
 次に、下段の令和５年度決算に基づく身延町資金不足比率の状況であります。 
 この資金不足状況につきましては、公営企業会計に属する会計の資金が不足しているかどう

かを見るもので、身延町簡易水道事業特別会計をはじめ、４会計の資金不足の比率はなく良好

であります。国の示す経営健全化基準といたしましては、２０％であります。 
 なお、上段の健全化判断比率につきましては、この４項目のうち、いずれかが早期健全化基

準以上の場合には、財政健全化計画を議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに知事

に報告をしなければなりません。また、計画の実施状況を議会に報告しなければなりません。
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法律に基づき算定された各比率は、早期健全化基準を下回っているわけではありますが、審査

意見書でもご指摘いただいたとおり、引き続き財政の健全化に努めてまいります。 
 以上、報告第１１号の報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の報告理由ならびに内容説明が終わりました。 
 なお、報告第１１号については、報告案件となりますので、これにて終結とします。 
 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書及び令和５年度決算に基づ

く身延町健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見書が提出されておりますので、中澤代表

監査委員から報告を求めます。 
 中澤代表監査委員。 

〇代表監査委員（中澤俊雄君） 
 改めて、おはようございます。 
 それでは、認定第１号に係る令和５年度決算の審査の意見について、報告をさせていただき

ます。 
 ただいま、会計管理者から令和５年度決算につきまして、詳細な説明がありました。重複す

るところもあろうかと思いますが、監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 この審査は、地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき、去る７月２２日から７月２６日

までの５日間、広島監査委員とともに町長から提出された各会計の歳入歳出決算書および付属

資料が関係法令に基づいて作成されているか確認すると同時に計数に誤りがないか、また、予

算の執行状況、さらには基金の管理運用が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、

審査を実施いたしました。 
 その審査結果につきましては、皆さま方のお手元の端末にて配布させていただきました決算

審査意見書のとおりとなりますので、よろしくお願いいたします。 
 意見書は全１３ページとなります。時間の関係もございますので、主なところを抜粋し、報

告させていただきますので、ご了承をお願いいたします。 
 なお、金額の単位につきましては、四捨五入により万円単位とさせていただきます。 
 まず、意見書の４ページをご覧ください。 
 １．総括、（１）決算の概要であります。 
 令和５年度の一般会計および特別会計の予算現額は合計１９３億８，８６９万円で、これに

対する決算額は歳入総額が１９２億６，０１８万円で、収入率は９９．３％となっております。 
 一方、歳出総額は１８０億４，１７５万円で、執行率は９３．１％、歳入歳出差引額は１２億

１，８４３万円となり、一般会計、特別会計ともに全ての会計で黒字決算となっております。 
 次に町債であります。 
 令和５年度末現在高は一般会計が７８億８，７８４万円、特別会計が４０億８００万円、合

計で１１８億９，５８４万円となっております。昨年に比べ、現在高が１２億３８３万円の増

額となっておりますが、これは大型建設事業の実施に伴う旧合併特例事業債の借り入れが主な

要因であります。 
 次に（２）収支決算の状況であります。 
 一般会計、特別会計を合わせました実質収支は１０億７，６６２万円であります。これにつ

いては、職員一人ひとりの経費節減等の努力の結果であると思われます。 
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 続きまして、５ページをご覧ください。 
 一般会計、（１）概要ですが、４ページで決算の概要を説明しましたので、説明は省略させて

いただきます。 
 次に（２）歳入、ア．予算の収支状況であります。 
 予算現額１３９億３６０万円に対しまして、収入済額は１４０億４，１８３万円で、予算に

対する収入率は１０１．０％になっております。 
 不納欠損額７８万７８５万円につきましては、時効など法令に基づき処分したものでありま

す。 
 収入未済額は４，５４７万円であります。この未済額につきましては、内容の分析や収納に

対する工夫をし、また預貯金照会システムの導入により徴収業務の強化が図られ、適切な事務

処理に努めた結果と思われます。 
 今後も公平性の観点と同時に、自主財源の確保を図るためにも、実情を把握し、的確な徴収

方法を考え、未済額減額により一層積極的に取り組んでいただきたいと思います。 
 ６ページをご覧ください。 
 この一覧表につきましては、先ほど説明した歳入の決算額を款別にまとめたものであります

ので、説明は省略させていただきます。 
 ７ページをご覧ください。 
 （３）歳出、ア．予算の執行状況であります。 
 予算現額１３９億３６２万円に対しまして、支出済額が１３０億８，８４１万円で、執行率

９４．１％となっております。 
 下の表は款別にまとめた一覧表となりますので、説明は省略をさせていただきます。 
 次に、８ページをご覧ください。 
 この表は性質別の執行状況でありますので、決算分析の参考にしていただきたいと思います。 
 次に９ページ、１０ページになりますが、特別会計につきましては、先ほど会計管理者が説

明しましたので省略をさせていただきます。 
 １１ページをお開きください。 
 一般会計から特別会計への繰り入れの状況となっておりますが、この表にお示ししてあると

おり、総額で１３億６７０万円の繰入額となっております。 
 次に、１２ページをご覧ください。 
 財産に関する調書ですが、これはお手元の端末に配布してあります決算書付属資料の

１７ページからの４．財産に関する調書をまとめたものでありますので、説明は省略させてい

ただきます。 
 なお、簡易水道、農業集落排水、下水道事業については、当該決算書付属資料の５ページか

ら７ページの３．財産に関する調書をまとめたものとなります。 
 次に、１３ページをお開きください。 
 ５．基金の状況につきましては、関係書類帳簿等と照合した結果、誤りはないものと認めら

れました。 
 なお、基金の運用につきましては、その運用方法について、地方自治法に基づき、安全かつ

有利を基本に、より一層創意工夫を重ねる必要があると思われます。 
 最後に、審査の意見、指摘事項であります。 
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 恐れ入りますが、３ページに戻っていただき、第５．審査の意見、指摘事項をご覧ください。 
 決算収支状況は、一般会計ならびに特別会計ともに実質収支において全て黒字決算となって

おります。職員の経費節減、事務事業の効率的な執行など、積極的な努力が見受けられたとこ

ろであります。 
 一般会計の歳入面につきましては、決算額において前年度と比べ３０億３，９０９万円、２７．

６％の増額となっております。これは、中学校新校舎の建設をはじめとする大型事業の実施に

伴う国庫支出金、基金繰入金、地方債借入額等の増加が主な要因であります。今回の増加は、

一時的な要素が高いものであると感じられました。 
 歳入総額に占める町税の構成比は９．９％という結果であり、本町が抱える地方自治体の大

きな課題でもある人口減少が影響し、地方税の確保は年々困難な状況になってきていると考え

られます。 
 個人町民税は納税義務者の減少、法人町民税は円安等による経済環境の悪化による業績低下

で調定額、収入済額ともに減少となりましたが、固定資産税では償却資産などの過疎法による

課税免除期間の終了に伴う増や、入湯税が令和５年４月にオープンしたスポーツ健康増進施設

の影響により増加したため、地方税の総額は昨年度と比較して２，７４０万円、２．０％の増

加となりました。 
 徴収率についても、昨年度と比較して０．３％増加し、９６．５％を示すなど、預貯金照会

システムの新たな運用の取り組みをはじめ、納税勧奨や納税相談および適正な執行など、職員

の徴収努力がうかがえました。 
 今後も、これまで同様に適正な課税および適切な徴収に向けて、より一層の努力を望むもの

であります。 
 次に、地方交付税は、前年度に比べ３，８８４万円、０．８％増加とほぼ横ばいの状況であ

りましたが、大型建設事業が影響し、国庫支出金が６億６５万円、６０．６％の増、繰入金が

７億６，７５６万円、１１８．４％の増、地方債が１５億７，５３０万円、１３５．３％の増

と大幅な増加が見られました。 
 次に使用料及び手数料につきましては、徴収率が９６．５％で、前年度に比べ０．４％と若

干増加しており、引き続き公平性の観点からも、より一層、徴収方法等に創意工夫をされ、収

入未済額の減少に努めていただきたいと思います。 
 次に、歳出面につきましては、決算額において前年度と比べ３１億１，０２１万円、３１．

２％増額になっております。これは、中学校新校舎およびスポーツ健康増進施設等の大型建設

事業と旧合併特例事業債の繰上償還が主な要因となっております。 
 義務的経費につきましては、前年度に比べ２億６，３５８万円、７．８％の増額となってお

りますが、これは主に公債費４２．０％の増で、旧合併特例事業債の繰上償還が主な増額の要

因であり、投資的経費については、大型建設事業の実施により前年度に比べ３０億４，０６３万

円、１７３．５％の増額となっております。 
 その他経費につきましては、前年度に比べ１億９，５１３万円、マイナス４．０％減少をし

ておりますが、物価高騰による光熱水費の増により、物件費が６．７％増加したものの、コロ

ナ関連事業の減に伴う補助金等がマイナス１５．３％減少となったものであります。 
 最後に、各事業につきましては、適正に執行されておりますが、厳しい財政状況の中で、限

られた財源を有効に活用するため、職員一人ひとりが各事業の目的、必要性、投資効果等を十
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分に検討し、是正・改善等に努めるとともに、人流データやＡＩ等の新たな運用・活用につい

て積極的に取り組み、より一層の町の活性化に向けて努めていただくことを望むものでありま

す。 
 続きまして、報告第１１号 令和５年度決算に基づく身延町健全化判断比率及び資金不足比

率について、報告をさせていただきます。 
 詳細な説明は、先ほど財政課長から説明がありましたので、重複する点があろうかと思いま

すが、監査委員の立場で報告をさせていただきます。 
 令和５年度決算に基づく財政健全化審査を実施した結果、町長から提出されました関係書類

等は全て法令等に基づき作成されておりましたが、その結果が皆さま方のお手元の端末に配布

してあります、財政健全化審査意見書に掲載してあります。 
 （１）健全化判断比率の状況のとおり、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき

算定された各比率は、早期健全化基準をそれぞれ下回っております。 
 特に、実質公債費比率は前年度同様マイナスでありますので、今後も施策、事業の選択等に

よる経費の節減、町債の発行、繰上償還の工夫と中長期的な財政計画に基づき財政運営を行っ

ていただき、引き続き財政の健全化に努めていただきたいと思います。 
 終わりになりましたが、職員一人ひとりが常日頃から各々担当する業務はもちろんのこと、

町政全般についての創意工夫の努力を重ねていただき、身延町総合計画の将来像であります「や

すらぎと活力ある開かれたまち」「生まれてよかった 育ってよかった 住んでよかった」と思

える町を目指して、町民が安心して暮らせるよりよいまちづくりの実現に向けて、職員が一丸

となって邁進することを望むのであります。 
 以上で報告を終わります。 

〇議長（上田孝二君） 
 中澤代表監査委員からそれぞれ審査意見書の報告が終わりました。 
 ここで中澤代表監査委員は退席となります。 
 中澤代表監査委員におかれましては、大変お忙しい中をご出席いただき厚くお礼申し上げま

す。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１０時２０分といたします。 

休憩  午前１０時０９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時１９分 
〇議長（上田孝二君） 

 皆さんおそろいですので、時間前ですが休憩前に引き続き、議事を再開します。 
   日程第７ 報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて（身延町公平委員会委員の選任

について）を議題とします。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 大村総務課長。 

〇総務課長（大村隆君） 
 それでは、報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて、ご説明を申し上げます。 
 理由といたしましては、片田公夫委員が去る８月１２日に急逝されたため、その残任期間、
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本年１１月１８日までとなりますが、この間について後任委員を選任する必要が生じましたが、

議会を招集する時間的余裕がないので専決処分といたしました。 
 委員の急逝に伴い、早急に委員を選任する必要が生じたためでございます。 
 専決処分により選任した委員は、井上隆雄氏。住所、生年月日は記載のとおりでございます。 
 井上氏につきましては、旧身延町役場、身延町役場に長年勤務され、地方公務員として地方

自治に携わり、公平委員としての職務を行う上で必要な知識と経験がともに豊富であり、公平

委員会委員の職務を遂行していただく上で適任者であります。 
 なお、任期につきましては、本年８月１６日から１１月１８日までの間となります。 
 以上で、説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第８ 議案第７５号 身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 青嶋生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 
 議案第７５号 身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正する条例について、

ご説明いたします。 
 お手元の端末資料、議案説明書をお願いいたします。 
 提案理由を申し上げます。 
 甲斐黄金村・湯之奥金山博物館の休館日、開館時間および入館料を変更するため、身延町甲

斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正する必要が生じました。 
 これが議案を提出する理由でございます。 
 背景等について、説明いたします。 
 湯之奥金山博物館の年末年始の休館日につきましては、１２月２８日から１月１日となって

おりますが、年末に施設の機械器具の総点検、大掃除等の作業の時間を取ることができており

ません。このため、休館日を２日前倒しし、この作業の時間に当てたいと考えております。 
 また、７月から９月までの３カ月間は、開館を１８時まで延長しております。 
 夏時間を設けた背景には、下部温泉郷を訪れる観光客、主に宿泊客の誘客を図ることを目的

としておりましたが、現状を見ますと入館者は多くありません。労務管理、経費の節減の観点

からも見直すべきと判断いたしました。 
 また、入館料のうち砂金採り体験料につきましては、現行の入館料は平成２９年に改正され

たものですが、改定以降も社会情勢の変化、特に金価格高騰が続いております。価格の高騰に

より、施設で使用する砂金の仕入れ価格も大幅に上がっており、今回の改正に至っております。 
 なお、料金改定に当たっては、金山博物館運営委員会でもご審議いただき、同意を得ており

ます。 
 次に、改正内容についてご説明いたします。 
 新旧対照表をお願いいたします。 
 第５条、休館日につきましては、１２月２８日から１月１日までとなっておりますが、「１２月
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２８日」を「１２月２６日」と改めます。 
 第６条、開館時間につきましては、第１項を改め、１年を通して博物館の開館時間を午前９時

から午後５時まで、入館時間は午後４時３０分までと改めます。 
 別表（第８条関係）につきましては、入館対象者の区分が４種ありますが、それぞれ現行の

体験料を３００円上げ、それに伴い共通券につきましても同額を上げるよう改めます。 
 経過措置といたしまして、小中高校の児童学生が教育課程に基づく教育活動として入館しよ

うとする場合には、令和７年３月３１日までは従前の例によることとしております。 
 施行期日は、令和７年１月１日といたします。 
 以上で、議案第７５号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第９ 議案第７６号 身延町市之瀬味噌加工所条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 松田産業課長。 

〇産業課長（松田宜親君） 
 産業課からは、議案第７６号 身延町市之瀬味噌加工所条例の一部を改正する条例について、

議案説明書により説明をさせていただきたいと思います。 
 この施設につきましては、令和５年２月、全員協議会におきまして、イノベーション等整備

事業を活用する計画の一環といたしまして、しもべ道の駅実習室の改修を行いまして、一般貸

し出し機能を移転し、令和４年度末をもって操業を中止する予定であるというご説明をさせて

いただきました。 
 しかし、令和５年度、イノベーション事業が不採択となりまして、しもべ道の駅実習室改修

が実現しなかったこと、それから利用状況が令和５年度５７釜１３２人と、地元の方を中心に

現時点で利用者があることから、令和７年度から更新されます指定管理期間中は存続させてい

きたいと考えます。そのために、今回の条例改正が必要となります。 
 提案理由を申し上げます。 
 光熱水費の高騰に対応するため、市之瀬味噌加工所の使用料を値上げいたしまして、併せて

指定管理者が施設の利用料金に対し弾力的な運用を図れるようにするため、身延町市之瀬味噌

加工所条例の一部を改正する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 次に背景でございますが、身延町市之瀬味噌加工所の利用料金は、１釜につき１，５００円

を設定しておりますが、光熱水費の高騰により収支に不足が生じております。 
 このため社会情勢の変化、特に光熱水費の高騰に対応するため、改正する必要が生じました。 
 次に、内容についてご説明いたしますと、第１５条第２項中の「指定管理者が町長の承認を

得て定める額」を「第８条に定める使用料に０．８を乗じて得た額から当該使用料に２．０を

乗じて得た額までの範囲内において、町長の承認を得て指定管理者が定める額」に改めるもの

でございます。 
 別表中の利用料金は「１，５００円」を「２千円」に改めます。 
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 施行期日につきましては、令和６年１２月１日からでございます。 
 以上で、説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 議案第７７号 身延町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について

を議題とします。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 遠藤子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（遠藤仁君） 
 議案第７７号 身延町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例について、説明い

たします。 
 お手元の端末の議案説明書をご覧ください。 
 はじめに、提案理由を説明いたします。 
 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和６年６月１２日に公布され、児童手当

法に係る特例給付が廃止されることおよび健康保険証がマイナ保険証に移行することに伴い、

町が行う事務について個人番号を利用できるようにするため、身延町個人番号の利用に関する

条例の一部を改正する必要が生じました。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 続きまして、改正の背景について、２点申し上げます。 
 １点目としまして、理由で申し上げました児童手当法に係る特例給付が令和６年１０月１日

から廃止となり、児童手当が一本化されることであります。 
 ２点目としまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律が一部改正となり、マイナンバーカードと保険証の一体化が推進されており、町が行う事務

のうち、健康保険証の情報を必要とするものについて、マイナンバーを利用して行えるように

する必要があることであります。 
 続きまして、内容について説明いたします。 
 まず、背景の１点目に基づき、条例の別表第１および第２に規定されている特例給付を削除

いたします。 
 背景の２点目で、町で行う事務のうち、健康保険証の情報を必要とするものについてと申し

上げましたが、この部分について、該当となる子育て支援医療費助成金、ひとり親家庭医療費

助成金、重度心身障害者医療費助成金に関する事務を本条例の別表第１および第２に、それぞ

れを追加、マイナンバーを利用するものとし、事務の対応を図る。 
 この２点が改正内容であります。 
 施行期日について説明いたします。 
 本改正により、マイナンバーを利用するため、個人情報保護委員会に申請する等、所定の手

続が必要となります。実際に利用できるのは令和７年６月の予定でありますので、改正条例の

施行は令和７年４月１日といたします。 
 ただし、児童手当法に係る特例給付の廃止は令和６年１０月１日と決められていることから、

この部分の改正における施行日は令和６年１０月１日となります。 
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 本改正の具体的な条文は、参考資料の新旧対照表４ページから７ページに記載されておりま

すので、ご覧いただきたくお願い申し上げます。 
 以上で、議案第７７号の説明を終わります。ご審議をよろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１１ 議案第７８号 身延町和田辺地総合整備計画の策定についてを議題とします。 

 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 佐野財政課長。 

〇財政課長（佐野美秀君） 
 議案第７８号 身延町和田辺地総合整備計画の策定についてであります。 
 身延町和田辺地総合整備計画を次のとおり策定いたします。 
 １．別紙のとおり。 
 後ほど、内容説明を申し上げます。 
 提案理由を申し上げます。 
 身延町和田辺地総合整備計画を策定するため、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財

政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、議会の議決を得る必要が生じまし

た。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 議案第７８号 身延町和田辺地総合整備計画の策定について、内容説明をさせていただきま

す。 
 ２枚目の総合整備計画書をご覧ください。 
 過日の全員協議会において説明をさせていただきましたが、町が今後、辺地地域において公

共的施設の整備を進めるにあたり、辺地対策事業債を活用していくために総合整備計画を策定

するものです。 
 身延町和田辺地総合整備計画の策定については、同地域内において消防施設消防機庫・詰所

を整備するものであります。 
 計画期間は令和６年から令和１０年までの５カ年としますが、令和７年度までの２カ年での

完成を見込んでおります。 
 辺地の総合整備計画の策定につきましては、あらかじめ知事との協議を行ったのち、議会の

議決をいただくこととなっておりますので、本定例会に上程させていただくものでございます。 
 以上、議案第７８号の提案理由ならびに内容説明とさせていただきます。ご審議をよろしく

お願いいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１２ 議案第７９号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についてを

議題とします。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 伊藤町民課長。 
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〇町民課長（伊藤剛君） 
 議案第７９号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議について、ご説明い

たします。 
 端末の議案説明書をご覧ください。 
 最初に、提案理由を申し上げます。 
 山梨県後期高齢者医療広域連合の規約を変更するため、地方自治法第２９１号の３第１項の

規定により関係地方自治体との協議を行うにあたり、同法第２９１条の１１の規定により議会

の議決が必要となります。 
 これがこの議案を提出する理由です。 
 規約変更の背景等について説明いたします。 
 令和５年１２月２７日に公布された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令により、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第

１条第２号に掲げる規定の施行期日が本年１２月２日と定められ、現行の被保険者証は廃止と

なり、同日以降、発行されなくなります。 
 今後は、保険証利用登録がされたマイナンバーカード、通称マイナ保険証を基本とする仕組

みに移行いたします。 
 これに伴い、山梨県後期高齢者医療広域連合規約が変更となります。 
 次に、規約の変更内容について説明いたします。 
 山梨県後期高齢者医療広域連合規約別表第１において、後期高齢者医療制度の事務のうち市

町村において行う事務を定めています。 
 同表中、被保険者証の引き渡しおよび返還の受付事務について定めていますが、現行の被保

険者証は廃止となることから、表中の「被保険者証及び資格確認書」を「資格確認書等」に変

更いたします。 
 施行期日につきましては、令和６年１２月２日からとなります。 
 以上で、議案第７９号の説明を終わります。 
 ご審議をよろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１３ 議案第８０号 令和６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
   日程第１４ 議案第８１号 令和６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１５ 議案第８２号 令和６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
   日程第１６ 議案第８３号 令和６年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第１号） 

 以上の４議案は、一般会計および特別会計の補正予算案でありますので、一括して議題とし

ます。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 佐野財政課長。 

〇財政課長（佐野美秀君） 
 議案第８０号から議案第８３号までの令和６年度身延町一般会計および特別会計補正予算に
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ついて、お手元の概要書により説明させていただきます。 
 １ページをご覧ください。 
 議案第８０号 令和６年度身延町一般会計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳出予

算の総額に歳入歳出それぞれ２億６，８０７万７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１０１億９，５８２万９千円といたしました。 
 第２表 地方債の補正について、説明いたします。 
 第２表 地方債補正により地方債の限度額を追加、変更いたします。 
 追加につきましては、辺地対策事業債は２３０万円追加し、消防団施設整備事業に２３０万

円を充当いたします。充当率は１００％、交付税措置は８０％であります。 
 対象事業は、身延第４分団第５部（和田）消防詰所新築工事設計業務委託になります。 
 変更につきましては、過疎対策事業債は１億７５０万円増額し、補正後の限度額を３億５，

６５０万円といたしました。充当率は１００％、交付税措置は７０％であります。 
 西嶋和紙・和紙の里の活用推進事業に１億１５０万円を充当し、道路改良事業に５００万円

を減額および橋梁長寿命化事業に１，７００万円を減額いたします。 
 味噌加工施設整備事業に２，８００万円を充当いたします。各対象工事および事業につきま

しては、記載のとおりでございます。 
 ２ページをお開きください。 
 歳入予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 １４款１項６目土木使用料、住宅使用料現年度分１３７万５千円を計上し、住宅管理費へ充

当いたします。 
 １５款１項１目民生費国庫負担金、児童手当国庫負担金１，２８８万２千円を計上および２項

２目民生費国庫補助金、子ども・子育て支援事業費補助金１１万１千円を計上し、併せて児童

措置費へ充当いたします。 
 １６款１項１目民生費県負担金、児童手当県負担金２５２万７千円を計上し、児童措置費へ

充当いたします。 
 ２項２目民生費県補助金、保育対策総合支援事業費補助金６８万６千円を計上し、特定教育・

保育施設費へ充当いたします。 
 ３ページをお開きください。 
 ２項５目商工費県補助金、再配達削減推進事業費補助金２５万円を計上し、消費者対策事業

費へ充当いたします。補助率は４分の１でございます。 
 １８款１項１目一般寄附金１千万円の計上につきましては、名誉町民であります大阪府在住

の望月靖允氏よりのご寄附であります。ふるさと応援基金費へ積み立ていたします。 
 １９款１項２目公共施設整備基金繰入金１億１５０万円を減額いたしました。これは、西嶋

和紙・和紙の里の活用推進事業に過疎対策事業債を借り入れることによる減額であります。 
 ２１款３項１目雑入（総務費雑入）１，５５１万４千円を増額いたしました。これは、デジ

タル基盤改革支援補助金として、一般管理費、事務費へ充当いたします。 
 ２２款町債１億９８０万円を増額いたしました。町債の増額につきましては、「第２表 地方

債補正」の説明のとおりでございます。 
 歳出予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 ２款総務費について、ご説明いたします。 
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 ４ページをお開きください。 
 １項１目一般管理費については、デジタル基盤改革支援補助金等に伴う財源組替になります。 
 １１目デジタル田園都市国家構想事業費、細目２６西嶋和紙・和紙の里の活用推進事業につ

いては、西嶋和紙・和紙の里の活用推進事業に伴う過疎対策事業債の配分枠による財源組替に

なります。 
 ３款民生費について、説明いたします。 
 ５ページをお開きください。 
 １項７目障害福祉費、細目２障害福祉事業費、償還金、利子及び割引料（過年度還付金）２，

０２８万円を計上いたしました。これは、令和５年度障害者自立支援医療給付事業、療養介護

医療給付費事業等の超過交付に伴う返還金でございます。 
 ２項１目児童福祉総務費、子育て支援課への指定寄附金に伴う財源組替になります。 
 ２目児童措置費、細目１児童手当給付費、扶助費（児童手当）１，２５８万円を計上いたし

ました。児童手当法施行規則の改正に伴う児童手当費の増額分でございます。 
 ７目特定教育・保育施設費、細目１特定教育・保育施設費、負担金、補助及び交付金（補助

金）１０２万９千円を計上いたしました。これは、保育環境等改善事業補助金で、大野山保育

園への補助金であります。 
 ４款衛生費について、説明いたします。 
 ６ページをお開きください。 
 １項２目予防費、細目５その他予防費、負担金、補助及び交付金（その他の負担金）１億８，

３７０万円を計上いたしました。これは、飯富病院の事業運営に伴う負担金であります。 
 ４目環境衛生費、細目２環境衛生事業費、工事請負費１０５万６千円を計上いたしました。

不法投棄防止柵設置工事費であります。 
 ６款農林水産業費について、説明いたします。 
 １項３目農業振興費、細目８味噌加工施設整備事業、これは味噌加工施設整備事業に伴う過

疎対策事業債の配分枠による財源組替になります。 
 ７ページをお開きください。 
 ２項２目林業土木費、細目２林業土木事業費、工事請負費２千万円の計上については、西嶋

残土処理場場内整備工事費であります。 
 ７款商工費について、説明いたします。 
 １項１目商工振興費、細目２消費者対策事業費、負担金、補助及び交付金（補助金）５０万

円を計上いたしました。再配達削減推進事業費補助金で、宅配ボックス補助金であります。

５０世帯分を予算化いたしました。 
 ８款土木費について、説明いたします。 
 ２項２目道路橋梁新設改良費および３目道路メンテナンス事業費については、道路改良事業

費および橋梁長寿命化事業に伴う過疎対策事業債の配分枠による財源組替になります。 
 ５項１目住宅管理費、細目２住宅管理事業費、８ページをお開きください。負担金、補助及

び交付金（補助金）２５０万円を計上いたしました。これは、木造住宅耐震改修事業費補助金

であります。２件分を予算化いたしました。 
 細目７八日市場団地管理費、需用費（修繕費）１６５万２千円を計上し、八日市場団地施設

内の修繕費であります。 
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 ９款消防費について、説明いたします。 
 １項１目非常備消防費、細目２消防団活動費、負担金、補助及び交付金（補助金）５０万円

を計上いたしました。これは、消防用資機材等整備費補助金として、火の見やぐら解体事業の

補助金２カ所分でございます。 
 １０款教育費について、ご説明いたします。 
 １項４目旧学校施設管理費、細目３旧身延中学校施設管理費、委託料（設計・測量委託料）

６８０万９千円を計上いたしました。これは、旧身延中学校跡地利用を行うための用地測量業

務委託になります。 
 ９ページをお開きください。 
 ４項２目公民館費、細目１公民館運営事業費、負担金、補助及び交付金（補助金）７３万９千

円を計上し、集落公民館整備費等補助金になります。対象集落公民館として、清子・小田船原・

飯富・江尻窪集落公民館であります。補助率は３分の１でございます。 
 １３款諸支出金について、ご説明いたします。 
 １項１８目ふるさと応援基金費、細目１ふるさと応援基金費、積立金１千万円を計上し、ふ

るさと応援基金への積立金になります。 
 １０ページをお開きください。 
 議案第８１号 令和６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１５億５，７０６万２千円といたしました。 
 歳入予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 ８款繰入金、１項１目一般会計繰入金１０万８千円を増額いたしました。 
 歳出予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 １款総務費、１項１目一般管理費、細目１一般管理費、需用費（印刷製本費）１０万８千円

を計上いたしました。これは資格確認書３，６００枚の印刷費であります。 
 １１ページをお開きください。 
 議案第８２号 令和６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８７万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２３億９万２千円といたしました。 
 歳入予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 ８款繰越金、１項１目繰越金８７万９千円を増額いたしました。 
 歳出予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 ５款諸支出金、１項１目第１号被保険者還付金、細目１第１号被保険者還付金、償還金、利

子及び割引料（還付金）８７万９千円を計上いたしました。これは、第１号被保険者に対する

過年度の保険料還付金になります。 
 １２ページをお開きください。 
 議案第８３号 令和６年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２８万５千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ８４４万９千円といたしました。 
 歳入予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 ５款繰入金、１項１目下部奥の湯温泉事業基金繰入金１２８万５千円を増額し、温泉管理費



 ２６

へ充当いたします。 
 歳出予算について、増減額の主な理由についてご説明いたします。 
 １款温泉事業費、１項１目温泉管理費、細目１温泉分湯施設維持管理費、需用費（修繕費）

１２８万５千円を計上いたしました。これは、下部奥の湯温泉送湯管の保護用落石防止ネット

等の修繕費でございます。 
 以上で、議案第８０号から議案第８３号までの内容説明とさせていただきます。ご審議をよ

ろしくお願いいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１７ 議案第８４号 令和６年度身延町水道事業会計補正予算（第２号） 
   日程第１８ 議案第８５号 令和６年度身延町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 以上の２議案は、企業会計の補正予算案でありますので、一括して議題とします。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 内藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（内藤哲也君） 
 議案第８４号 令和６年度身延町水道事業会計補正予算（第２号）につきまして、内容説明

をさせていただきます。 
 ３ページをご覧ください。 
 第２条、令和６年度身延町水道事業会計予算、第３条に定めた収益的収入の予算額を第１款

水道事業収益１０８万８千円を増額し、６億１，９１２万７千円に補正するものです。 
 詳細につきましては、第２項営業外収益の雑収益を１０８万８千円増額します。これは、山

梨県峡南建設事務所が発注している県道身延線道路事業工事に伴った水道給水管の移設補償金

によるものです。 
 また、収益的支出の予定額を第１款水道事業費用８２８万６千円を増額し、６億３，３５４万

３千円に補正するものです。 
 詳細につきましては、第１項営業費用の原水及び浄水費を７９９万７千円および総係費を

２８万９千円増額します。これは、宮木水源・配水池および下部配水池のテレメータ装置の更

新および児童手当、コンビニ収入手数料の増加によるものです。 
 次に第３条、令和６年度身延町水道事業会計予算、第４条、本文括弧書き中、資本的収入額

が資本的支出額に対し不足する額１億５，２９９万５千円を１億６，０５６万３千円に、当年

度分損益勘定保留資金１億２，９９９万４千円を１億２，２４２万６千円に改め、資本的支出

の予定額を第１款資本的支出７５６万８千円増額し、３億１，９１７万７千円に補正するもの

です。 
 詳細につきましては、第１項建設改良費を７５６万８千円増額します。これは、西嶋地内配

水管布設工事によるものです。 
 なお、資料としまして、概要を添付してありますのでご確認ください。 
 以上で、議案第８４号の内容説明を終わります。 
 続きまして、議案第８５号 令和６年度身延町下水道事業会計補正予算（第３号）につきま

して、内容説明をさせていただきます。 
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 ３ページをご覧ください。 
 第２条、令和６年度身延町下水道事業会計予算、第３条に定めた収益的支出の予定額を第３款

下水道事業費用５万７千円を増額し、４億８，４０６万７千円に補正するものです。 
 第１項営業費用の詳細につきましては、総係費のコンビニ収納手数料５万７千円を増額する

ものです。 
 なお、資料としまして概要を添付しておりますので、ご確認ください。 
 以上で、議案第８５号の内容説明を終わります。よろしくご審議くださいますよう、お願い

いたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１９ 同意第４号 身延町教育委員会委員の任命について 
   日程第２０ 同意第５号 身延町監査委員の選任について 
   日程第２１ 同意第６号 身延町公平委員会委員の選任について 
   日程第２２ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 以上の同意３議案および諮問１議案は人事案件でありますので、一括して議題とします。 
 担当課長から提案理由ならびに内容説明を求めます。 
 大村総務課長。 

〇総務課長（大村隆君） 
 それでは、同意第４号 身延町教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。 
 提案理由を申し上げます。 
 令和６年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を任命する必要が生じま

した。 
 ついては、委員の任命にあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、議会の同意が必要でございます。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 背景といたしましては、現教育委員の遠藤一彦氏の任期が令和６年１１月１８日に満了とな

るため、新たに委員を任命する必要が生じました。 
 なお、委員の任命にあたっては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項に

「委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文

化に関し識見を有するもののうちから、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。」と規

定されております。 
 内容といたしまして、新たに任命しようとする方は笠井安秀氏でございます。住所、生年月

日等は記載のとおりであります。 
 笠井氏は、昭和５９年４月から令和３年３月までの長きにわたり、山梨県内の各小学校に勤

務され、教員として児童教育に携わり、教育委員としての職務を行う上で必要な知識と経験が

豊富で、人格は高潔であり、教育委員として職務を遂行していただく上で適任者であります。 
 なお、任期は令和６年１１月１９日から令和１０年１１月１８日まででございます。 
 続きまして、同意第５号 身延町監査委員の選任について、ご説明いたします。 
 まず、提案理由を申し上げます。 
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 令和６年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を任命する必要が生じま

した。 
 ついては、委員の選任にあたり、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会の同意が必

要であります。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 背景といたしまして、現監査委員の中澤俊雄氏の任期が令和６年１１月１８日満了となるた

め、新たに委員を選任する必要がございます。 
 委員の選任にあたっては、地方自治法第１９６条第１項に「地方公共団体の長が議会の同意

を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し

優れた識見を有する者を選任する。」と規定されております。 
 内容といたしまして、新たに選任しようとする方は、竹ノ内強氏。住所、生年月日はそこに

記載のとおりでございます。 
 竹ノ内氏につきましては、旧下部町役場および身延町役場に長年勤務され、産業課長、建設

課長、会計管理者を歴任され、監査委員としての職務を行う上で必要な知識と経験が豊富で、

人格は高潔であり、職務を遂行していただく上で適任者でございます。 
 任期につきましては、令和６年１１月１９日から令和１０年１１月１８日まででございます。 
 続きまして、同意第６号 身延町公平委員会委員の選任について、ご説明申し上げます。 
 まず、提案理由を申し上げます。 
 令和６年１１月１８日に委員の任期が満了するので、その後任委員を選任する必要が生じま

した。ついては、委員の選任にあたり、地方公務員法第９条の２第２項の規定により議会の同

意が必要であります。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 背景といたしまして、現委員である井上隆雄委員の任期が令和６年１１月１８日に満了とな

るため、新たに委員を選任する必要が生じました。 
 なお、委員の選任にあたっては、地方公務員法第９条の２第２項に「委員は、人格が高潔で、

地方自治法の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見

を有する者のうちから、議会の同意を得て地方公共団体の長が選任する。」と規定されておりま

す。 
 選任しようとする方は、井上隆雄氏。住所、生年月日は記載のとおりでございます。 
 井上隆雄氏につきましては、旧身延町役場、また合併後の身延町役場に長年勤務され、地方

公務員として地方自治に携わり、公平委員としての職務を行う上で必要な知識と経験が共に豊

富であり、公平委員会委員の職務を遂行していただく上で適任者であります。 
 このたび、令和６年１１月１８日に任期が満了することから再任をお願いするものでござい

ます。 
 なお、任期につきましては、令和６年１１月１９日から令和１０年１１月１８日まででござ

います。 
 続きまして、諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて、ご

説明申し上げます。 
 提案理由を申し上げます。 
 令和７年３月３１日に委員の任期が満了するので、その後任委員の候補者を推薦する必要が
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生じました。ついては、その後任委員の候補者を法務大臣に推薦するにあたり、人権擁護委員

法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める必要がございます。 
 これがこの議案を提出する理由でございます。 
 背景といたしましては、下部地区の日向啓子委員の任期が令和７年３月３１日に満了となる

ため、新たに委員を推薦する必要がございます。 
 委員の推薦については、人権擁護委員法第６条第３項に「委員は、当該市町村の議会の議員

の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある方の

中から、議会の同意を得て候補者を推薦する。」と規定されております。 
 新たに推薦しようとする方は、望月守氏。住所、生年月日は記載のとおりであります。 
 望月氏は、昭和５５年１２月に下部建設に入社し、平成９年１月に同社代表取締役に就任。

平成２８年２月に同社を閉じるまで代表取締役を務められました。 
 現在は、出羽建設株式会社において相談役に就任されております。 
 社員また地元からの人望も厚く、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護委員とし

て職務を遂行していただく上で適任者であります。 
 なお、任期は令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まででございます。 
 すみません、ただいま「議会の同意を得て」と私、申し上げましたが、「議会の意見を聞いて、

候補者を推薦する。」と規定されております。訂正させていただきます。 
 以上で説明を終了いたします。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の提案理由ならびに内容説明が終わりました。 
 議事の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。 
 再開は１１時３０分といたします。 

休憩  午前１１時１６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２８分 
〇議長（上田孝二君） 

 それでは全員おそろいのようですので、休憩前に引き続き議事を再開いたします。 
 それでは、これから質疑を行います。 
 質疑について、同種類の議案については、その都度同意を求めて、一括して質疑を行いたい

と思います。一括質疑となった場合には、ご発言の際に、質疑をしたい議案番号と質疑の内容

説明をお願いします。 
 なお、常任委員会への付託については、定例会資料６ページの付託議案表のとおり、常任委

員会へ付託を予定しておりますので、質疑は大綱のみに留めてください。 
 また、定例会資料７ページの議案については、委員会付託を省略の予定となっておりますの

で、よろしくお願いします。 
 それでは、質疑に入ります。 
 はじめに、認定第１号の質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
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 以上で、認定第１号の質疑を終わります。 
 次に、報告第１２号については、人事案件であるため質疑を省略したいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 ご異議なしと認めます。 
 よって、報告第１２号については、質疑を省略します。 
 次に、議案第７５号から議案第７７号までの３議案については、条例改正案のため一括して

質疑を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第７５号から議案第７７号までの３議案については、一括して質疑を行うこと

に決定しました。 
 それでは、質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で、議案第７５号から議案第７７号までの質疑を終わります。 
 次に、議案第７８号の質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で、議案第７８号の質疑を終わります。 
 次に、議案第７９号の質疑を行います。 
 質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で、議案第７９号の質疑を終わります。 
 次に、議案第８０号から議案第８５号までの６議案については、一般会計および特別会計な

らびに企業会計の補正予算案のため、一括して質疑を行いたいと思いますが、これにご異議あ

りませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案第８０号から議案第８５号までの６議案については、一括して質疑を行うこと

に決定しました。 
 それでは、質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で、議案第８０号から議案第８５号までの質疑を終わります。 
 次に、同意第４号から同意第６号までおよび諮問第４号の４案件については、人事案件であ

るため、質疑を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
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 異議なしと認めます。 
 よって、同意第４号から同意第６号までおよび諮問第４号の４案件については、質疑を省略

します。 
 それでは、お諮りします。 
 定例会資料６ページの委員会付託議案表のとおり、認定第１号、議案第７５号から議案第

８５号までおよび請願第１号の計１３案件を常任委員会へ付託したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、委員会付託議案表のとおり、常任委員会へ付託します。 
 お諮りします。 
 定例会資料７ページの委員会付託省略議案表のとおり、報告第１１号から報告第１２号まで、

同意第４号から同意第６号までおよび諮問第４号の計６案件については、委員会付託を省略し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、委員会付託省略議案表のとおり、常任委員会への付託を省略します。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２３ 身延町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を議題とします。 

 身延町選挙管理委員及び補充員の任期が、本年１１月１８日に満了となります。 
 この選挙は、地方自治法第１８２条の規定により、議会において選挙することが定められて

おります。 
 選挙すべき人数は、委員４名、補充員４名です。 
 お諮りします。 
 この選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法に

より行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 
 お諮りします。 
 指名推選の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議長が指名することに決定しました。 
 それでは、身延町選挙管理委員会委員を指名します。 
 端末の別紙資料①をご覧ください。 
 議会への推薦者の報告順に、氏名を読み上げます。 
 渡邊晶夫氏、佐野隆氏、荒川洋一氏、佐野和雄氏。それぞれ住所および生年月日については

記載のとおりです。 
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 以上の４名を指名します。 
 お諮りします。 
 ただいま指名をしました４名を当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、ただいま指名しました渡邊晶夫氏、佐野隆氏、荒川洋一氏、佐野和雄氏の４名

を身延町選挙管理委員会委員の当選人とすることに決定しました。 
 次に、身延町選挙管理委員会委員の補充員を指名します。 
 順位第１位 望月和永氏、順位第２位 望月俊夫氏、順位第３位 遅澤祐二氏、順位第４位 堀

内篤氏。それぞれ住所および生年月日については、記載のとおりです。 
 以上の４名を指名します。 
 お諮りします。 
 ただいま指名をしました４名を当選人と定めることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、ただいま指名しました順位第１位 望月和永氏、順位第２位 望月俊夫氏、順位

第３位 遅澤祐二氏、順位第４位 堀内篤氏の４名を身延町選挙管理委員会委員の補充員の当

選人とすることに決定しました。 
 以上で、本日の議事日程は終了しました。 
 それでは、本日は、これをもちまして、本会議を散会といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（若狭秀樹君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いします。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

散会 午前１１時３８分 
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（若狭秀樹君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（上田孝二君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第２号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告を行います。 

 本日の説明員として、地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知のありました者の職氏

名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 一般質問。 

 通告１番、山下利彦君の一般質問を行います。 
 山下利彦君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。 
 まず、峡南南部地域の医療・介護体制について、質問いたします。 
 令和６年７月に峡南の医療連携強化を主な業務とする法人「みなみやまなし」の活動拠点が

中富すこやかセンター内に開設されました。この法人「みなみやまなし」の職員について、ま

ず質問させていただきます。 
 活動拠点となる事務所の主な業務として、令和６年度は各医療機関の連携の在り方を検討し、

人事交流や医薬品の共同購入に取り組むとされています。これらの業務を担当する事務所所属

職員の内訳、また、これまでに調査に携わったＥＹ新日本有限責任監査法人について、今後の

経営統合までの活動を進める上での関連性の説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 お答えします。 
 地域医療連携推進法人みなみやまなしの事務局につきましては、当該法人に参画する社員か

ら、具体的には、身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合、公益財団法人身延山病院、早

川町、身延町、南部町の５つの社員からそれぞれ１名の職員を出して事務局機能を担うことと

しました。 
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 なお、これらの事務局員は専従ではありません。現在のところ、原則毎週火曜日の午後の時

間帯に事務所に集合し、業務の打ち合わせ等を行っています。 
 次に、令和４年度に実施した委託業務の受託者であるＥＹ新日本有限責任監査法人と今後の

取り組みを進める上での関連性についてのご質問ですが、令和４年度の委託業務は、調査報告

書の提出をもって完結するもので、その後の具体的な取り組みの実行支援までを含めた委託業

務ではありません。したがって、当該業者が関わることを前提とした取り組みはありません。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 私は、この答弁書を見たときに、コンサルやアドバイザーを入れずに、飯富病院、身延山病

院、身延町、早川町、南部町の当事者が当事者意識を持って取り組むということを受けて、ほっ

としたところなんですが、昨日の町長の行政報告にありますように１，４００万円の委託料を

業者に払うと。調査も委託、それからこれからの行動も委託と。指定管理者制度のような、丸

投げのような状況だというように感じました。 
 ぜひ、全国どこでもあるような、また共通して使えるような計画にならないように、それぞ

れの法人から選出された当事者は、当事者意識を持って取り組むことを強く望みます。 
 ２問目ですが、飯富病院の役割分担と介護サービスの需要と供給体制について、ご質問いた

します。 
 現在、身延町の６５歳以上の高齢者の割合は県下で最も高く、今後もその高齢化率は５０％

に達すると予想されています。 
 このような状況の中で、介護老人保健施設で実施されている通所リハビリ、ショートステイ

などは、今後、需要が増え、重要度は増してくるものと考えます。しかし、令和６年６月末に

峡南ケアホームいいとみの介護ベッド５４床全てが閉鎖され、地元の住民が他施設に追いやら

れ、地元の施設を利用させない運営方法は、公的な施設のあるべき姿ではないと考えます。 
 協議会の基本方針に各医療機関の役割分担、医療・介護連携を掲げ、地域完結型医療・介護

体制を目指す基本方針において、介護ベッドの半数を削減した飯富病院の役割分担をどのよう

に考えているのか。 
 ５４床あった老健ベッドを閉鎖した原因や、今後の身延町内の介護サービスの需要に対し、

供給体制についての考えを伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 お答えします。 
 山下議員は、峡南ケアホームいいとみの介護ベッド５４床全てが閉鎖され、地元の住民が他

施設に追いやられた、とおっしゃっていますが、飯富病院の名誉のために言わせていただきま

すと、このような事実はなかったと認識しています。施設的に入所者数を縮小しながらも、長

期入所の施設サービスを継続して運営してきております。 
 令和６年５月２２日に開催された、山下議員も出席していた飯富病院の第２回臨時会で、議

案第７号 病院事業の設置等に関する条例中改正の件で、老人保健施設峡南ケアホームいいと
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みの病床数（収容人員）「入所５４名」を「入所２７名」に改めるという条例改正が可決され、

令和６年７月１日から施行されています。この臨時会の中でも、病院側から詳細な説明があっ

たと思います。 
 そこで、このようになった原因についてというご質問は、峡南ケアホームいいとみのベッド

数は、縮小はしてても閉鎖していませんので、ベッド縮小の理由はということだとしてお答え

します。 
 令和６年第２回定例議会の伊藤達美議員の一般質問で、介護老人保健施設峡南ケアホームい

いとみの運営と今後についての中で、この施設を縮小すると聞いたが、その理由は。という質

問に対して、私の答弁をそのまま引用させていただきます。 
 介護老人保健施設を縮小する理由についてですが、老健施設の老朽化が深刻な問題となって

おり、改修するには約９億７，３００万円という莫大な費用がかかる上、故障で空調設備が使

用できないことから、病院施設の旧療養病棟として使用していた２階で老健を運営継続してい

くこととなったため、施設的に縮小せざるを得ないということです。と、私は答弁しており、

これがベッド縮小の理由です。 
 飯富病院の役割分担についてどのように考えているかとのご質問ですが、今回の峡南ケア

ホームいいとみ規模縮小の件は、先ほど申し上げた事情があってのことであり、峡南南部地域

の医療連携における役割分担とリンクするものではありません。 
 なお、今年度、地域医療連携推進法人みなみやまなしの事業として、関係医療機関がどのよ

うに役割分担をすることがいいのか、峡南南部地域の医療を崩壊させないために、このエリア

の中で、飯富病院も含めた関係医療機関それぞれの役割分担について検討してまいります。 
 次に、今後の身延町内の介護サービスの需要とこれに対する供給体制についてのご質問です

が、山下議員は高齢化率が高いと、６５歳以上の被保険者数が増え、介護需要が増えるとお考

えのようですが、本町では、高齢化率の高さと、被保険者数および介護需要が比例して増えて

いくような状況にはないと考えています。 
 まず、令和６年度を初年度とし、令和８年度までの３年間の第９期介護保険事業計画では、

６５歳以上の被保険者数は令和６年度４，９３９人（対前年度マイナス３人）、令和７年度４，

８３９人（対前年度マイナス１００人）、令和８年度４，７４２人（対前年度マイナス９７人）

と、認定者数の推移についても、令和６年度９７１人（対前年度マイナス８５人）、令和７年度

９３４人（対前年度マイナス３７人）、令和８年度９０２人（対前年度マイナス３２人）と、ま

た、保険給付費の見込み額についても、令和６年度１９億３，３０６万８，４９１円（対前年

度マイナス６，４７１万８，０１１円）、令和７年度１８億９，３４４万４，０９４円（対前年

度マイナス３，９６２万４，３９７円）、令和８年度１８億４，４２１万３，２９０円（対前年

度マイナス４，９２３万８０４円）と、全てにおいて減少が続くと見込んでいます。 
 また、令和３年度から令和５年度の第８期介護保険事業計画中の実績値では、６５歳以上の

被保険者数は令和３年度５，１４５人（対前年度マイナス８４人）、令和４年度５，０３６人（対

前年度マイナス１０９人）、令和５年度４，９３０人（対前年度マイナス１０６人）、認定者数

の推移についても、令和３年度１，０５９人（対前年度マイナス３０人）、令和４年度１，０１５人

（対前年度マイナス４４人）、令和５年度９７０人（対前年度マイナス４５人）と、また保険給

付費についても、令和３年度２０億５，１５８万９，６５４円（対前年度マイナス９１８万５，

０４７円）、令和４年度１９億４，０７２万８，０３５円（対前年度マイナス１億１，０８６万
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１，６１９円）、令和５年度１９億１，３３４万２５６円（対前年度マイナス２，７３８万７，

７７９円）と、実績値の全てにおいて減少しました。 
 このように、被保険者数、認定者数および保険給付費については、実績値でも減少していま

すし、今後３年間についても減少が続くと見込んでいることから、峡南ケアホームいいとみの

規模縮小はありますが、そのほかの介護保険関係事業所が、現在同様のサービスを提供できる

ことを前提とすれば、介護サービスの需要に対して、十分応えられる体制にあると考えていま

す。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 再質問をします。 
 今回の答弁で一番の問題は、９億７，３００万円という修繕費の提示やその仕方、捉え方だ

と思います。この金額は全ての施設をリニューアルした場合のもので、入札もせず設計会社か

らの提示金額を積み上げただけの金額であり、この金額を盾に修繕を行わず閉鎖してしまった

ことが最大の問題だと考えます。 
 施設の老朽化に対し優先順位を付け修繕を繰り返しながら、地域に必要な医療・介護サービ

スを提供し続ける事業経営を今までも行ってきたと考えます。 
 今回、老健の介護ベッド閉鎖の一番の原因は、冷暖房における吸収式冷温水器の故障と言わ

れています。１階のデイケアスペース同様、２階・３階の部屋ごとエアコンを設置することで

問題は簡単に解決するものと考えますが、実施しない原因は何なのか、説明をよろしくお願い

いたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 お答えします。 
 山下議員は「金額においても入札もせず」とおっしゃっていますが、予算を確保しなければ

入札はできません。例えば、積算が９億７，３００万円の改修費用が、入札の結果５億円だっ

たとしても、予算として９億７，３００万円を確保しなければ、入札することはできないとい

うことです。 
 また、長年、飯富病院に勤務し、事務部長まで務めた山下議員は、「施設の老朽化に対して優

先順位を付け修繕を繰り返しながら、事業経営を今まで行ってきた」とおっしゃっていますが、

施設改修のための基金を積み立て財源を確保することなく、長期的な施設管理計画をもとに計

画的に改修を実施してこなかった結果が、今回の老健施設のような莫大な改修費用につながっ

たのではないでしょうか。 
 最後に、「１階のデイケアスペース同様、２階・３階の部屋ごとのエアコン設置で問題は解決

するものと考えるが」というご質問についてですが、老健施設を縮小することは、飯富病院の

院長を中心に幹部職員ならびに関係職員が、施設改修のことばかりではなく、経常的な赤字基

調の病院運営および老健運営のことも勘案し、熟慮に熟慮を重ねた上での決断だと考えていま

す。 
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 以上です。 
〇議長（上田孝二君） 

 山下利彦君。 
〇４番議員（山下利彦君） 

 この続きは病院議会で行いますので、事務長をサポートするような形で答弁をよろしくお願

いいたします。 
 次に、道の駅西嶋和紙の里の指定管理事業について、質問させていただきます。 
 県議会では、６月の定例議会において、指定管理施設の運営についての一般質問に対する答

弁は、今日的な政策課題に対するためには、指定管理者に任せるのではなく、県自ら施設の運

営に責任を持つという基本に立ち返った対応が求められると答弁し、指定管理者制度採用に対

し抜本的な見直しをする考えを示しました。 
 現在、身延町は、指定管理者制度を採用して１２の事業を実施していますが、今回、令和６年

度、西嶋和紙の里を道の駅にするため、指定管理者制度を採用し、リニューアル費用として総

額８億４千万円の巨額を投じるという計画が議会の賛成多数で可決されました。この計画に一

人反対した私としては、以下の点について改めて説明を求めます。 
 １つ目は、直営における問題点の分析です。 
 西嶋和紙の里は当初から直営で行われてきました。管理運営を指定管理者制度に転換せざる

を得ない要因について、直営の問題点の分析結果の説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 西嶋和紙の里については、平成１０年に開館し２６年が経過しております。好評だった木喰

展を開催した平成３０年度には約５万人の入館者がありましたが、新型コロナウイルス感染拡

大の影響もあり減少傾向となっております。このような状況の中、施設の活性化を目的に「身

延町西嶋和紙の里活性化ビジョン」を策定いたしました。この活性化ビジョンの中でオープン

から約２６年が経過する中、先を見据え、より効果的な町の活性化拠点としてブランディング

を再構築する必要があるとの方向性が示され、指定管理者制度を導入するきっかけとなってお

ります。 
 西嶋和紙の継承、北の玄関口として和紙を柱として集客に努めてまいりました。町民の多様

な活動に対応するため、令和３年度には美術館条例の改正も行っておりますが、経費も経常的

にかかり自治体が直接経営することは限界であると認識しており、今後の収益性を高めるため

にも、指定管理者制度の導入が必要だと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 北の玄関口、これは本当にそういうふうに思っているのでしょうか。問題の分析をいくつか

挙げてくれると思いました。具体的な答弁は、まったくありません。 
 昨年、議員の現地調査で西嶋和紙の里を視察しました。猛暑の中、ほとんどの芝生が枯れて
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しまっていました。それを目の当たりにし、大変ショックを受けました。芝にも朝晩、水をや

るものです。人を迎える施設として、その一点を見ても、直営職員の経営意識のなさが問題で

あり、さらにそれを問題として分析されないところにも問題の根本があると感じます。 
 現状の問題の分析もせず、指定管理者に丸投げとは、とても前向きな対応とは思えません。 
 次に、指定管理者制度のメリットについて伺います。 
 直営と比較して指定管理者制度採用による経費削減の予想額、また直営にはできない住民の

サービスに応える企画、アイデアなど、住民サービスの質の向上というのは、どういうことな

のか、説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 西嶋和紙の里の収支につきましては、新型コロナウイルス感染症まん延前で、年間４千万円

前後のマイナス収支、コロナ禍の令和３年度につきましては、５，２００万円を超えるマイナ

ス収支となっておりました。 
 令和７年度より指定管理者制度を導入いたしますが、この収支が少しでも改善されるよう、

現在、指定管理候補者に詳細な収支計画をお願いしております。指定管理料も踏まえた収支計

画が提出された際には、議会に対しても説明させていただきます。 
 指定管理者制度を導入することにより、民間事業者として蓄積したノウハウを活用し、客単

価の向上、売上分析によるニーズの把握、イベントを利用しての売上計画等、自治体直営の営

業形態ではできなかったサービスの提供、また、合理的な運営努力を行いコスト削減が可能と

なると考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 これも収支計画を提出させるというような丸投げ感が非常に出ています。指定管理者制度を

採用すれば経営が良くなるのか。例えば、みのぶ自然の里も含め、ほかの指定管理事業も良く

なったでしょうか。 
 重要なポイントは、住民サービスとは具体的に何であり、その質の向上、あるべき状況を町

が、行政が見据え、指定管理者に対してどのような支援、サポートをしていくかが問題です。 
 丸投げ感が強く、住民サービス向上のための支援に対する考えが具体的に見えないところが

非常に残念に思います。 
 次に移ります。２４時間対応トイレと駐車場拡大について、伺います。 
 以前の答弁では、中部横断道からの来客には期待せず、町内の観光地を周遊する観光客を対

象とするとの答弁でした。その状況では、２４時間トイレは必要なのか。駐車場拡大目的の目

玉となる集客要素は何なのか。最大来客を何台、一日平均台数は何台と予想しているのか、説

明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
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〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 
 お答えいたします。 
 西嶋和紙の里には、主に、国道５２号および中部横断道を利用される方の立ち寄りを見込ん

でおり、道の駅登録に向けた施設の規模は、この道路の交通量を基に計算しております。また、

規模だけでなく、さらにクリアしなければならない条件がございます。以前から議員の皆さん

にもご説明しておりますが、トイレにつきましては２４時間利用可能であること、また、ベビー

コーナーを設置することは、必須条件となっております。 
 駐車場規模につきましては、国道５２号と、中部横断道の道路利用状況を想定する必要があ

り、将来交通量および平成２７年度道路交通センサス、これは国土交通省のデータになります

が、これを基に、東日本高速道路株式会社の休憩施設設計要領を適用し立ち寄り台数を算出し

ております。この結果、現行の駐車マスでは不足することが判明したため、駐車マスを再配置

する工事を現在、行ってございます。 
 入込客数につきましては、この交通量を基にＮＥＸＣＯ中日本の設計要領の計算で算出して

おり、一日当たりの立ち寄り台数を平均１００台と試算しております。平均立ち寄り台数を算

出する方法であるため、最大立ち寄り台数につきましては計算をしておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 以前、町長はこの議場で、中部横断道からの来客は期待せず、町内の観光地を周遊する観光

客を対象とすると、この場でおっしゃいました。それはそもそも道の駅としてはそぐわないと

言っているようなものだと思います。 
 道の駅設置の必須条件である２４時間トイレ、ベビーコーナー、駐車場規模、全て後付けで

す。 
 それにしても、当初年間７万人の来場者数を念頭にこの事業は計画されたと記憶しておりま

す。今回の答弁は、一日当たりの立ち寄り台数が平均１００台と言います。今後の経営をどの

ように予想しているのか、まったく分かりません。 
 次の質問に移ります・・・。 

〇議長（上田孝二君） 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 私の答弁について言われましたけども、私は道の駅を、要は中部横断道の最寄りに造る必要

はないと言ったんです。例えば道の駅ふじかわ、道の駅なんぶ、あそこは通過点なんですよ。

そういう通過点の道の駅が身延町に必要かということを申し上げたわけで、道の駅が必要ない

とまでは言っておりませんので、よろしくお願いします。 
〇議長（上田孝二君） 

 山下利彦君。 
〇４番議員（山下利彦君） 

 今までの討論の中で、町長の言ったことがちょっと私も飲み込めなかったので、また次の機

会に聞きたいと思います。 
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 道の駅の建設の基本方針について、伺います。 
 令和３年１２月議会において、私の中部横断道道の駅建設についての一般質問に対し、当時

の建設課長の答弁は「道の駅の設置位置の考え方については、間隔を定めて設置する性格のも

のではないが、休憩施設として利用しやすさや駅相互の機能分担の観点から、広域的な視点で

の構想づくりが望まれるということで、身延町にはすでに道の駅しもべと道の駅みのぶがござ

います。新たな道の駅検討委員会を立てて、これを検討していくというようなことは、今のと

ころ考えてございません」という内容です。 
 今回、簡単にこの基本方針を覆してまで実施する道の駅建設の目的は何なのか。何を基準に

道の駅事業を進めているのか、方針について説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 令和３年第４回定例会の一般質問、答弁を確認させていただきました。山下議員の「中部横

断自動車道の３インターのうち１カ所でも道の駅は」との質問に対し、当時の建設課長は、「「道

の駅ふじかわ」「道の駅なんぶ」のようにインターチェンジに隣接する位置に、新たに道の駅を

設置することは、地形的要因も重なり困難」と答弁しております。 
 中部横断自動車道から直接利用できる道の駅の設置は困難との答弁であり、先ほど町長から

もございましたが、町内に道の駅を設置しない方針を立てたわけではございません。 
 和紙の里を道の駅に登録することで、町内の観光地を周遊する拠点の一つになると考えてお

ります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 これだけ交通の大きく変わった状況において、私は今でも中部横断道への道の駅設置こそ、

身延町の活性化に最も効果的な、必要不可欠なものだと思います。 
 答弁には非常に無理があるような気がします。これでいいのかと思うぐらいですが、道の駅

ふじかわとか、道の駅なんぶなんていう名前を出していません。当時の答弁は、身延町にはす

でに道の駅しもべと、それから道の駅みのぶがある。新たに道の駅検討委員会を立てて、これ

を検討していくことは考えていない。つまり、今後、造らないという答弁は明確なんです。 
 来場者予想を７万人と言ってみたり、新たな道の駅は造らないと言ってみたり、答弁がかみ

合いません。それでも造りたいということですので、一般質問を今後続けながら注視していき

たいと思います。 
 次に、少子化対策の結婚支援の必要性とあり方について、質問をいたします。 
 厚生労働省によると、２０５０年には全世帯のうち４４．３％に当たる２，３３０万世帯が

単身世帯になると発表しました。この単身世帯の急増の原因は未婚者の増加であり、少子化を

招いた最大の原因は未婚・晩婚化であります。その意味で、子育て支援の少子化対策よりもま

ず先に「独身の支援」という視点が重要だと考えます。 
 現実に「結婚したいのにできない」という不本意な未婚は、２０代で４割から５割も存在す
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ると言われています。この婚姻率の低下の主な原因は、出会いのきっかけがないことが最大の

要因です。独身男女の出会いの場支援政策は、早急に対応すべき政策と考えます。 
 そこで質問ですが、同窓会支援事業について、質問をいたします。 
 全国各地で同窓会支援事業が実施されています。同窓会の開催に対しての補助金制度です。

地元に残り、地元を愛する者同士の接点をお膳立てしてあげることは、地方行政において意味

のあることと考えますが、補助金制度を含む支援事業に対する考えと現状についての説明を求

めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 同窓会実施経費の一部を補助することで、同窓会の実施を促す同窓会支援事業は、平成２０年

ごろから創設する市町村があり、現在、全国で約６０程度の市町村が実施しており、県内では

実施している市町村はないものと把握しております。 
 この同窓会支援事業のほとんどは、ふるさと回帰や経済的効果などを目的としており、一部

で独身男女の出会いの場の創出を目的とした制度としております。 
 独身男女の出会いの場の創出を目的とした視点で、同窓会支援事業について考えますと、同

窓会へ参加する男女の全ての方が、結婚の希望を持ち、出会いを求めているわけではないこと

から、結婚を目的とした出会いの場の提供の取り組みといたしましては、一般的に広く実施さ

れている、結婚を考え出会いを求めている方々を対象にした婚活イベント等を主に進めること

が妥当であると考えております。 
 現在、本町では、結婚を希望する方々を支援する取り組みとして、峡南５町が連携し、民間

事業者への委託により、専門的なノウハウを活用した婚活イベント等を実施しております。 
 また、本町独自の支援といたしまして、個人を対象にした異性紹介やお見合いのほか、服装

選び・婚活マナー・自己紹介・会話などのアドバイスを行う「個別相談」も民間事業者への委

託により実施しており、専門的な知見から個々に応じたアドバイスを行い、婚活を後押しして

おります。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 学校に縁があるという「学校縁」という言葉があります。同窓会支援事業は、同窓会という

唯一無二の人間同士の交流促進と親睦により、情報発信は移住定住人口の増加と地域経済の活

性化に大きく寄与していると言われます。 
 岡山県などは、２６の市町村がこの事業を採用しています。山梨県にはないからよしとせず

に、全国に目を向けて参考にし、若者のあらゆる出会いの場、お膳立てをぜひ積極的に実施し

てほしいと思います。 
 次に、マッチング支援のガイドラインづくりについて伺います。 
 ＡＩによる若者の出会い応援として、東京都は婚活に踏み出す第一歩として、人工知能が相

性の良い相手を紹介するＡＩマッチングシステムを試験運用しています。この支援事業導入に
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ついての考えを伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 本町においても、町民を対象に、結婚を希望する方々を支援する取り組みにおいて、異性紹

介やお見合いによるマッチングを行っております。 
 このマッチングへの参加は、まずはインターネットでも受け付けている会員登録の際に、本

人の様々な情報や希望などを提供登録していただき、その情報を基にマッチングを行います。 
 東京都が試験運用しているマッチングシステムも、同様の効果をもたらすものであろうかと

思われますが、東京都においては、東京都民等を対象に膨大な数のマッチングを処理するため、

ＡＩの導入で効率化を図ったものと考えております。 
 すでに民間が提供しているマッチングアプリが広く活用されており、現時点では、本町にお

いてＡＩを使ったマッチングシステムを導入することは考えておりませんが、東京都のマッチ

ングシステムの試験運用・本格運用に関する情報に注視し、取り組みの参考にしていきたいと

考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 分かりました。 
 次の質問ですが、若者の結婚へのニーズに応える政策について伺います。 
 独身男女の出会いの場支援政策のほか、若者の結婚ニーズに応える政策は様々あり、結婚に

かかる費用の優遇措置などがありますが、身延町において若者の結婚へのニーズに応えてきた

具体的な提案とその効果や問題点の説明を求めます。 
 また、今後、若者が主体的に政策づくりに関わる場面など、若者と共に政策をつくれる環境

づくりの構築は必要と考えますが、この点についてお考えを伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 本町が実施している新婚夫婦への支援制度には、平成１６年９月１３日に施行した「身延町

定住促進に関する条例」に基づく、新婚夫婦が自由な使途に活用できる「結婚祝金７万円」の

支給。 
 県補助事業を活用し、令和３年５月２８日に施行した「身延町結婚新生活支援事業補助金交

付要綱」に基づく、新婚世帯の住居費・リフォーム費用・引っ越し費用の一部について、夫婦

の合計所得が５００万円未満で、夫婦ともに３９歳以下の新婚夫婦に対しまして３０万円、

２９歳以下の夫婦に対しましては６０万円を限度として、支給する制度を実施しております。 
 国立社会保障・人口問題研究所の調査結果によりますと、結婚資金・新生活の費用が結婚へ

のハードルの理由となっていることから、いずれの制度も結婚による新生活の開始に伴う生活
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経費などの経済的負担の支援となる制度として有効に利用していただいているものと考えてお

ります。 
 また、若者と共に政策をつくる流れの構築に関しましては、将来の身延町を支える主役とな

る若者の皆さまには、まちづくりへの参画を得たいと考えており、総合戦略推進委員会の委員

には２０代の若者の参画をいただいた経過がありますが、若者の参画を得ることは難しいのが

現状でございます。 
 今後も町民アンケートや若者に浸透しているインターネットを活用した情報収集を行うとと

もに、総合計画や総合戦略などの計画立案に関わる委員会の構成において、２０代３０代の若

者を公募することにより、参画を働きかけていく考えでおります。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 ありがとうございました。 
 次の質問ですが、県下で有数な立派な校舎に似合う身延教育について伺います。 
 総工事費３２億円の巨額を投じ、県内でも有数の立派な中学校の校舎が完成しました。 
 しかし、利用する生徒数は急激な減少傾向にあり、令和５年５月１日の生徒数１５１人から

１０年後には１００人を割ることが確実視されています。 
 これらの少子化の進行に歯止めをかけるため、子育て世代の移住定住を促す教育移住を念頭

に、全国的に独特な魅力ある教育環境づくりが必要と考えます。 
 立派な校舎が似合う特徴ある身延教育とは何か、同時に環境変化に順応するデジタル化につ

いて考えを伺います。 
 まず、図書館の在り方と電子書籍の導入について。 
 図書館への移動時間や利用時間、貸出冊数の制限等が原因で、図書館を利用し読書をする子

どもたちが減っていると言われています。早川町、山梨市では、児童生徒に配布した一人一台

の端末の有効利用として、デジタル端末で電子書籍が読み放題サービスを導入しました。さら

に、手元のスマートフォンや自宅のパソコンでも手軽に本が読め、料理や園芸の本など必要な

ときにすぐ見られて重宝だと好評です。 
 身延町の電子書籍導入についての考えと、本に親しむ環境づくりとしての図書館の在り方に

ついて考えを伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 学校教育課では、学校図書館における在り方と電子書籍について、お答えします。 
 図書館業務に長年携わっている学校司書の意見では、学校図書館は児童生徒がたくさんの本

と出会い、楽しみながら読書の幅を広げ、読書体験を深めていく場であり、多くの本の中から

実際に本を手に取り、読みたい本を探す体験も重要と考えます。現状では視力低下などの阻害

要因が少なく、五感を育てる紙の書籍での読書を基本的には勧めたいとのことです。 
 ただし、電子書籍が活用されていることも鑑みると、今後は読書する手段は紙だけでなく、

デジタルもあることを体験できるように学校図書館が提供する必要性も少なからずあるとの考
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えです。 
 なお、小中学生用に電子書籍を導入した早川町に現在の利活用状況を聞いたところ、小学生

は利活用しているとのことですが、中学生は学校生活が忙しいことなどもあり、期待したほど

利用実績がなかったことから、現在は利活用していないとのことです。 
 このような状況もありますので、導入については、電子書籍の利活用状況、出版流通状況を

把握しながら、利用する金額や電子書籍のメリット、デメリットを踏まえ、学校現場と意見交

換する中で検討していく案件と考えます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 青嶋生涯学習課長。 

〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 
 町立図書館を所管します生涯学習課からお答えいたします。 
 山下議員の質問にあった他市町の電子書籍読み放題サービスについては、児童生徒に配布し

ているタブレットでのみ閲覧ができる仕様となっております。 
 一般向けの電子書籍につきましては、民間事業者から様々なサービスが提供されており、町

独自でのサービスの提供は考えておりません。紙の本、電子書籍それぞれメリット、デメリッ

トがあるようですので、どちらを選択するかは、各個人の判断に委ねるところでございます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 ありがとうございました。ネット時代、デジタル化の時代において、書籍に触れる環境づく

りについて、公民連携して一歩踏み出してほしいと思います。 
 また別の視点として、公的図書館など郷土資料、特に古文書、古地図などオリジナルな資料

の保存や検索の利便性の面から、デジタル化への取り組みを要望いたしたいと思います。 
 次に、学童保育について伺います。 
 国は、長期休みの昼食提供を検討するよう各自治体に通知しています。共働き世帯が増え、

弁当作りが保護者の負担になっています。富士吉田市などは、夏季休暇中に学童保育を利用す

る児童を対象に昼食用の弁当を提供している。 
 しかしながら、それらの関連する調査結果では、身延町の昼食提供を検討する予定はなしと

回答をしています。他町村に比べ、子育て対応に格差が生じています。検討しない理由は何な

のか。 
 また、千葉県八千代市などは、夏季休暇中の学童開所時間を親の仕事に支障がないように午

前７時３０分に繰り上げ対応を実施し、バスの送迎時間も開所に合わせて早めている。身延町

の子育て環境の充実に向けた受け入れ態勢について、説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 遠藤子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（遠藤仁君） 

 お答えします。 
 まず、昼食提供につきましては、令和５年第３回定例議会にて、遠藤公久議員からいただい
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たご質問を踏まえ、学童保育利用者へのニーズ調査を実施、遠藤議員さんには取り組みにもご

協力いただき、令和６年度夏季休業期間から利用希望者への弁当の配食を実施しているところ

であります。 
 次に、施設開所時間について、現在は午前８時開所としております。 
 学童支援員等職員の適正な人材確保も難しく、働く方にも配慮し、バランスよく勤務できる

よう、勤務シフトを熟慮の上、調整している現状にありますが、利用者のニーズに合致できる

よう鋭意検討を進めてまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 学童保育の昼食用の弁当提供につきましては、時系列的に認識不足だった点についてお詫び

いたします。 
 開所時間は、親の仕事との関連があり、３０分という短時間ですが、非常に重要な点だと思

います。実施している自治体があることから、利用者のニーズに合った対応への努力をぜひお

願いしたいと思います。 
 次に、地域に開かれた特色ある身延教育について伺います。 
 リモートワークが普及し、場所を問わずに仕事ができるようになったため、地方移住を検討

する人が増えています。中でも、よりよい教育環境を求めて、子育て世代の教育移住・定住が

目立っています。 
 地域に伝わる独特の伝統文化の継承を通じ、地域の担い手としての自覚を深めるためには、

開かれた学校と同時に、学校は地域や社会に広く開かれていなければ教育機能が発揮できない

とも言われます。 
 子どもの多様性を育てる障がい者支援学級の併設なども特色ある教育環境だと考えます。 
 県下で名立たる設備を備えた身延中学校の今でこそ、こうした内的施策を強力に推進し、県

内外の生徒・保護者の注目を誘い、教育移住に呼びかけていくべきだと考えますが、行き着く

ところは教師の熱意と愛情が全てだと考えますが、どのような視点を持ち、魅力的な教育環境、

特色ある身延教育の在り方について考えているのか、伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 馬場教育長。 
〇教育長（馬場泰君） 

 お答えをいたします。 
 子育て世代が、地方に移住し定住する要因として、まず行き届いた教育環境と教育条件の整

備があると捉えられます。 
 本町ではご承知のとおり、小中学校入学時における入学支度金の支給、給食費の全額補助、

修学旅行をはじめ校外学習費の全額補助、補助教材費の公費負担など、様々な教育施策が進め

られており、学齢期の子どもを持つ保護者負担の軽減策は全国にも誇れる内容になっています。

こうした手厚い施策が広く知られることにより、子育て世代にとって魅力ある町として捉えて

もらえるのではないかと思います。 
 次に、特色ある学校教育の推進が挙げられます。本町の各小中学校では、町単教諭や講師の
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配置もあり、子ども一人ひとりの個に応じたきめ細かい指導が展開されています。学校訪問等

で授業の様子を参観すると、熱心に授業に取り組む教師と、生き生きと活動し、真摯で前向き

に取り組む子どもたちの様子を目にすることができます。特に本町では、ここ数年、英語教育

とＩＣＴ教育の推進に力を入れており、グローバル社会に活躍する人材の育成に力点が置かれ

ています。 
 英語教育においては、ＡＬＴを小学校各校に１名、中学校には２名を配置し、英会話を中心

とした生きた英語を学ぶ機会も多く取り入れています。また、町の教育研修センターの事業と

して、夏休みには小学校６年生と中学校１年生を対象に、冬休みには中学校２年生を対象にイ

ングリッシュキャンプを開催しています。特に中学生は都内の施設で一日英語だけの語学学習

を行っており、小中学生とも多くの希望者が参加しています。 
 一方、ＩＣＴ教育においては、ここ数年、ＩＣＴ環境の整備が進み、電子黒板やデジタル教

科書を活用した授業実践が日常的に行われており、一人一台端末の活用とＩＣＴ教育支援員の

配置により、ＩＣＴ教育はさらに充実したものとなっています。 
 このように学校現場では、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協

働的な学び」の実現に向けて研究と実践を重ねているところです。グローバル社会に対応した

高い英語力とデジタル時代に適応した情報活用能力を備えた児童生徒の育成は、本町教育の大

きな特色と捉えています。 
 夏季休業中に、身延中学校の新校舎の見学会が開かれ、県内外から約２００名の教育関係者

や民間の事業者が見学に訪れ、興味深く校舎内を視察していました。やさしい木の香りとぬく

もりに包まれた学び舎で、生徒たちは以前にも増して自分の学校に誇りと愛着を持ち、感謝の

気持ちと周囲の期待に応えようと頑張っているように思います。また、教職員も充実した施設・

設備に安住することなく、教育活動の一層の充実・発展こそが自らの使命と捉え、さらに意欲

的に教育実践を積み上げているところです。 
 身延中学校新校舎の建設と各校で取り組んでいる教育内容の充実・特色ある教育活動の展開

が様々な方面に波及効果を及ぼし、本町の教育振興の基本理念である「明日の「ふるさと・み

のぶ」を担う人づくり」につながることを期待しているところです。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 ありがとうございました。 
 次に、「消滅可能性のある町」から「消滅しない町」への住宅政策について質問をいたします。 
 令和６年６月定例会において、今までの町の住宅政策に対する一般質問を行った。答弁は「令

和３年度はＰＦＩ事業を導入しての可能性調査を行い、令和５年度は町営住宅の建て替えを視

野に検討したい」という内容でした。 
 令和３年度からの住民生活を守る町有・町営住宅や若者の移住定住につながる住宅政策とし

て、具体的に実施した事業、その成果について説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 千頭和建設課長。 
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〇建設課長（千頭和康樹君） 
 お答えいたします。 
 ＰＦＩ事業を導入し、既存の町営住宅の地域優良賃貸住宅整備事業を活用した建て替え事業

につきましては、先の議会の一般質問で山下議員に答弁させていただいておりますので、その

ほかの事業につきまして答弁をさせていただきます。 
 若者の移住定住につながる住宅政策につきましては、令和３年度に町営住宅八日市場団地の

３部屋をリノベーションいたしまして、本来、住宅に困窮する低所得者に対して供給している

公営住宅を、公営住宅法の規定に基づいて「中堅所得者」に供給する、「みなし特定公共賃貸住

宅」として改修をし、毎月ホームページに掲載しての募集や、住宅入居の問い合わせ時に案内

を行っております。 
 入居の状況につきましては、令和４年１０月から令和５年１２月まで、１世帯の入居があり

ましたが、町内へ住宅を建設され退去いたしまして、現在、入居者はいないような状況になっ

ております。 
 本町に新居を構えた移住者または定住者に対しての移住・定住祝金支給の制度につきまして

は、先ほど企画政策課長が制度のことについては説明いたしましたけれども、新築住宅祝金、

住宅購入祝金、引っ越し等の祝金を申請支給された方が、令和３年度が１０件、令和４年度が

９件、令和５年度が９件の実績があります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 ありがとうございました。 
 最後の質問になります。子育て世代を対象とした「地域優良賃貸住宅」の建設について、伺

います。 
 令和６年６月定例会の一般質問において、千葉県睦沢町のスマートウェルネスタウン拠点形

成事業を子育て世代の住宅政策成功事例として紹介し、身延町でも取り組んでいただけるよう

要望しました。しかし、住宅整備事業の内容はホームページに掲載し、説明会への参加募集を

行ったが、民間事業者からの参加はなかったという答弁で止まっています。 
 睦沢町でも過去に町有地を２０年間無料で貸すので、アパート経営を地元の業者にお願いし

たが、どこからも手が挙がらなかったと言います。 
 この整備事業を一歩進め、人口減少対策として全国的に注目を集めた住宅政策は、睦沢町長

の「民間がやらないのなら私たちがやろう」の一言だったそうです。そして、家賃を２０年間

払い続ければ自分の持ち家になるというアイデアなどが提案されたといいます。 
 真剣に考えれば、人口減少問題に取り組む打つ手は無限だと思います。 
 他県、他地域の成功事例を謙虚に受け止め参考にし、さらに中部横断道全線開通の効果も利

用した若者を呼び寄せるための住宅政策の実施は、身延町が「消滅可能性のある町」から「消

滅しない町」へ転換できる待ったなしの政策と考えますが、町長の考えを伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月町長。 
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〇町長（望月幹也君） 
 先の議会での一般質問での建設課長の答弁と重複いたしますが、お答えをさせていただきま

す。 
 睦沢町においては、都心から７０キロメートル圏内に位置しており、都心まで電車で１時間

圏内にあることからベッドタウンとしても発展していることなどがその背景にあることから、

民間事業者の参入もあったと思われます。 
 睦沢町の町長さんが「民間がやらないのなら自分たちでやる」と言っていますが、これは町

単独でやった事業ではありません。あくまでもＰＦＩ事業を導入しています。町が参入したと

いうことです。そこはご存じだと思いますけど。それと２０年経過すれば建物は無償譲渡、し

かし底地の地代は周辺の評価額で購入してもらうということもありますので、全てが無償でや

るということではないことは承知してください。 
 また、本町でも、令和３年度にＰＦＩ事業を導入しての可能性調査、また令和５年度にはＰ

ＦＩ手法による定住促進住宅整備事業計画の検討を行いまして、その総合的評価においては、

民間事業者から出てきた懸念材料として、まず「山梨県では賃貸住宅のニーズが他県と比べる

と割合的に低い、どちらかというと土地を購入し、一戸建てを建てる傾向が強い」とのことで、

戸建て賃貸住宅のニーズがどの程度あるか見当がつきにくいとの意見もあり、この結果から、

賃貸はもとより、場合によっては分譲住宅などの販売や土地の販売も視野に入れて引き続き検

討してもよいとの評価でございました。 
 令和５年度末に、身延町地域優良賃貸住宅整備事業の参入について、民間事業者への説明会

参加等の募集を行いましたが、残念ながら参加者がない状況でしたので、先の議会の答弁と同

じになりますが、今後も地域優良賃貸住宅等の建設も視野に、個人のニーズに合った住戸の建

設が可能な宅地分譲も検討してまいりたいと思っております。 
〇議長（上田孝二君） 

 山下利彦君。 
〇４番議員（山下利彦君） 

 ありがとうございました。 
 以上で、私の一般質問を終わります。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩とします。 
 再開は１０時１５分とします。 

休憩  午前１０時０２分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１０時１５分 
〇議長（上田孝二君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次は通告２番、伊藤達美君の一般質問を行います。 
 伊藤達美君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 なお、一般質問に際しまして、資料配布の申し出がありましたので、これを許可しました。 
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 伊藤達美君。 
〇１３番議員（伊藤達美君） 

 ただいまより、提出をいたしました一般質問書に従いまして質問を行います。 
 今回は、大項目でございますが、４項目の質問を行います。 
 なお、今、先ほど議長が申されたとおり、一般質問に伴う配布資料をそれぞれお手元にお配

りをさせていただいておりますので、ご利用をお願いいたしたい。また、私もその都度、その

旨、言及したいと思います。 
 それでは、大項目第１番でございますが、あけぼの大豆振興に関する組織体のあり方につい

てであります。 
 まず、大項目１について、①の質問でありますが、令和４年第２回定例会、これは６月６日

開催であります。一般質問と答弁内容について、担当課長のお考えをお伺いいたしたいと思い

ます。 
 令和４年第２回定例会、一般質問「農業振興に関する法人格を持つ組織体の設立について」

の中で「農業振興のための公益性の高い組織体の設立、エスタブリッシュメントが必要だと考

えるが」との問いに、担当課長は「町は民間組織を支援、育成することによって、商品開発な

どによる特産品の売上増加につなげていきたい」というふうに答えておるかと思いますが、そ

の考え方に変わりはないか、まず、お伺いをいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 ご質問のとおり、令和４年第２回定例会で、伊藤議員からのご質問に対しまして、「町は民間

組織を支援、育成することによって、商品開発などによる特産品の売上増加につなげてまいり

たいと考えております」と回答しております。 
 公益性の高い組織体とのことですが、平成２８年３月「ふじかわ農業協同組合、それから商

工会、在来種曙大豆保存会、生産者、町」を構成員とする公益性の高い「あけぼの大豆振興協

議会」を立ち上げまして、町が整備したあけぼの大豆拠点施設におきまして、「シュウマイ」「七

宝煮」などの商品を開発し、あけぼの大豆味噌の生産にも着手いたしました。 
 現在は、指定管理者によりまして商品開発、販路拡大が引き継がれております。 
 また、民間組織においても、あけぼの大豆を活用した商品について、「チョコレート」「あけ

ぼの大豆の枝豆をふんだんに練り込んだ肉団子」「味噌ドレッシング」などの開発、販売促進が

行われております。 
 町といたしましては、引き続き官民一体となって、商品開発や特産品の売上増加につなげて

いきたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 ただいまの産業課長のお答えでございますが、基本的には、民間の自主的な商品開発等にお

任せをするということであろうかと思いますけれども、私は、あけぼの大豆の将来を含む農業
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振興を考えたときに、やはり民間企業に全てを任せればよいという発想は、再考すべきだと常々

考えております。 
 そういうことから、あけぼの大豆の拠点施設指定管理の内容について、私、内容を見てまい

りますと、そして整理・精査をしてみますと、やはり私としては、その内容に見合った組織体

をつくって実施、運営されるべきであると考えるものであります。すなわち、生産・加工・販

売については、民間セクターの役割でございます。しかしながら、商品の研究・開発でありま

すとか圃場の整備、それから体験研修、住民との交流・公共施設等の運営、農機具の貸し出し、

それから観光と物産のＰＲ、さらには地理的表示保護制度の運用などに関しましては、これは

極めて公益性の高い、なおかつ農業振興に関する項目であるということから、私は町や農協、

そして生産者等が中心となって、やはり公益性の高い団体等を設立して運営されることが、私

は最適であると常々考えておるものでございます。 
 そういうことから、やはり私は早い時期に、かかる団体の設立を目指すための協議会等を設

置して、そしてスタートを切るべきであると考えますが、当局の見解をお伺いいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 公益性の高い団体とのことですが、先ほどのご質問でもお答えしたとおり、「あけぼの大豆振

興協議会」を立ち上げまして、官民あげてあけぼの大豆の振興やＧＩ取得、６次産業化に取り

組んできております。 
 あけぼの大豆拠点施設の指定管理業務につきましては、あけぼの大豆振興協議会が担う公益

性の高い部分と、商品開発や生産、販路拡大といった民間事業者の活動という要素があります

が、今後もこの区分けをしっかりと行いながら、運用していきたいと考えます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 私は、先ほども申したとおり、常々、公益性の高い事業、公益性の高い事業というのは、や

はり町内全域の生産団体から、それから販売業者等を含めて利益の向上に資するものだと理解

をするのでございますけれども、公益性の高い事業を民間に任せるべきではないと考えており

ますが、とりわけ、あけぼの大豆振興協議会につきましては、これは先ほど課長が述べました

けれども、これは任意団体でございまして、法人格を持ってはいない。やはり私は、このあけ

ぼの大豆振興協議会に関しては、農業振興に関する公益法人として、専門家により運営をされ

るべきだと考えるものであります。そして、この法人が中核となって、リーダーシップをもっ

て、あけぼの大豆を中心とする町内農業振興を推進していくというふうに、私は考えておりま

す。つまり、あけぼの大豆振興協議会を法人化して、より充実した公益性の高い組織に衣替え

してもよいのではないかと考えるものでありまして、現状のままでは、私はあけぼの大豆事業

の承継、基幹産業として育成することに若干、疑問を持たざるを得ないものであります。 
 どうぞ、そういう私の考えをもう一度お考えをいただきまして、前向きにご検討いただけれ

ばありがたいと思います。 
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 次に、大項目２つ目であります。負担金、補助金の支出基準の明確化についてでございます。 
 令和元年度から令和５年度までの負担金、補助金及び交付金の決算額および性質別支出の占

める割合について、お伺いをいたします。 
 ご存じのとおり、地方自治法におきまして、負担金、補助金及び交付金につきましては、地

方公共団体が公益上必要と認める場合に限りまして、町民ならびに団体等に支出ができるわけ

であります。 
 負担金等は、町の政策目標を効果的かつ効率的に達成するための一つの手段であるわけでご

ざいますが、しかし一方におきましては、その支出が長期化し義務化し、固定化する傾向にご

ざいます。逆に言いますと、それを得ている団体等の自主性、独立性が阻害される可能性もな

きにしもあらずであります。 
 本町における令和６年度当初予算に計上されております主要な負担金であります。これは別

紙、私の資料１をご覧いただければお分かりになると思いますが、峡南衛生組合、身延町早川

町立飯富病院、それから峡南広域行政組合、山梨西部広域環境組合などでございます。いずれ

もこれは一部事務組合でございます。 
 また一方、補助金につきましては、身延町の商工会でありますとか、身延町社会福祉協議会

等へ予算計上されている金額が他と比較して多いわけでございまして、これはもうほぼ毎年予

算化をされております。 
 ある意味では、これはもうただ単に補助金、負担金というよりも、性質別で分類をすると義

務的経費に該当するのではないかなと、私は考えております。 
 性質別の支出を３つに分けることができます。義務的経費と政策的経費（投資的経費）であ

ります。それから、その他の経費であります。一般的に負担金、補助金、その他交付金につき

ましては、その他の経費に分類をされるわけでありますけれども、これだけ毎年、何十年にも

わたって支出が継続をするという形になりますと、私は義務的経費に準ずる経費になるのでは

ないかと思うわけでございまして、そういうことから令和元年度から令和５年度までの負担金、

補助金及び交付金の決算額、ならびに性質別支出におけるその比率、割合について、財政課長

にお尋ねをいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 佐野財政課長。 
〇財政課長（佐野美秀君） 

 お答えいたします。 
 令和元年度は、歳出決算額８６億１，００５万１千円。負担金、補助及び交付金決算額１１億

６，１６４万９千円。負担金等が性質別支出に占める割合につきましては、１３．４％。 
 令和２年度は、歳出決算額１０３億３，７７８万円。負担金、補助及び交付金決算額２７億

６，１４８万２千円。負担金等が性質別支出に占める割合は、２６．７％。 
 令和３年度は、歳出決算額９５億６，１２９万１千円。負担金、補助及び交付金決算額１５億

８，５４３万７千円。負担金等が性質別支出に占める割合は、１６．５％。 
 令和４年度は、歳出決算額９９億７，８２０万３千円。負担金、補助及び交付金決算額１５億

２，２７６万９千円。負担金等が性質別支出に占める割合は、１５．２％。 
 令和５年度は、歳出決算額１３０億８，８４０万８千円。負担金、補助及び交付金決算額１３億

５，０２４万８千円。負担金等が性質別支出に占める割合は、１０．３％になります。 
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 なお、令和２年度から令和４年度以降は、新型コロナウイルス感染症対策等の事業費により、

負担金等の歳出額が多くなっております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 ただいま、財政課長から令和元年度から令和５年度までの支出実績について答弁をいただき

ましたけれども、その中でも言われたとおり、令和２年から令和４年度に関しましては、これ

はコロナ関係の予算が入っている関係で、必ずしも一般的な数値ではない。翻って、コロナ前

の令和元年度の決算額を見ますと、身延町の一般会計予算の支出決算額は８６億円で、支出に

占める負担金、補助金及び交付金の比率が１３．４％であります。これが私は標準的な数字で

はないか、そしてその金額が全体で１１億円前後の金額になるのではないかと思いますが、そ

の中でも大きい金額、支出されているのが、私の資料１、配布いたしました内容で、峡南広域

行政組合負担金、令和５年度で言うと３億３，６００万円、峡南衛生組合負担金２億２００万

円、それから飯富病院の負担金が、令和５年度決算でございますけども、７，１００万円とい

う金額になっておるわけでございますが、これらは先ほど申したとおり、毎年支出をされてい

るわけでありまして、義務的経費というふうに私は考えてもよろしいのではないかなと考える

わけでございます。そういう中で、これから、例えて言うならば峡南広域行政組合であれば、

庁舎建設がこれから３カ年で、２６億円の経費がかかります。それから、山梨西部広域環境組

合であれば、清掃工場の建設でありまして、２７年度から３１年度まで約３００億円を超える

金額がかかるわけでございまして、それから飯富病院の負担金等も含めて、この負担金の額と

いうのは、増加する傾向にあるのではないかと考えるわけであります。 
 そういうことを考えますと、やはりその内容について、それなりの精査、明確な支出基準を

設けて、今後対応をしていくべきだと考えるわけでございまして、２番目の質問に移りますが、

これらの財源には多くの税金が使われていることは言うまでもございません。今後、町の歳入

の伸びが期待できない中で、支出されますところの負担金が増加すれば、一般財源に占める比

率が当然高まるわけでありまして、その結果として財政の硬直化が進むことになろうかと思い

ます。町民の新たな要望に対応した施策・政策に取り組む財源（政策的な経費）が確保できな

い状況が生まれかねないわけであります。 
 当然、限られた財源の中で、時代の変化に応じた新たな政策に対して効果的に負担金等を支

出するためには、既存の負担金等の見直しを含め、負担金等の内容は、人件費でも一般管理費

だからこれを見直し云々は厳しいよという、そういうご意見もあろうかと思いますけれども、

やはり私は、そうは言っても、負担金の内容を見直して、透明性・公平性を確保した上で、明

確な支出の基準、われわれに分かるような内容ですね、そして町民にも分かるような内容、そ

ういう基準が私は必要ではないかと判断をするものでございまして、当局の見解をお伺いいた

します。 
〇議長（上田孝二君） 

 佐野財政課長。 
〇財政課長（佐野美秀君） 

 お答えいたします。 
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 既存の負担金、補助金等の見直しにつきましては、各担当課において、毎年度評価を行い必

要な改善策を講じながら進めております。 
 また、予算編成時に示す予算編成基本方針においても、各担当課において、全ての事業につ

いて、達成状況や事業効果などについて見極め、事業の改善・統合・縮小・廃止等の見直しを

行うこととしております。 
 なお、負担金につきましては、根拠に基づき積算された内容を確認した上で支出し、補助金

につきましては、補助金交付要綱にて定められた事業内容、対象経費であるかを審査した上で

交付決定を行っております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 予算編成に関して、私はその都度、毎年１２月の定例議会で質問しておりますけれども、そ

の際にその予算編成についてどういう方針で進めていくのか、そして中身の検証をする中で新

たな予算については、どういうふうに検討するのかという質問を何回かしておりますけれども、

残念ながら、今、財政課長の答弁、そのときと具体的内容はほとんど変わりがないように思い

ます。やはり私は、その負担金等を含めて補助金の支出等について、より具体的で効果測定が

可能な検証の仕方等について、そういう取り組みについての説明をしてほしかったと思います

けれども、ぜひともそういうご検討を含めて、今後対応していただきたいと思います。 
 次に、大項目３つ目でございます。組合立飯富病院の経営に関する問題点についての質問で

ありますが、その①であります。経営責任の明確化についてでございます。 
 令和４年度における全国の公立病院の数は８５３であります。赤字の病院が３３％。コロナ

前の令和元年度では６２％。私はやっぱり、令和４年度はコロナの助成金等がございました関

係で、本来の数字ではないと思います。つまり、令和元年度の数字、赤字の病院が６２％とい

うのが、これが一般的な数字ではないか。つまり、公立病院というのは常に赤字が常態化をし

ていると。全国自治体病院協議会の、これは報告書であります。 
 そして、経営悪化に陥る要因といたしましては、一般的に、これも全国自治体病院協議会が

挙げておりますけれども、５つほど挙げることができるかと思います。 
 １つ目が、政策医療の担い手であること。政策医療というのは、これは例えば飯富病院であ

れば僻地の医療充実を図るということ、これはある意味で国策であり、町の政策、それを実施

する担い手であるということから、これ自体で収益を上げるということは極めて難しいという

ことであります。政策医療の担い手であるということ。 
 それから２つ目が、権限が不明確でありまして、経営責任を誰が取るのか、民間企業と比べ

ると明確ではないことであります。 
 それから、３番目でございます。これは人件費の比率が高いことであります。一部事務組合

が、これら病院経営の中で公立病院でございますが、多いわけでございますが、一部事務組合

の職員というのは、正規職員は地方公務員と同じ待遇、処遇を受けることになるわけでござい

まして、そういうことから人件費の比重が高いということになろうかと思います。 
 それから、４番目といたしましては、経営が非効率になりやすいということであります。こ

れは権限の不明確と関連があろうかと思います。 
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 それから、５つ目といたしましては、構成自治体との意思疎通が十分ではないということが

列挙できるわけであります。 
 先ほど申し上げました飯富病院における赤字問題でございますけれども、今挙げた５つの項

目、いずれもが該当するかと思いますが、中でも私は権限の不明確さが大きな問題であろうと

思います。 
 病院経営の権限や責任を誰が持つのか、曖昧な形で運営されてきたのではないだろうか。組

織の在り方も含めて、経営責任の明確化について、まず当局の見解をお伺いいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 お答えします。 
 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合規約の第８条に、執行機関の組織として、第１項、

この組合に組合長及び副組合長を置く。第２項、組合長及び副組合長は、関係町の町長が互選

する。第３項、組合長及び副組合長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。と定めら

れています。 
 また、病院事業の設置等に関する条例第２条の２に、組合長の権限に属する業務及び事務を

処理させるために医務部、看護部、老健施設部並びに事務部を置く。と定められています。 
 さらに、庶務規程第７条第１項に、院長は組合長の命を受け院務を総理し、職員を指揮、監

督する。と病院内での最上位の職に位置づけられています。 
 このようなことから、最終的な経営責任は組合長にありますが、一方で、飯富病院の例規に

より、組合長は２年ごとに交代することが定められており、非常勤でもあり病院経営という特

殊性から、組合長の権限に属する業務および事務を処理させるために医務部等を置くこと、そ

れから院長は組合長の命を受け院務を総理し、職員を指揮、監督するなど事務権限が定められ

ており、病院経営を主導的に進めてきたのは、病院側であると認識しています。 
 また、医務部、看護部、老健施設部ならびに事務部の中でも、事務部の分掌事項には、職員

の人事、服務および給与に関すること、施設の保守、清掃および営繕に関すること、予算決算

に関すること、財政計画および資金計画に関すること、病院内連絡調整に関すること、現金の

出納保管に関すること、業務状況および経理状況の作成、報告に関すること、その他会計、経

理、用度に関すること、診療に係る料金の調定および未収金に関すること、診療報酬、使用料

及び手数料の請求に関することなどがあることから、事務部長は病院経営に対して大きな職責

があると考えています。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 今、福祉保健課長から、組織に関する答弁をいただいたわけでございますけれども、私の資

料を見ていただければありがたいんですが、４ページでございますが、これは飯富病院の組織

図、これはあくまでも私が作った組織図であります。既存の組織図はどこを探しても見当たら

ない。それから病院に関する例規集、条例、規則、要綱など、ホームページ上等で探したけれ

ども、なかなか見つからない。必ずしも情報公開が徹底していないというふうに、私は考える
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ものでございまして、そういう中で、私はあえて、その飯富病院の組織図をそこに書いて、自

らいろいろな公立病院の組織図を参考にして、そこに作ってございます。 
 やはり私は、経営責任も含めて、誰が何をどうするか明確にしておくべきだと。例えて言う

ならば、本来であれば管理者、副管理者に大きな責任があるだろう。それと同時に、病院長も

含めて大きな責任があることは言うまでもないけれども、最終的に誰が責任を取るのか、やは

りそのへんは明確にしておくべきであると。権限を委託しておるからとかということは、これ

はうまくないというふうに私は考えるものでございまして、そういう意味では、そこに私、書

いてございますけれども、構成町会、それから各自治体に病院課を置いて、そこに事務局を置

く、専門的な知識を持った人間が病院とのいろいろな日常的な情報収集にあたって問題点の把

握に努めるということが必要だろうと思いますし、監査委員には公認会計士を入れるべきであ

ると思います。それから事務部の経営権限をより強化すべきであるということを、あえてそこ

で提案しておきますけれども、組織図をご覧いただく中で、私の考えをご理解いただきたいと

いうものであります。 
 これは先ほど申したとおり、この組織図からは構成町会、それから病院課の設置、事務部の

権限強化、これらを今後、強化する中で病院の在り方、再生等を図っていくようお願いをいた

しておきます。 
 次に、２番目の質問でございますが、適切な意思決定のプロセスであります。 
 一部事務組合は特別地方公共団体でございまして、組合独自の住民が存在しないわけであり

ます。住民から見えにくい存在となっております。 
 一般的に事務組合のメリットとしては、広域的観点に立って、まちづくりや政策の展開、効

果的な施設整備と行政サービスの提供、それから行政運営の効率化による財政基盤の強化等々

を挙げることができます。 
 それとは逆に、一方では迅速な意思決定が難しいことでありますとか、構成自治体との意思

疎通が十分になされておらず、構成団体の意見が反映されにくいなどのデメリットが指摘をさ

れるわけでございますが、これらの課題を克服するためには、組合は構成自治体と定期的に協

議をして、意見を集約して物事を進めていくべきであると考えます。意思疎通が果たして十分

に飯富病院にあってなされてきたのかどうか、検証する必要があろうかと思います。 
 また、構成する自治体の議員で運営される議会が各組合には存在をいたします。議会は監視

機能を発揮してきたのか、これは私自身も自戒を込めて自ら検証する必要があろうかと思いま

す。同時に、一部事務組合に住民の意思を反映させる仕組み、これは間接民主制でございます

から、議会議員が飯富病院の議員になっておりますから、それがある意味では住民の意思を反

映させる、それが制度設計であると考えることは当然できるわけでございますけれども、それ

と同時に、やはり別途、住民の意思を反映させる仕組みであるとか、適切な意思決定プロセス

を構築すること、議会と同時にですね、住民の意思がどうであるのか等々を含めて、私はやは

りそれなりの制度設計が必要になってくると考えるものでございますが、当局の見解をお伺い

いたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 お答えします。 
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 定期的に協議する場については、以前から一部事務組合正副組合長・担当課長会議がありま

す。参加者は、構成町の町長と福祉保健課長、病院側からは、院長、看護部長および事務部長

などで、議会前に開催されますが、そのほか必要によって開催されます。また、最近では、飯

富病院の経営状況については、構成町の副町長、財政課長および福祉保健担当課長等が出席し、

病院側と定期的に協議をしています。 
 住民の意思を反映される仕組みについては、構成町からそれぞれ５人の議員が選出されてお

り、選挙により選ばれた住民代表の議員ですので、住民の意思を反映するのは飯富病院議会に

なると思います。 
 また、意思決定プロセスについては、病院執行部が正副組合長・担当課長会議を開催し、協

議後、飯富病院議会に提案し、病院議会が議決することこそが意思決定プロセスだと認識して

います。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 今、福祉保健課長、一部事務組合については、責任者を含めていろいろな協議、会議等を行っ

てきて、病院の意思決定を行ってきたというわけでありますけれども、その内容が問題であり

ます。どれだけ真剣に、そして経営について、それから病院の現状、分析、これからどうすべ

きか、本当に協議をしたのかどうか、私は議事録を３年間でもいいから見てみたいと思います

ので、これは後日、福祉保健課長にお願いをするものでございますけれども、そういう中で真

剣に、果たして本当に、身延町において、その病院の在り方も含めて、飯富病院をどうすべき

か真剣に考えられたのか、私は極めて疑問であります。 
 何故ならば、私自身もこの病院の赤字が、それこそ莫大な金額が赤字になるというのを知っ

たのは、本年度、本年になってからであります。それまで情報公開等も、なんらなされていな

かったということがあるわけでございまして、そういうことから、私はやはり本当に真剣に町

内における病院の在り方、それから病院の再建計画も含めて、皆さん方で協議されてきたのか

どうか疑問でございます。 
 そして、先ほど申したとおり、一部事務組合の議会の在り方でありますが、議員は十分に自

らが監視機能を果たしているのか、自戒を込めて、先ほども申し上げましたとおり検証をし、

今後の運営についてはそれぞれ真剣に意見を述べるべきであると考えますので、皆さん方の、

これからの対応を私は共に見守っていきたいと思います。 
 それから３つ目の質問でございますけれども、病院の経営にあたります常勤の特別職公務員

の採用であります。 
 自治体の長が管理者として病院の経営に直接関与することは、これは非常に難しいだろうと

思います。そうであれば、病院は地方公営企業法が全部適用となっていることから、病院の開

設者たる自治体の長が病院の事業管理者、特別職公務員でございますが、任命し、財務や会計

に関する規定のほか、予算の原案でありますとか議案等を作成する権限や職員の任免その他身

分の取り扱いの権限などをその管理者に委任すべきであると考えます。 
 このことによって、従来よりも機動的、そして弾力的な運営を行うことが可能になるのでは

ないか。病院の経営に専念するため、長く病院の経営に携わってきたお医者さん、先生である
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とか事務職員から、こういう常勤の特別職公務員の採用を考慮してもよいのではないかと考え

るわけでございます。当局の見解をお伺いいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 議員のおっしゃる、多くの権限のある特別職の病院事業管理者を病院に配置するには、地方

公営企業法が全部適用であることが条件になると思います。飯富病院は地方公営企業法が一部

適用の病院ですので、全部適用に移行してはどうかという趣旨のご質問として、お答えいたし

ます。 
 地域医療連携推進法人みなみやまなしが７月にスタートし、飯富病院、身延山病院、南部町

国保診療所の将来的な統合再編を念頭に置きつつも、まずは参加病院等相互間の機能の分担、

業務の連携等を推進し、峡南南部地域における効率的で持続可能な医療提供体制を確保するた

めの業務等の取り組みが始まったばかりですので、経営形態に大きく関わる全部適用に移行す

ることについて、タイミング的に今ではないと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 公営企業法の全部適用でございますが、峡南医療センター、富士川病院、市川三郷町立病院

ですね、これはたぶん、公営企業法の全適になっておろうかと思います。企業団として運営を

なされているかと思います。 
 当然、これからの身延町における病院の在り方を考えると、私は前もって、飯富病院にあっ

ても公営企業法の全適を適用してもおかしくはないだろうと思うわけであります。 
 それから、今のお答えとは若干変わるかも分かりませんけれども、みなみやまなしのこれか

らの身延町、峡南地域、南部地域の医療の在り方、連携の在り方について諮問をし、そして答

申をしていただくという形で、今、進めているようでございますけれども、私はそれと同時に

飯富病院の３カ年の再建計画を明確にすべきであると。今の、いわゆる赤字ですね、純利益、

４億円を超える赤字、令和５年度でありますけれども、今後３年間、この運営がどうなるのか。

そのへんを明確にする中で、今の収支計算を明確にする中で、その赤字をどうやって減らした

らいいか、より具体的な対応策を、私は皆さん方と共に考えておくべきであると思うわけであ

ります。 
 そして、それに基づいて、やはりその病院の体制というものを変革していくという努力が必

要であろうと思います。これは、この私の資料の中にも書いておきましたけれども、赤字解消

のための再建策が実施をされずに、このままの経営状況が続き、これは町長も前回の私の質問

に答えておりますけれど、赤字の補填に関しては、構成団体である身延町、早川町が全て負担

をしなくてはいけない。町の出血が増えることになって、身延町本体の財政、一般会計にも影

響が及びかねないわけでございまして、これについては抜き差しならぬ事態になりかねない、

そういうふうに危惧するものでございます。当然、先ほど申したとおり、早急に病院単体の再

建策を提示していただくということが、これは極めて重要なことであります。 
 身延町全域、峡南全域の医療連携、病院の在り方をどうすべきかというビジョンとは別に、
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飯富病院の再建策を私はみんなで考え、真剣に考えておく必要があろうというよりも考えるべ

きであると、あえて皆さま方にお願いをいたしておきます。 
 次に、大項目４つ目の質問でございます。 
 ふるさと創生が始まって１０年が経過をしたわけでございます。本町の取り組みに対する評

価についてお伺いをいたしたいと思いますが、人口急減・超高齢化という、わが国が直面する

大きな課題に対して、国・地方が一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした

自律的で持続的な社会を創生することを主要な目的として、まち・ひと・しごとふるさと創生

総合戦略、これが平成２６年（２０１４年）スタートいたしました。これに基づき、国は内閣

府にまち・ひと・しごと創生本部を設置いたしたわけでありまして、本年で１０年目を迎える

わけでございます。 
 本町でも、平成２７年１２月に身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略が５カ年計画で策定

をいたしました。そして、令和２年３月には、新たに第２期身延町まち・ひと・しごと創生総

合戦略が策定をされ、さらに令和４年１２月には国の政策の変更によって、デジタル田園都市

国家構想総合戦略が策定されたわけでございます。令和６年３月に第２期目の創生総合戦略の

一部を変更して、新たに身延町デジタル田園都市国家構想総合戦略として、現在に至っている

わけでございます。 
 本町で事業が本格的に予算化され、実施をされてきましたのは、平成２８年度からだと思い

ます。本年度までに、私が調べた限り、当初予算、補正予算合計で３１億円を超える予算が計

上され、執行されてまいったわけでございますが、その財源内訳を見ますと、約４９％が町の

一般財源でありまして、国・県の支出金というのは極めて少なくて１４％でございます。これ

からもこういう傾向は続くものと考えるわけでございますけれども、このようなことを踏まえ

て、この１０年間、まち・ひと・しごと創生総合戦略を振り返って、総体的にどのような評価

を下されるのか、お伺いをいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月町長。 
〇町長（望月幹也君） 

 私からお答えさせていただきたいと思います。 
 国は、まち・ひと・しごと創生法が、先ほど言いましたけども、平成２６年ですか、施行さ

れまして、今、１０年の節目を迎えようとしています。この令和６年６月に、「地方創生１０年

の取り組みと今後の推進方向」を国が示したところであります。これによりますと、地域によっ

ては人口推計を上回るところがあり、地方創生の成果と言えるものが一定数あると評価し、一

方では人口減少や東京圏への一極集中の大きな流れを変えるには至らず、成果の多くは社会増

にとどまり、地域間での人口の奪い合いになっているなどの見方を示し、最後にまとめとして、

人口減少や東京圏への一極集中の流れを変えることは容易ではなく、地方創生の成果が出るま

でに時間を要する、従来の取り組みを超える新たな発想に基づく施策を検討・実施していくこ

とで、一人ひとりが多様な幸せを実現する社会を目指すことが重要であるとしております。 
 本町では、住民をはじめ、産業・行政・教育・金融機関等多様な主体と議会からも２名の議

員にご参画いただいている身延町総合戦略推進委員会の審議をいただき、現在、身延町デジタ

ル田園都市国家構想総合戦略を推進しております。 
 これまでには、あけぼの大豆の６次産業化、しだれ桜の里事業、企業誘致、空き家バンク、
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宅地分譲、独自の子育て支援制度など多様な取り組みを推進し、雇用創出については累計

１０７人を創出、移住・定住の促進については、空き家バンク県内６位の成約件数、宅地分譲

の売却率８５％、また少子化が進行する中、第３子を持つ世帯の割合の増加、特に社会増減の

うち、これは指標ですけれども、町内と県外間の転入・転出者数が直近２年間ではプラスにな

るなど、総合戦略の取り組みには一定の成果があるものと評価をしているところであります。 
 しかしながら、数十年にわたる自然減・社会減の流れは続いており、短期間のうちに大きな

効果を見出し、人口減少・東京圏への一極集中の流れを止めることは、行政の取り組みだけで

は容易ではなく、民間事業者の経営活動、または町民一人ひとりの人生観や価値観などの生き

方に関わるものであり、大変難しい取り組みであると考えております。 
 今後も、身延町総合戦略推進委員会の審議をいただき、総合戦略の施策に磨きをかけ、人口

減少が進行する中においても、希望をもって住み続けることができる持続可能なまちづくりを

推進していくものと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 ９月１日付けの山日新聞、共同通信社が行ったアンケート調査でございます。県内の市町村

長がそのアンケートに答えておりますけれども、そのうち５６％、２５名近い県内市町村長、

１０年間の取り組みの成果が不十分であったと評価をいたしておりますが、その理由としては、

自治体単独での対策に限界がある。それから予算、人手が足りなかった。対策、ノウハウがな

かった。住民の協力が得られなかったということが大きな理由だということであります。ぜひ

ともこういう調査結果を参考にして、今後、人口減少抑止のための施策として、このまち・ひ

と・しごと創生総合戦略を有効に事業実施していただくようお願いをして、次の質問に移りま

す。 
 ２つ目の質問でございますが、ＫＰＩ（重要業績評価指標）の設定についてであります。 
 現在、８８項目のこの単位施策について、ＫＰＩ設定をされておりますけれども、私はちょっ

と多過ぎるような感じがいたします。もう少し内容を精査していただきまして、人口減少抑止

のために、より効果が期待できる項目に絞って、ヒト・モノ・カネ・情報など、経営資源を集

中的に投下すべきであると考えます。当局の見解を伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 総合戦略の取り組みは、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循

環の確立を目指しており、それぞれの施策が互いに関連を持って、横断的な結びつきを持ち「し

ごとの創生」「ひとの創生」「まちの創生」の取り組みが、同時的・一体的にバランスよく取り

組まれることが重要であるとされていることを踏まえ、令和６年３月に改定した身延町デジタ

ル田園都市国家構想総合戦略は、これまで９年間にわたり、住民をはじめ、２名の議員にご参

画をいただき、産業・行政・教育・金融業界等、多様な主体で構成する身延町総合戦略推進委

員会において、計画および重要業績評価指標の設定とアクションプランの推進、ＰＤＣＡサイ
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クルに基づく効果検証に至る一連の行程を審議していただいた中で改善が図られ、８８項目の

施策の取り組みへと進展したものと考えております。 
 総合戦略の内容をもう少し精査して、より効果が期待できる項目に絞り、経営資源を集中的

に投下すべきといわれる考え方もご理解いたしますが、効果が期待できる項目を絞り込むこと、

また具体的にどのような形で経営資源の集中的投下ができるのか、という点などが総合戦略推

進の上での大きな課題であり、大変難しいところであります。 
 今後も、ただ単に総合戦略の各施策を継続するのではなく、身延町総合戦略推進委員会の審

議、町民アンケート、パブリックコメントを通じ、総合戦略の取り組みに磨きをかけ、推進し

ていくものと考えております。 
 予算につきましては、総合戦略アクションプランにおいて、計画期間を通じた年度ごとの取

り組み内容、予算額、決算額、評価、改善項目を示しＰＤＣＡサイクルを実施しており、身延

町総合戦略推進委員会の審議をいただいた中で、次年度の予算へと反映しております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 最後の質問でございます。 
 デジタル田園都市国家構想に基づく交付金を活用する計画について、お伺いをいたします。 
 ふるさと創生に関しましては、地方からデジタル化を進め、地方と都市の差を縮めていくこ

とを目的とする「デジタル田園都市国家構想」に基づく交付金と地方創生交付金が再編をされ

まして、自治体のデジタル化や地域活性化の取り組みを後押しする。内閣官房デジタル田園都

市国家構想実現会議事務局と内閣府の地方創生推進事務局とが両輪となって、地方創生の推進

に向けて、いろいろな施策に取り組んでいるわけでございますが、私は令和４年第４回定例会

一般質問で、「デジタル化推進による地方創生について」質問をいたしております。その中で「デ

ジタル田園都市国家構想に基づく交付金を活用する計画があるのか」、そういう問いに担当課

長は「デジタル田園都市国家構想の実現に向けては、山梨県市町村総合事務組合や峡南広域行

政組合情報センターの共同事業と並行して、各種分野における業務改善に向け、慎重に検討し

た上で進めていく」と答えておりますが、現状（令和６年度予算）どのように活用をされてお

るのか。併せて、来年度以降の計画について、どのようにお考えになっておられるのか、お伺

いをいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 デジタル田園都市国家構想に基づく施策の推進にあたりましては、これまで進めてまいりま

した身延町まち・ひと・しごと創生総合戦略を継承し、デジタルの力を活用した施策を追加す

るなどの改訂をした、身延町デジタル田園都市国家構想総合戦略を策定いたしました。 
 この総合戦略において、今年度、デジタル田園都市国家構想交付金の対象となる施策は、基

本目標１「地域に根ざした雇用の創出」の「西嶋和紙、和紙の里の活用推進」、それと基本目標

５「特色ある持続可能な地域社会の形成」の「防災情報の提供」の２件の施策であります。 
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 「西嶋和紙、和紙の里の活用推進」につきましては、道の駅西嶋和紙の里として、駐車場の

改修・トイレの新設・デジタルサイネージの設置などのリニューアルを行うことで、集客力を

高め賑わいを創出する、地域の拠点施設として、交流人口の増加を図るもので、地方創生拠点

整備タイプ交付金事業に令和６年３月２８日付けで採択され、来年度当初のオープンに向けて

改修工事を進めております。 
 「防災情報の提供」につきましては、スマートフォンやタブレットなどの利用者へ災害情報

や行政情報をプッシュ型で配信するアプリケーションソフトウエアを導入する事業で、デジタ

ル田園都市国家構想交付金の対象でありますが、より有利な財源として、緊急防災・減災事業

債を活用することとし、令和７年４月１日の供用開始に向け構築を進めております。 
 来年度以降についてでありますが、デジタル技術は、実証の段階から実装の段階へと進展を

しており、様々なアプリケーションや技術の導入が進んでいるところであります。 
 しかしながら、デジタル技術の導入において、利便性等を追求するほどランニングコストも

含めて大きな経費の負担が発生することも明らかとなっております。 
 また、デジタル田園都市国家構想を推進する総合戦略の取り組みは、デジタル活用に限定す

ることなく、改善を加えながら推進することも重要とされております。 
 令和４年の定例会でも答弁させていただきましたが、共同事業・業務改善・費用対効果など

の検討や先進事例も参考にした上で進めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君。 

〇１３番議員（伊藤達美君） 
 デジタル化につきましては、これはもう待ったなしであります。実証の段階から実装の段階

と、今、企画政策課長が申し述べたとおりでございます。やはりこれを乗り越えて、新たな社

会建設に向けて、人口減少が深刻ではありますけれども、やはり住みやすいまちづくりを前提

に進めていくことが極めて大事だろうと思います。なかなか世の中の進み具合は、われわれが

想像する以上でございます。これらに遅れをとってはいけません。そして、それが町民の生活

向上に資するものであるということを前提に、デジタル化に向けた町のサービスも含めて推進

をしていただくようお願いをいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 
 ありがとうございました。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤達美君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩とします。 
 再開は１１時２５分とします。 

休憩  午前１１時１４分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前１１時２５分 
〇議長（上田孝二君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次は通告３番、遠藤公久君の一般質問を行います。 
 遠藤公久君の質問を許します。 
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 登壇してください。 
 なお、一般質問の際、資料配布の申し出がありましたので、これを許可しました。 
 訂正します。 
 先ほど資料配布と言いましたが、資料を提示するということで、それを許可しました。 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 通告に従いまして、ただいまより一般質問を行います。 
 今回は、大項目４項目について質問させていただきます。 
 まず、１項目めになります。リニューアルしたゆばの里について質問いたします。 
 令和４年第３回定例会において、コロナ禍で経営に苦しむ、ゆばの里の立て直し、老朽化施

設のリニューアルについて、一般質問をさせていただきました。 
 令和５年度には、施設の電球のＬＥＤ化などの改修費、またホームページ、ＥＣサイトの作

成委託料、器具の新調など約１，２００万円、指定管理料が５００万円をそれぞれ計上され、

また、ゆばの里に専従として地域おこし協力隊１名の採用などが処遇されました。これらで経

営の改善を目指していると考えております。 
 しかしながら、予算措置をしたから、また施設をリニューアルしたから、人員を補充したか

らといって簡単に解決すべき問題ではありません。そこで、担当課である産業課の継続的な経

営指導、財務状況の監督などが不可欠になると考えます。 
 まず、そこで伺います。 
 採用した特産品普及推進担当の地域おこし協力隊の業務内容と現在までの効果について、お

答えください。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えをいたします。 
 地域おこし協力隊の業務内容は、「活性化施設業務及びゆばを中心とした特産品を通じての

地域活性化業務」です。 
 ゆばの里を活動の拠点とする現在の隊員は、令和５年６月１日から採用しており、現在任期

の２年目となっております。 
 これまでの効果としては、基礎的な部分としてゆば製造の知識や仕組みを学んだ点、売上を

増やすための取り組みとして、ゆばの里のホームページのリニューアルやＥＣサイトの立ち上

げに関して、中心的な役割を担い、これを構築し運用させている実績があります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 地域おこし協力隊の方、活動２年目ということで、ただいま答弁をいただきました。 
 そこで再質問になります。 
 現在の地域おこし協力隊の勤務実態をより具体的に、例えば週何日、ゆばの里に勤務して、

またどのような業務を現在、担当しているのかについて、確認をさせていただきます。 
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〇議長（上田孝二君） 
 松田産業課長。 

〇産業課長（松田宜親君） 
 お答えいたします。 
 先ほどの答弁内容と一部重複いたしますが、活動期間の１年目は週３日から５日間、ゆばの

里にて、ゆば製造の知識や仕組みの習得を行いまして、売上を増やすための取り組みといたし

ましては、ホームページのリニューアルやＥＣサイトの立ち上げに従事をしてまいりました。 
 現在は２年目となりますが、ゆばの里はもちろんのこと、町内全体のゆばを中心とした特産

品の販売促進のため、また、活動期間終了後の起業のため、ゆばの里と協議の上、町内外や県

外への視察研修を中心に活動をしております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 次の質問になります。 
 コロナ禍も収束しつつある現在の来客状況と、ゆばの里の経営状況の改善について、担当課

の見解を伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えをいたします。 
 新型コロナウイルスが５類に移行いたしまして１年以上経過し、売店、食堂の利用者数は令

和５年度と比較して増加しており、売上も改善傾向にあります。 
 しかしながら、中部横断自動車道開通を中心とする道路事情の劇的な変化となった令和元年

度以前に比べ、特に売店の売上は５割から６割程度となっております。 
 こうしたことから、町では昨年度から経営アドバイザーによる指導のもと、専門的な見地か

ら経営改善に向けた取り組みを行っております。 
 一朝一夕に劇的に経営状況を改善させることは難しい面がありますが、今後は、オンライン

ショップや食堂メニューの充実などを視野に、引き続き取り組みを加速させていきたいと考え

ております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 経営状態は、非常に厳しい状態であると認識しております。財政的な立て直しもさることな

がら、売上のアップが急務であるかとも思います。 
 大型バスが駐車可能な大きな駐車場など強みを生かして、食堂の売上アップのために団体客

の誘客、そのためには旅行会社やツアー会社への営業なども必要かと思われます。 
 また、新たに構築したオンラインショップの強化、地場の農産物の販売なども考えられると

思います。ぜひ、指定管理者と密に連絡を取っていただいて、早急に取り組んでいただきたい
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と思います。 
 今もオンラインショップについて話しましたけれども、次の質問はオンラインショップにつ

いて伺います。 
 令和５年度には、ゆばの里のホームページ作成業務委託料が約２９２万円、オンラインの作

成業務委託８３万円が計上され、来場者減少で落ち込んだ売上の補完の手段の一つとしてオン

ラインショップを開設されたと認識しています。 
 そこで、オンラインショップにおける一日平均のセッション数と、現在までの売上件数、金

額を伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えをいたします。 
 オンラインショップについては、本年度４月下旬より運営を開始いたしました。こちらには、

ゆばの里の専用ホームページからアクセスすることができます。 
 ご質問のアクセス数につきまして、参考にホームページのものを申し上げますと、８月６日

時点の集計で約１，３００回の閲覧がありました。運用後の一日平均は１０回程度となります。 
 次に、現在までの売上ですが、５件、２万円程度となります。原材料価格などが高騰する中

ではありますが、販売価格の維持など、売上の増加に向けて、指定管理者と検討を続けている

状況でございます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 再質問になります。 
 ただいまの答弁で、１，３００回の閲覧、一日平均１０回程度ということになりますけれど

も、これ自体が担当課として多いと考えているのか、改善の余地があると考えているのか伺い

ます。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 ご質問の閲覧回数について、産業課として十分であるとは考えておりません。 
 売上を伸ばすため、さらに閲覧回数を増やす必要があると考えます。 
 迅速に実施することができる方法といたしまして、８月下旬より、ゆばの里で買い物をして

いただいたお客さまに、ＱＲコードを印刷したチラシを配布し、ゆばを味わっていただいたあ

と、手軽にオンラインショップにアクセスできる方法を取り入れさせていただいております。 
 質問１－②でお答えしたとおり、引き続き販売促進に向けての取り組みを加速させてまいり

たいと思います。 
 以上です。 
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〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 次の質問になります。 
 令和５年３月定例会、予算決算常任委員会の答弁では、オンラインショップの売上年間目標

は１００万円ほどを見込むというものでありました。しっかりとした対策を練れば実現可能な

売上目標であると思いますが、現在のようにサイトを立ち上げて終わり、待ちの姿勢では、い

つになっても売上は伸びず、サイト構築にかかった費用は無駄になってしまう可能性がありま

す。 
 サイトの売上を伸ばすためには、先ほども来ていただいた方にＱＲコード等を案内するとい

うこともありますけれども、サイトへの訪問者を増やすための絶対条件としては、ＳＥＯ（検

索エンジン最適化）対策は不可欠と考えます。 
 ＳＥＯ対策とは、ＧｏｏｇｌｅやＹａｈｏｏなどの検索エンジンで上位表示や露出を増やし

て検索結果からユーザーの流入を増大させる対策のことです。ＳＥＯがおろそかな品質の低い

Ｗｅｂサイトは上位表示がされません。そうなれば表示機会が減り、当然クリックされずにサ

イトの閲覧者もほぼなく、売上は期待できません。 
 現在のゆばの里、１，３００クリックで５件ですから、売上とすると０．４％程度。私も自

分のところでサイトをやっていますけれども、やはり売上につながるのは、サイト訪問者の０．

３％、０．４％ぐらいですから、サイトへ来ていただく方の数を増やすことは絶対だと思われ

ます。 
 そこで、対策として、先ほどから話をしております地域おこし協力隊員を専属でＥＣサイト

に配置する、もしくは担当課としてＳＥＯ対策支援を行うなど、具体的な対応について伺いま

す。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えをいたします。 
 ＳＥＯ対策は、検索者の目線で上位に表示されることから、オンラインショップの売上にも

直結する可能性があるものと承知をしております。 
 オンラインショップへの地域おこし協力隊員の配置、担当課としての支援については、収益

を上げるため、指定管理者と検討を進めてまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 ぜひ、ゆばの里の指定管理者と検討を進めていただいて、一日も早く対処すべき案件でもあ

るかと思いますので、誠意を持って、先ほど私が話をしたら、８月１日からＱＲコードの案内

をするというような、そういう少しずつの取り組みが営業の努力として売上につながってくる

かと思いますので、今後も続けていただきたいと思います。 
 それでは、大項目２問目に移らせていただきます。 
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 ２番目、中学生の部活動地域移行を含むスポーツ環境の改善について、伺います。 
 ちょうど１年前の第３回定例会において、同僚の深山議員が質問いたしました、中学校の部

活動について、再度質問をさせていただきます。 
 そのときの答弁によりますと、部活動は近年、少子化で持続可能性の面で厳しい、教師にとっ

て業務負担となっており、働き方改革が進む中でさらに厳しい状況である。 
 地域移行については、情報収集の段階である。令和５年８月３０日、協議組織において意見

交換を行い、運営体制、指導者の確保、運営費用などの課題の情報の共有を図ったとあります。

このあとが重要です。地域移行は、地域の実情に応じて進める必要がある。中学校生徒、保護

者の意向、地域の関係者と協議しながら進めることになると思う。今後のスポーツの在り方は、

生徒が継続して親しむことができる機会の確保を念頭に方針を定めていくとのことでありまし

た。 
 そこで、約１年が経った当町の運動部活動の地域移行への進捗および現状について伺います。 

〇議長（上田孝二君） 
 望月学校教育課長。 

〇学校教育課長（望月俊也君） 
 お答えします。 
 部活動の地域移行への取り組みですが、全国的な取り組みであり、町だけでなく県と連携す

る中で各市町村が取り組んでおります。部活動の地域移行は、部活動の在り方を大きく変える

新たな取り組みで、運営団体など受け皿の問題や指導者の確保、費用負担や施設確保の問題な

ど多くの課題があることから、国の動向や先進事例など有用な情報を収集する中で、着実に取

り組んでいくことが肝要と考えております。 
 担当者会における情報収集や他市町村との情報交換、先進地事例の勉強会、県との個別面談

などにより、有用な情報の取得に努め、今後の進め方の指標として活用しております。 
 現在、本町では中学校、スポーツ協会、教育委員会で構成する地域移行に係る準備会を設け、

国や県からの情報の共有、地域移行をする上での様々な課題について意見交換し、方策を構築

する検討をしております。難しい課題であり、慎重に検討する中で現状は進めておりますので、

まだ具体的な形となっては進捗しておりませんが、課題を一つひとつ解決しながら、教員の負

担軽減を考える中で、まずは休日においての部活動について、地域移行ができる環境が整う部

活動から試行的に移行していくことと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 ただいまの答弁ですと、本町では中学校、スポーツ協会、教育委員会で構成する準備会を設

け、意見交換はしているが、具体的な進捗は現在ないと。環境が整った既存の部活動において

休日の移行を考えているとの答弁であったと理解いたします。 
 では、既存の部活動にないスポーツ環境の整備を望む多くの子どもたちや保護者の対応につ

いて、次の質問になります。 
 去る７月１６日には、議員と団体との懇談会において、身延ユナイテッドサッカークラブの

子どもたちの練習見学や保護者の方たちと懇談会を実施いたしました。 
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 団員の数は、４０名を超える町内で一番団員の多い地域クラブであるということは及ばず、

県内約６０チームあるほどのチームの中でも上位の成績を残すほどの実力のある地域クラブに

成長しつつあります。 
 子どもたちは一様に目を輝かせ、サッカーが好きである。大きくなったらプロになりたい。

中学生になってもサッカーを続けたい。人工芝のグラウンドがほしいと無邪気に語っていまし

た。 
 その後の保護者の方との懇談会の中でも、中学校になってもサッカーを続けられる環境を整

えてほしい。町内の子どもの競技人口が少ない。野球や柔道ばかりを押しつけるような現在の

スポーツ環境はいかがなものか。もっと深刻な意見として、身延町には子どもの教育やスポー

ツ環境に選択肢が少ないとの理由で、友人数家族は町外に転居したり、家を構えたりしたなど

厳しい話もあり、それらに私自身も議員として考えさせられることとなりました。 
 およそ４５年前、身延ユナイテッドの前身である身延サッカースポーツ少年団が初めて身延

町にできました。私は当時６年生で、その第１期生であります。当時も関係者がサッカースポー

ツ少年団設立と同時に身延中学校にサッカー部設置を働きかけましたが、サッカーは１１人で

試合をするから、野球部やほかの部活に人が入らなくなるとの理由でかないませんでした。私

は当時サッカーを諦めました。今でも、あの大人の不条理が心に残っております。 
 ２５年ぐらい前には、私自身、身延中学校のバスケットボールの指導を依頼され、約１３年

間にわたって、ボランティアで外部指導者として関わらせていただきました。 
 しかし、１３年間指導していた私に知らせることもなく、ある日突然、多くのバスケット部

員がいたバスケットボール部は、新規部員の募集の中止を決定し、２年後の廃部が決定されま

した。野球部や柔道部は潰せない。部が多いと野球や柔道の入部者がいないからとの、私には

到底理解できない理由からでした。 
 今も町内の４０名を超える子どもたちがサッカーを続けたいと目を輝かせています。過去に

はサッカーを続けるために、中学校になったら中心市街地、増穂や南アルプス市、甲府市など

のクラブチームに通った子どもたちもいます。 
 時間的、金銭的な理由でそれすらかなわない子どもたちはサッカーを諦め、柔道やその他の

部活に仕方なく入部します。当然、途中で退部をする子どももいます。 
 自分がやりたくもないスポーツを選択せざるを得ない子どもは、どんな気持ちで学校生活を

送っているのでしょうか。 
 多様性が叫ばれる時代であっても、われわれ身延町の大人たちは、４０年前以上と同じくアッ

プデートできずに子どもの希望や夢を叶えられずにいます。 
 今の若い子育て世代の方々は、子どもの教育環境に非常に重きを置いています。たかが子ど

ものスポーツ、プロになるわけではないからと見て見ぬふりをして先送りしてきた、このよう

な問題こそが若者の世代の流出、人口減少を招いている一因ではないでしょうか。 
 やりたいスポーツもできずに、中学時代というかけがえのないときをもやもやと過ごした子

どもたちが将来この町に帰ってきて、自分の子どもを育てようと思うはずがありません。 
 私も長らく中学校の部活に関わった者として、新規の部活動の設置の大変さは理解している

つもりであります。しかし、現在４０名もの子どもが目をキラキラと輝かせ、願う気持ちを無

視するわけにはいかないと思いますし、その子どもたちに私が子どものとき味わったような大

人や中学校への諦めを与えたくありません。 
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 そこで具体的に申しますと、部活動の設置や地域クラブの設置へ指導者派遣や費用援助、施

設利用の検討など、中学生からのサッカー環境の整備および支援について、当町の見解を伺い

ます。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 お答えします。 
 部活動の設置については、学校が行うものであることから、部活動の新設も学校が判断して

いく案件と思います。現状、サッカー部などの部の新設は、生徒数が減少している中で、難し

いとの中学校側の見解を聞いております。 
 ご質問のとおり、地域クラブ設置へ指導者派遣支援や費用補助、施設利用の検討など地域移

行を進める上で解決すべき様々な課題があり、その解決に向けた方策として、新たな活動環境

の在り方やその充実方策、団体等の整備や支援、指導者の質の保障・量の確保方策、施設の確

保方策、大会の在り方、会費や保険の在り方など多様な観点から検討を行う必要があり、この

地域の実情に応じた解決策をしっかり模索していく必要があると思います。サッカー環境の整

備も地域移行の取り組みの中で検討していくものと考えます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 確認の質問になります。 
 中学校の部活設置の決定権者は、中学校校長で間違いないのか。教育長や学校教育課、教育

委員会、例えば町長などに決定権がないとの認識で間違いないのか、伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 お答えします。 
 学校の教育活動は、「教育課程」と呼ばれる学習指導要領に示された内容と、「教育課程外」

と呼ばれる学校が計画する内容で構成されています。 
 部活動は、学校が計画する「教育課程外」の学校教育活動にあたりますので、部活動の設置・

運営は学校の判断により行われるものになります。 
 よって、中学校部活動を設置するのは、学校の最高責任者である中学校校長の判断となりま

す。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 再質問になります。 
 部活動の設置責任者は、学校長である。しかし、当町の実情に応じた解決策を模索する中で、

地域移行の一環としての地域クラブの設置も含めて、サッカー環境の整備も検討していくとの
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認識で間違いないでしょうか。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 お答えします。 
 中学校の部活動の設置判断は、先ほど答弁したとおり中学校校長の判断になりますので、行

政が部活動設置の判断をすることはありません。 
 部活動の地域移行は、まずは既存の部活動の休日活動部を移行していくことになりますが、

部活動の地域移行の考えとして、子どもたちが様々なスポーツや文化芸術活動に親しむことが

できる機会を確保することを目指すことも趣旨ですので、サッカーについても検討していく課

題と考えています。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 次の質問になります。 
 令和４年６月６日、スポーツ庁に提出された運動部活動の地域移行に関する検討会議の提言

の中には、改革の方向性として、令和７年度を目途とする（地域の実情に応じて可能な限り早

期の実現を目指す）とあり、地域におけるスポーツ機会の確保、生徒の多様なニーズに合った

活動機会の充実等にも着実に取り組むことが明記されています。改革を推進するための選択肢

を増やし、複数の道筋、これは私が勝手に捉えると、野球部や柔道ではなく、サッカーやバス

ケットボール、ゴルフなどもあるのかなと考えておりますが、多様な方法、これも一町内、身

延町内だけではなくて、町村を超えた連携や外部からの指導者の招請など、それらの費用の確

保などがあるのかなと思っております。多様な方法があることを強く意識する等が明示されて

おります。 
 また、課題への対応として、新たなスポーツ環境として、特定種目だけでなく、生徒の状況

に適した機会を確保するともあります。 
 過疎化が進む峡南南部地域は、現在、医療などの分野においても協力体制を構築すべく取り

組んでおります。部活やスポーツ、文化の地域移行にも、町村の垣根を越えた地域一体となっ

た取り組みが必要だと考えます。峡南南部３町の先駆けとして、中学生がサッカーに取り組め

るような環境の整備を本町が取り組むべきだと考えますが、いかがでしょうか。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 お答えします。 
 部活動を巡る状況は、少子化が進行し、生徒数の減少により、持続可能性の面から厳しさを

増しており、特に団体競技においては、単独校でのチーム編成に支障が出てくることも予想さ

れます。少子化の中でも子どもたちがスポーツや文化芸術活動に親しむことができる機会を確

保することを目指すのが部活動の地域移行の趣旨でもあることから、峡南南部地域のような少

子化が進んでいる地域においては、近隣の町で広域的に取り組みをすることも当然考えられる
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と思います。地域移行におけるスポーツや文化芸術活動の広域化は、サッカーに限らず検討に

値する課題と思います。 
 峡南南部の他の２町も本町と同じような進捗状況と聞いておりますので、今後、広域化につ

いても情報交換をしていきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 ここで、今月号の広報みのぶを提示したいと思います。 
 皆さん見ていただきますと、本町の２０年を振り返るということで、左側になります。これ

からの２０年ということで、１７人の子どもが夢を書いております。これは私が仕込んだわけ

ではないんですけれども、１７人中４人の子どもが「サッカー選手になりたい」と書いてある

わけです。これを見まして、私は何とかできないのかなと思いながら、今、一般質問に立たせ

ていただいております。 
 先ほども申し上げましたが、このように小さく見える問題こそが人口減少の根本であるので

はないか、若者世代の流出を生み出している一因となっているのではないかと、近頃、考える

ようになりました。対応する気になれば、大人の知恵を絞って対応できる案件だとも思ってお

ります。 
 新校舎建設の５つのテーマの５番目に、子どもたちが自分の子どもも学ばせたくなる学び舎

とあります。人口減少に悩む当町にはなくてはならない、非常に良いテーマであると私はこれ

を見たとき思いました。 
 しかしながら、やりたいスポーツがやらせてもらえない環境で、今後、身延中学校へ進学す

るであろう４０名の子どもたちは、大人になったときに果たして自分の子どもたちを本町の中

学校に学ばせたくなるのでしょうか。 
 このような問題を解決することがわれわれ議員、町に課された宿題ではないかと思って、私

は今後も取り組んでいきたいと思います。 
 鴨川市では、一般社団法人等を設立して、スポーツを振興しながら地域おこし協力隊を採用

するなどして、スポーツに取り組んでいたりします。 
 今後もこの問題については、当局とは話をさせていただきたいと思いますので、ぜひともよ

ろしくお願いいたします。 
 では、次の質問に移らせていただきます。 
 ３番目、本町のふるさと納税について伺います。 
 ２０２３年度には、ふるさと納税の寄附額が１兆円を超えるとの報道も見られました。決算

書によると、指定寄附金として令和４年度４，１４２万円、令和３年度３，４５７万円余りが

歳入としてあります。 
 当町の令和５年度ふるさと納税の寄附件数、寄附総額について伺います。 

〇議長（上田孝二君） 
 幡野企画政策課長。 

〇企画政策課長（幡野弘君） 
 お答えいたします。 
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 令和５年度決算における一般寄附金は３件、１５５万円。 
 指定寄附金は１，０６５件で、６，１８５万３，５００円となっております。 
 指定寄附金のうち、ふるさと納税は１，０４７件で、４，４２２万８千円となっております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 令和５年度のふるさと納税が１，０４７件、４，４２２万８千円との回答で、あとの約１，

７００万円は一般の寄附金、もしくは企業版のふるさと納税、法人からの寄附などになるかと

思われます。 
 富士川町などは、近年ふるさと納税に力を注いでおり、株式会社ふじかわまちづくり公社な

どを設立して取り組んでおります。 
 本町も更なる取り組みを期待するわけでございますけれども、ふるさと納税の寄附金の使い

方について、２番目の質問になります。 
 寄附金の使い道は、寄附者が指定できるわけでありますけれども、当町では町長におまかせ、

子どもの発想を生かしたまちづくり、定住促進と人口対策、まちづくりなど１０の使い道と、

それらに付随する事業例として、２２の事業がホームページに示されております。 
 使い道、町長におまかせは、主な事業として町の様々な事業に活用しますと、そこに明記し

てあります。 
 平成２９年度から令和５年度まで、７年度分については、公表に同意をいただいている寄附

者一覧がＰＤＦにて公表されております。 
 町長におまかせでありますので、町長の裁量に委ねられているわけでありますけれども、過

去の町長のおまかせへの寄附額、寄附金の具体的な事業の使途について伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 佐野財政課長。 
〇財政課長（佐野美秀君） 

 お答えいたします。 
 指定寄附金につきましては、令和元年度から令和５年度の合計金額が１億２，３８３万７千

円、これは町長におまかせ、６，５０４万８千円を除く金額であります。 
 事業の使途でありますが、「定住促進と人口対策、子育て支援、農林産業振興、観光振興、健

康福祉、生活基盤整備、教育振興、スポーツ・文化振興、子どもの発想を活かしたまちづくり」

各事業に充当させていただきました。 
 また、町長におまかせについては、令和元年度から令和５年度の合計金額が６，５０４万８千

円であります。 
 事業の使途でありますが、令和２年度に前澤友作氏からの５００万円を教育施設整備基金に

積み立てを行い、残りについては、しだれ桜の里事業に充当いたしました。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 
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〇１番議員（遠藤公久君） 
 ただいまの答弁ですと、５年間で１億８千万円ほど集まって、約３分の１、６，５００万円

ほどが町長におまかせとして使われてきたということであります。 
 令和２年度の寄附の、前澤友作氏の５００万円の町長におまかせの分は、教育施設整備基金

の積み立てに充てられておりますが、それ以外の町長におまかせのほとんどは、しだれ桜の管

理業務に充てられていると認識いたしました。ホームページにもそのような記載が見られます。 
 過去の観光振興のまちづくりのふるさと納税寄附金の一部も、しだれ桜の里管理業務に充当

され、ふるさと納税の約８千万円前後が、しだれ桜の里事業に充てられてきたのではないかと

承知しております。 
 しだれ桜の里事業の植栽業務が一段落した現在、来年度以降の使途について、しだれ桜の里

以外の主要事業にも充当すべき時期に来ているかと思いますが、いかがでしょうか。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月町長。 
〇町長（望月幹也君） 

 お答えいたします。 
 町長におまかせについては、遠藤議員のおっしゃるとおり、町長の裁量に委ねられるもので

ありますので、身延町の主要事業に充当させていただいております。 
 ちょうど平成２８年度から、しだれ桜の里事業に入ってきまして、平成２８年、平成２９年、

平成３０年という具合に整備を進めてきました。その後、やはり管理費がだいぶかかるもので

すから、その管理費に充てたというのは、遠藤議員のおっしゃるとおりでございます。 
 また、令和３年度、令和４年度、令和５年度の町長におまかせの中で、寄附者に連絡が取れ

る方については、目的をはっきりするために、教育振興のまちづくり、これは新身延中学校建

設事業ですけれども、これへの指定寄附金に、約２，３００万円を振り替えさせていただいた

経過もございます。 
 今後も、町長におまかせについては、本町の主要事業に充当していきたいと考えております

が、令和６年第１回定例会におきまして可決していただいた、「ふるさと納税」を財源として積

み立てる「身延町ふるさと応援基金」を創設したことによりまして、この基金は、単年度の使

途に限らず、本町の主要事業に活用できると考えておりますので、そちらのほうに積み立ても

していきたいと思っております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 ふるさと納税につきましては、様々な縛りが出てきて、だんだん集まりにくくなってきてい

る現状もあります。そのような中、町長におまかせの部分は、町長の裁量に委ねられておりま

すけれども、ぜひ今後はしだれ桜の事業以外にも、ソフト事業であったり、先ほどのスポーツ

の環境整備事業だったりという、ソフト面にも使っていただけたらと思います。 
 また、ふるさと納税については、最近は企業版ふるさと納税というものに、非常に注目が集

まってきておりまして、かなりの伸び率を示しております。これもやはり、待っていると来な

いので、どこの市町村も町長が関係あるところへあいさつに行ったりだとか、営業をかけたり
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だとかということもあります。当然、望月幹也町長も行っているかと思いますけれども、身延

町は歴史がありますので、それぞれ起業した方が全国各地にいたりとかあります。ぜひ、今後

は企業版ふるさと納税のほうにも注力をしていただいて、少しでも財政が豊かになるような運

営をしていただけたらと思っております。 
 続いて、４番目の質問になります。 
 今年度の区要望の取り扱いについて、伺います。 
 区要望の取り扱いにつきましては、過去に一般質問で、それぞれの議員によりたびたび取り

上げられてきました。区の要望事項は年々積み上がり、令和５年度には３地区、９４０件とか

なりの数になりました。その中には、実質的に解決困難なものも多く含まれており、かなり過

去のものも継続事項として残されており、要望事項が２０を超えるような区もありました。 
 要望事項の優先順位も分かりにくくなっており、非常に危惧していたわけでありますけれど

も、令和６年度からは、全てを各区で精査の上、改めて「新規要望」として提出していただき、

５月２８日からは３日間、地区ごとにヒアリングを行い、優先順位や緊急性の共有を図る取り

組みが行われたと認識しております。 
 そこで、昨年９６０あった要望事項はどの程度整理され、各区の要望総数とヒアリングの成

果について伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 大村総務課長。 
〇総務課長（大村隆君） 

 お答えいたします。 
 ただいま、遠藤議員が昨年度の要望９６０と申されましたが、９４０でございます。ですの

で、９４０としてお答えをさせていただきたいと思います。 
 昨年の要望数９４０に対し、本年度は４５７と昨年の半数以下となりました。 
 議員ご指摘のとおり、各区に、要望事項の提出にあたり精査いただくようお願いしておりま

したが、その成果が表れたものと推測しております。 
 今後は、各区からいただいた要望事項の中で優先順位の高いもの、緊急性が高いものから順

次解決に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 すみません、区の要望は９４０件で、今回は４５７件になったという答弁であります。住民

が精査して整理されたことになりますので、それについて次の質問になります。 
 新規にヒアリングを実施して要望事項を整理した今年度は、町民の皆さまは、要望の実現や

解決への期待が例年以上になっているものと考えます。今まで滞っていたもの、新規であげた

んだから要望がかなうのではないかというような希望は、当然持っていると考えられます。 
 そこで、要望事項の早期解決に向けての、補正予算による予算措置や山梨県の土木課・林務

課、または国交省などとの情報共有や連携の強化など、具体的な取り組みについて伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 千頭和建設課長。 
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〇建設課長（千頭和康樹君） 
 お答えをいたします。 
 要望事項早期解決に向けての予算措置および県・国への情報提供について、お答えをいたし

ます。 
 例年、区の要望事項に関しましては、第３回定例議会等において、補正予算による予算措置

をお願いして対応しておりましたけれども、今年度におきましては、できるだけ早急に対応で

きるようにということで、当初予算で計上させていただき、現在、対応をしております。 
 県・国への情報提供につきましては、特に緊急性のあるものにつきましては、要望書受理の

時点で情報を提供いたしておりまして、対応をお願いするとともに、その他の件につきまして

は、各関係機関には町からの副申書を付けまして、現地確認調査等を実施したり、対応の可否

についても文書で回答をいただけるように、現在お願いしているところであります。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 私も４５０件になったなんて簡単に言ったんですが、４５０件でもかなりの数かと思います

し、これを１つずつ対応していくのは、ほぼ建設課の要望が多いかと思うんですけれども、大

変な作業かと思います。 
 当初予算で対応できるものは順次対応しているとの話でありますけれども、予算措置が足り

なくなったら補正予算も組む必要もあるのかななどと考えております。 
 ぜひ、町民の皆さんは新しい取り組みをしてくれるのではないかというような期待もありま

すので、非常に困難なことだということは理解しておりますけれども、一つでも多くの要望事

項を解決していただけたらと思います。 
 以上で、私、遠藤公久の一般質問を終わります。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤公久君の一般質問を終わります。 
 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩とします。 
 再開は午後１時とします。 

休憩  午後 零時１１分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 １時００分 
〇議長（上田孝二君） 

 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 
 次は通告４番、佐野昇君の一般質問を行います。 
 佐野昇君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 通告に従いまして質問をいたします。 
 最初は、総合戦略の推進についてです。 
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 午前中にも総合戦略についての質問がありましたので、ダブる部分があるかと思いますけれ

ども、通告に従いまして質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
 人口減少の記事になると、必ず本町の名前が出てきます。そのたびに残念な、情けない思い

をします。これは、皆さんも同じだと思います。 
 人口割合では、令和２年の資料で、人口が１万６６３人、６５歳以上が５，０６５人、４７．

５％、１５歳から６４歳が４，８９８人、４５．９％、１４歳までが６６５人、６．２％です。

最近の報道では、６５歳以上がほぼ半分になってきています。 
 総合戦略では、人口減少の克服と地方創生を実現するために５つの基本目標を掲げています。 
 ①地域に根ざした雇用の創出 
 ②町を元気にできる人材の育成 
 ③人の流れをつくり、移住・定住の促進 
 ④結婚・出産・子育て環境の充実 
 ⑤特色ある持続可能な地域社会の形成 
 そして、当初計画は平成２７年（２０１５年）から令和元年（２０１９年）の５年間です。 
 計画人口・合計特殊出生率・社会増減の目標を設定しています。 
 その後、令和２年（２０２０年）から令和６年（２０２４年）の５年間として計画更新し、

目標を見直しして推進しています。 
 そこで質問します。 
 当初５年間の目標では、計画人口１万２，３００人、合計特殊出生率１．３５から１．５に、

社会増減、各年度均衡としています。 
 令和２年からの５年間では、計画人口１万８００人、合計特殊出生率１．３５から１．８５に、

社会増減は各年度均衡としています。 
 この目標値に対する実績は、どのような推移をしているのか伺うとともに、明確な説明を求

めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 「まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基礎と

して位置づけられるもので、人口の現状の分析と、地域住民の意識や希望を把握し、自然増減

や社会増減に関する見通しを立て認識を共有し、目指すべき将来の人口を展望し提示するもの

です。 
 本町では、令和元年１２月２０日付け、国の人口ビジョン改訂と同様に直近の国勢調査の集

計結果を踏まえ、令和２年３月に身延町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン改訂版を策定い

たしました。 
 この人口ビジョン改訂版は、今から２６年後の２０６０年の目標人口として、人口の将来展

望を６，５００人と示しており、この人口の将来を展望する過程においては、町民アンケート

の結果の、町の活力を維持していくために必要な人口規模については、８２．８％が１万人以

上と回答していること、理想的な子どもの数については、２人が２２．５％、３人が５１．５％

と回答している結果を重視した上で、なおかつ、国の人口ビジョンにおいて、合計特殊出生率
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は段階的に上昇して人口置換水準の２．０７を設定し、社会増減については地方と東京圏の均

衡を設定して展望していること、また、山梨県の人口ビジョンにおいても合計特殊出生率は段

階的に上昇して人口置換水準の２．０７を設定し、社会増減については２０２７年に均衡し、

その後に転入超過を設定して展望していることを勘案し、本町の人口ビジョンにおいても、合

計特殊出生率については段階的に２．１まで上昇し、社会増減については転入転出の均衡を設

定することで、町民の希望に沿った２０６０年の将来人口６，５００人を展望しております。 
 ご質問の計画人口１万８００人、正確には１万７４９人ですが、人口ビジョンの将来展望の

経過途中の推計値で、合計特殊出生率の１．８５は設定値でありまして、２０６０年の将来展

望６，５００人に向けた令和７年度の時点での参考値であります。 
 この２点の推移についてですが、人口につきましては、山梨県常住人口調査結果報告書の令

和６年７月１日現在の人口は９，３４４人で、人口ビジョンの将来展望には及ばない状況となっ

ており、令和５年１２月に国立社会保障・人口問題研究所が推計した、本町の令和７年度の推

計人口８，９２５人と比較すると、１年間の差がありますので、ほぼ横並びで推移しているも

のと見ております。 
 合計特殊出生率につきましては、厚生労働省から令和６年４月に公表された人口動態統計特

殊報告によりますと、本町合計特殊出生率は１．２３で、人口ビジョンの来年度以降の値１．

８５には及ばない状況となっております。 
 人口ビジョンでは、２０６０年の将来人口６，５００人を目指す長期的な展望を提示してお

ります。身延町総合戦略推進委員会を柱として取り組みを推進しているところでありますが、

全国的に進行している人口減少には歯止めがかからない状況が続いており、国立社会保障・人

口問題研究所の推計から脱却し、町民の希望等から推計した２０６０年の将来展望６，５００人

を達成することは、容易なことではない難しい取り組みであると感じております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 答弁ですけれども、非常に厳しいと、非常に難しい取り組みとのことであります。 
 次に、当初計画から現在に至る間の推進方法・成果について、どのように評価しているのか

伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 総合戦略は、まち・ひと・しごと創生法の下に進められており、内閣府から示された手引書

をもとに推進しております。 
 この手引書では、まち・ひと・しごと創生を効果的・効率的に推進していくため、住民をは

じめ、産業・行政・教育・金融機関等多様な主体で構成する推進組織体制が重要とされており

ます。 
 また、議会と執行部が車の両輪となって推進することも重要だとされていることから、本町

におきましては、身延町総合戦略推進委員会に議会から議員２名の参画をいただき、計画およ
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び重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定とアクションプランの推進、ＰＤＣＡサイクルに基づく

効果検証に至る一連の行程を審議していただき、推進しております。 
 評価につきましても、身延町総合戦略推進委員会において、計画期間の進捗状況を定量的に

測定する指標として設定している重要業績評価指標（ＫＰＩ）と年度末の進捗の確認、併せて

施策ごとに作成したアクションプランについてＰＤＣＡサイクルを実行することで、取り組み

の評価改善を行っております。 
 また、身延町総合戦略推進委員会において審議していただいた資料は、身延町のホームペー

ジでも公表しているところであります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 総合戦略推進委員が評価しているとの答弁です。中にＫＰＩという言葉がいくつか出てきま

すけれども、ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルに基づき、効果検証に至る一連の行程を審査し

ているとのことです。ＫＰＩ（重要業績評価指標）は、施策内容のパフォーマンスを計測・監

視するために置く指標で、目標までの進捗を把握するためのものです。 
 目標達成に対するギャップを明らかにし、施策が明確になり、効率的な目標達成をつなげる

指標で、これは中間指標です。目標はＫＧＩ（重要目標達成指標）、最終的な目標値です。 
 したがって、ＫＰＩは定期的に進捗確認を評価する必要があります。月に１回、長くても四

半期に１回といった期限をあらかじめ設定することで、行動に実現性と具体性を持たせ、評価

してアクションを起こす必要があります。 
 ＫＧＩとＫＰＩは相互に関係があり、適切な施策を設定しないと達成指標の意味がありませ

ん。ＫＧＩの重要目標を連動するようにＫＰＩを設定する必要があります。 
 したがって、ＫＰＩは短い期間で評価し、アクションの内容や軌道修正を実施し、ＫＧＩ達

成に向けた評価が必要です。ＫＰＩが１００％達成しても人口増減に影響しない施策もありま

す。 
 私は、このために進捗確認をせめて四半期に１回、最悪でも半期に１回をお願いしましたが、

実現していません。年１回の評価では遅すぎます。動きがなければ失われた１年になってしま

います。 
 また、資料で見ますと１８０ページもの資料を２時間、３時間で評価する委員会ですけれど

も、これでは評価できるはずがないと思っています。 
 次に、総合戦略では、ＰＤＣＡサイクルの確立とあります。 
 施策・事業の効果検証を実施し、必要に応じて戦略、施策の見直しを行うとあります。これ

は実務として機能しているのか伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 先ほどの答弁でも触れましたが、本町では佐野議員と田中議員に参画していただいておりま

す、身延町総合戦略推進委員会において、毎年度の施策の進捗に対する効果検証と施策ごとの
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ＰＤＣＡサイクルの審議、また第１期総合戦略終了時には計画全体の効果検証等の審議を行っ

ていただいております。 
 これまでの推進委員会の審議の過程におきまして、取り組みの見直しや改善を行っており、

また、第１期の総合戦略から第２期の総合戦略に移行する際と、デジタル田園都市国家構想へ

と移行する際の、大きな見直しについても、身延町総合戦略推進委員会において審議していた

だいております。 
 委員各位には、重要な役割を担っていただいているものと感謝しているところでございます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 評価している、機能しているとの答弁でありましたけれども、先ほど申し上げましたが、私

はそうは思っていません。 
 具体的な計画、実行計画があって、ＰＤＣＡを繰り返し回すことでスパイラルアップさせる、

これがＰＤＣＡサイクルの確立です。 
 そして、実行計画は、誰がいつまでに、どのように、何をするのか、これが明確になってい

るものです。でなければ、チェック、評価はできません。 
 進捗評価は、この判断は、ゴーかストップかリターンしかありません。評価頻度を頻繁にし

て、最終目標値との差異をなくすことが重要です。 
 次に、目標値に対して乖離が発生した場合、それを埋めるために、ＰＤＣＡサイクルを回し

て真の原因を追求するわけですけれども、どのような検証・分析をしているのか、乖離が発生

した場合の対応を伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 総合戦略の施策の検証・分析と乖離の対応につきましては、施策を担当する各課において、

検証・分析を行い、状況に応じた改善策等をアクションプランにまとめ、身延町総合戦略推進

委員会において審議をしていただいて進めております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 次に、人口問題研究所では、人口の将来展望として、２０６０年の人口は２，７６５人と想

定しています。総合戦略では、２０６０年の目標人口を６，５００人、合計特殊出生率２．１を

目指しています。目標人口は途中で１千人、すでに減らしています。今までの人口推移から目

標値について、どのように評価しているのか伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
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〇企画政策課長（幡野弘君） 
 お答えいたします。 
 人口ビジョンは、５年ごとに行われる国勢調査の結果を基に国立社会保障・人口問題研究所

が作成している人口推計を基に推計・策定しております。 
 したがいまして、国勢調査の結果から明らかになった人口の変動に連動して、人口ビジョン

が提示する人口の将来展望に影響することとなります。 
 身延町の人口は、都市への人口集中や少子化などの社会の流れから、昭和２２年以降は一貫

して減少を続けており、目標人口も減少しています。 
 人口ビジョンが提示する２０６０年の人口の目標は、町民アンケートから多くの町民が期待

する人口の将来展望であり、町民の希望の実現に向けて総合戦略を幅広く推進していくことに

より、目指していくものと考えております。 
 国立社会保障・人口問題研究所の本町の人口推計は、この先も減少していくと推計されてい

ます。ただし、「このままでいれば」という仮定の下に推計された人口です。本町の将来の人口、

本町の未来は、町民の皆さま一人ひとりが希望を持ち、その希望を叶えようとする行動等によっ

て変わります。総合戦略は、町民の皆さまの希望を叶え、安心して生活できる身延町を持続し

ていくための取り組みです。町民の皆さまには一層のご理解をいただき、共に考え、行動して

いただくことが推進する上で重要なところであります。 
 なお、令和２年に実施した最新の国勢調査の結果を反映する、将来人口の推計の手引書が、

内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局から示されました。今後、県の人口ビジョ

ンの改訂について参考にしながら、本町の人口ビジョンの改訂を進める予定でおります。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 過去の人口推移を見ますと、１９４７年をピークに４万９１人、それから平均すると４００人

前後が毎年減少し、２０１５年には１万２，６６９人、それからも毎年３００人以上が減少し

ています。今年７月１日の人口は９，３４４人です。過去のその後のデータでは、毎年３００人

以上の減少が見られ、特に年度切り替わり時期、３月、４月には減少が約８０人前後の年もあ

り、転出が多く、自然減と合わせると非常に多くなっている年もあります。 
 このままでは、１０年後には約３千人以上の減少です。２０６０年の目標人口６，５００人

に、２０３５年にはこの数字になってしまいます。数字だけで見れば、２０６０年には国立社

会保障・人口問題研究所が想定している２，７６５人、この数字になりかねません。町内の６５歳

以上が半数、日本の平均寿命は男性が８１歳、女性が８７歳です。減少は目に見えています。 
 また、転出先で見ると市川三郷町、富士川町、甲府市が非常に多く、隣町に取られてしまっ

ています。人口の奪い合いは根本的な対策だとは思いませんけれども、これが今の現状です。 
 政府が地方創生をスタートして１０年になろうとしています。先ほども話が出ましたけれど

も、政府が公表した報告書では、人口減少や東京圏への一極集中という大きな流れを変えられ

なかったと総括しています。 
 このままでは、失われた１０年になってしまいます。今後、政府ではどのような施策を出し

てくるのか、期待はしますけれども、とても待っていられません。町として、独自に施策を加
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速させる必要があります。 
 次に、令和６年、今年３月にデジタル田園都市国家構想総合戦略に改訂されました。 
 人口減少の克服と地方創生を実現するため、目標を達成するために、今進めている、力を入

れている施策の説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 幡野企画政策課長。 
〇企画政策課長（幡野弘君） 

 お答えいたします。 
 国は、「デジタル田園都市国家構想」の実現を図るため、まち・ひと・しごと創生法に規定す

る「総合戦略」として「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を閣議決定いたしました。これ

を受けまして、本町におきましても「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を「身延町デジタル

田園都市国家構想総合戦略」へと改訂いたしました。 
 この総合戦略においてデジタル技術を活用した新規施策としましては、地域に根ざした雇用

の創出に向けた「西嶋和紙の里の道の駅へのリニューアル」、特色ある持続可能な地域社会の形

成に向けた「デジタル社会に対応したホームページのリニューアル」、「防災・行政情報アプリ

の導入」等を追加しており、デジタルの力を活用することにより、これまでの取り組みを継承・

発展させることで総合戦略を加速化・深化して進めていくこととしております。 
 総合戦略の取り組みは、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循

環の確立を目指しており、それぞれの施策が互いに関連を持って、横断的な結びつきを持ち「し

ごとの創生」「ひとの創生」「まちの創生」の取り組みが、同時的・一体的にバランスよく進む

ことが重要であるとされていることから、本町におきましても同様の考えのもと推進しており

ます。 
 なお、町民の皆さまへ身延町デジタル田園都市国家構想総合戦略の取り組みについて、ご理

解とご協力をいただけますよう、広報みのぶ９月号、１０月号、１１月号において、概要をお

知らせしております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 広報みのぶ９月号については、読ませていただきました。今の答弁を伺いまして、再度、追

加質問をさせていただきます。 
 課長は、以前、人口減少がこのまま続けば、将来的には経済規模の縮小や生活水準の低下に

つながることが懸念されているとおっしゃいました。 
 このまま、先ほど数字も言いましたけれども、減少を成り行きにはできません。アクション

プランの多くは通常業務で推進している内容です。その中から優先順位を付け、今まで総合戦

略については何回も質問をさせていただきました。優先順位を付ける、あるいは先ほど言いま

したように、ＫＰＩの件、目標値の設定、推進頻度等々、伺っておりましたけれども、その中

から再度優先順位を付け、プランで大きな成果が期待される施策を専任でプロジェクトチーム、

若者にも入ってもらい、編成して、スピード感をもって進めるべきであると私は思っています。 
 遅れを取り戻すには、それしかないと思っています。考えをお聞かせください。 
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〇議長（上田孝二君） 
 幡野企画政策課長。 

〇企画政策課長（幡野弘君） 
 お答えいたします。 
 人口減少がこのまま続けば、将来的には経済規模の縮小や生活水準の低下につながることが

懸念される。このことばは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の認

識の共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向性を示す、「国のまち・ひと・しご

と創生長期ビジョン」に示されたことばです。 
 総合戦略のアクションプランを通常業務で推進することにつきましては、まち・ひと・しご

と創生法において、地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、

国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域

の実情に応じた自主的な施策を策定し、および実施する責務を有し、国民は、まち・ひと・し

ごと創生についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施するまち・ひと・

しごと創生に関する施策に協力するよう努めるものとする。とされており、法に示されている

まち・ひと・しごと創生に関する施策とは、総合戦略のことであります。したがいまして、総

合戦略に必要な施策を位置づけて推進していくことは、重要な意義をもっております。 
 優先順位につきましては、施策に優先順位を付けることが成果につながるとは考えておらず、

施策の取り組みは同時的・一体的にバランスよく取り組むことが重要とされており、今後の施

策の推進にあたりましても、それぞれの施策の改善を重ね、より効果的な取り組みをすること、

または新たな取り組みに挑戦することが必要な取り組みであると考えております。 
 プロジェクトチームの編成につきましては、総合戦略に各施策を担当する課名を示しており、

各課がプロジェクトチームの役割を担っております。 
 総合戦略の推進は、町民一人ひとりの人生観や価値観などの生き方に関わる大変難しい取り

組みであり、成果が出るまでに時間を要するとされております。今のところは、現状の進め方

に問題があるとは考えておりません。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 先ほど、数字の説明もさせていただきましたけれども、非常に厳しい状況、待ったなしの状

況、もう１０年近く活動をしてきていますけれども、先ほど説明したような数字になっていま

す。そんな中で、長期的で時間もかかるが、今までと同じ進め方をするということですけれど

も、とても長期的な時間を待っている余裕はないと思っています。 
 また、先ほどの答弁にもありましたけれども、それぞれの施策が互いに関連を持って横断的

な結びつきを持ち、しごとの創生、ひとの創生、まちの創生の取り組みが同時的・一体的にバ

ランスよく取り組むことが重要であるという話をしておりました。 
 別に、今ある数多くの施策を削るという話ではなくて、通常、各課でしている仕事、それが

通常業務だと思っていますけれども、その中で各課で進めていて、効果のあるような施策、効

果が期待できる項目に絞り、経営資源を集中的に投下する必要があるのではという話も出てき

ました。 
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 施策の中から効果が期待できるプランに優先順位を付け、プロジェクト、目的を明確にして

期間内に目標を達成させるようにという提案というか、お願いの中身なんですけれども、今ま

でどおりの施策をする、進め方も変わりはないということで、非常に残念な答弁をいただきま

した。 
 午前中に住宅施策の話が出ましたけれども、また先日も課長と優先順位の話について議論を

させていただきました。今、進めている施策の中で、先ほど午前中もお話がありました住宅施

策の件、これが今、丸滝の宮前分譲地、ここは２２で、１つ空いて、１つが建設中だったと思

うんですけれども、ここの人口は今６６人です。ほぼ埋まりつつあります。そのうち子どもが

半数。３０代、４０代のお父さん、お母さんがほとんどだということです。今、身延町で一番

元気な地区だと思います。 
 私は、こういう施策をということでお願いというか、一般質問をしたこともあるんですけれ

ども、こういうところもあります。分譲地を造ることによって、数字が見えてきます。夫婦で

子ども２人、ここはたぶん２人、多いところは３人ぐらいはいるんではないかと思うんですけ

れども、そうすると人口目標に対する目標値が見えてきます。２０軒、分譲を建てました。し

たがって、たぶん人口は何年かぐらいの間に何十人増えるだろうと。そのほかのプランで言い

ますと、先ほど言いましたように、お客さんが町内に１万人来ました、２万人来ました、この

施策で人口増減の目標値が見えますか。 
 したがって、絞り込むというのは、そういう中で、横断的に全てが絡み合ってということで

必要だとは思いますけれども、その中で絞り込んでというか、優先順位を付けてというのは、

そういう目標値と関連のできる、可能性のある大きな施策をプロジェクトで進めれば、目標値

への道筋も立ちますし、プランが立てやすいのではないかと思っています。 
 お答えの中で、人口減少は町民がその気になってくれないと、危機感を持ってくれないとと

いう言葉を聞きました。また、先ほども本町の将来の人口、本町の未来は、町民の皆さま一人

ひとりが希望を持ち、その希望を叶えようとする行動等によって変わりますと答弁がありまし

たように、町が一つになって同じ方向を向いて取り組むことが重要なことだと思います。その

とおりだと思います。しかし、その仕掛けをするのが行政であり、われわれの仕事だと思って

います。 
 町民の皆さんは、みんな危機感を持っています。何とかしたいね、何とかならないかねと。

議員との懇談会でもそういう話、いろいろな厳しい声を聞きます。町民の皆さんと、もっと向

き合って声を聞いていただきたいと思います。人口減少、緊急事態宣言を出して、町が一つに

なる方法もありますし、町民との対話集会を開いて現状を説明する。先ほど広報みのぶに１２と

いう話がありましたけれども、この中身を向き合って説明したらいかがですか。町民との対話

集会を開いて、現状を説明し、こんな施策を進めていますと。だから、皆さんも一緒になって

動きましょう、声を出してくださいと。身延町の将来のためにと訴えることも必要ではないか

と思っています。一丸となって、この危機感を行動に移さないと町は衰退してしまいます。 
 以上です。 
 次の質問に移ります。和紙の里、収支計画について。 
 和紙の里について伺います。 
 道の駅にしじま和紙の里改修工事が進められています。多額の金額をかけて改修するにあた

り、以前、収支資料について伺いましたけれども、作成中との回答でした。その後、同僚議員
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からの確認には、指定管理候補者で作成しているとの返答でした。すでに改修工事が進んでい

ます。収支予測が出されている場合は、その説明を求めます。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 にしじま和紙の里の改修工事につきましては、５月に契約後着工し、各工事の進捗も順調で

あります。工事について定期的に施工業者と打ち合わせを行うと同時に、指定管理候補者とも

改修後の店内レイアウトや運営について打ち合わせを重ねております。 
 道の駅となるにしじま和紙の里には、紙漉き体験工房、展示展覧施設、物販・飲食施設、イ

ベント広場、車中泊スペース、ＥＶ充電施設等を備える予定であり、指定管理候補者で職員の

配置人数や物販・食材の仕入れにかかる費用などについて、現在、具体的に積算をしていただ

いております。指定管理料も踏まえ、収支計画が提出された際には、議会に対しても説明させ

ていただきます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 指定管理候補者は、施設の事業計画書、収支計画書を添えて申請が必要である。すでに指定

管理候補者が決まっています。工事も始まっています。工事額も出ています。どのような資料

を基に採算を想定したのか。本来なら事業計画、収支計画の提示を受け、その内容をしっかり

精査して進める、投資額の判断ができる、これが本来の進め方だと思っています。進んでいる

事業ですから成功してもらわないと困りますが、しっかり精査、管理して進めていただきたい

と思います。 
 なんとしても成功してもらわないと、町の将来がかかっています。コストコが来るから期待

する声も聞きますけれども、南アルプス市に来年春、コストコがオープンする。すでに今年６月

３０日には、コストコの隣にｆｕｍｏｔｔｏアルプス体験型複合施設がオープンをしています。

コンセプトは「遊ぶ・買う・食べる」、この全てが楽しめる観光スポットとしています。 
 一度見に行ってきましたけれども、レストランも何十人も入れるような大きなレストラン、

パーラー、ベーカリー、お店も２０軒近く、個々の店が入っています。 
 特に注目されるのは、最大級の農産物直売所があります。それにオフロード自転車やラジコ

ンなど、子どもたちも楽しめるエリアが充実しています。 
 買い物をして、食事をして、遊んで帰れば本当に道の駅に寄ってくれるのでしょうか。どう

しても寄りたいと思うもの、イベント、目玉を作って呼び寄せないと、きついと思っています。 
 指定管理候補者の経験に期待すると同時に、町内を挙げて盛り上げ、この事業を成功させる

必要があると思います。 
 次の質問に移ります。 
 自然の里、附帯決議について伺います。 
 令和６年第１回定例会の予算決算常任委員会において、一般会計予算（総務管理費、みのぶ

自然の里管理費８５９万７千円）に対して、予算の留保を求めたもので、委員会全員一致で採
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決されました。特に産業アドバイザーからの内容は非常に危惧される内容であります。財務内

容の確認や経営改善指導が必要であると判断されるという内容でした。これに対して、その後

の動きについて伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 髙野観光課長。 
〇観光課長（髙野修君） 

 お答えします。 
 令和６年第１回定例会予算決算常任委員会における附帯決議を受けて、指定管理者である合

同会社ｍａｎａｂｉｙａに対し、期別に提出される管理業務報告書のほかに、法人決算の概要

を含む経営報告書の提出を求めたところ、令和６年５月１日付けで提出されました。 
 まず、令和５年度の管理業務報告書では、指定管理料が年々減額している中、工夫を凝らし

た施設運営に努め、適正に管理されていることを確認しました。また、経営報告書につきまし

ては、合同会社ｍａｎａｂｉｙａは、みのぶ自然の里の指定管理業務のほかに農業経営、６次

産業化事業を営んでおりますが、今後見込まれる公庫資金の返済等、支出の増加への対応は、

事業収入の増加と不測の事態に対応しうる自己資金が確保されていることから、町としてはみ

のぶ自然の里の運営に影響が及ぶものではないものと理解し、定期的に指定管理者との意見交

換を行う中、令和６年度の指定管理業務を執行しているところです。 
 今年度も産業アドバイザーによる指導が実施される予定となっておりますので、引き続き注

視し、円滑な施設運営がなされるよう努めてまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 今後も産業アドバイザーによる指導を計画しているとのことですので、よろしくお願いしま

す。 
 ただ、従業員も少なくなった、いなくなったとか、一般の宿泊も取っていない等の悪い噂も

聞いております。ただ、噂だけならいいんですけれども、非常に気になっております。 
 今後のみのぶ自然の里について、観光資源としてどのような活用を考えているのか伺います。 

〇議長（上田孝二君） 
 髙野観光課長。 

〇観光課長（髙野修君） 
 お答えします。 
 みのぶ自然の里は、アクセス上優れた立地とはいえず、周遊観光に向かない不利な条件下に

ありますので、ほかの地域にはない特色と強みを活かした誘客を行う必要があると考えており

ます。 
 近年は、アニメの影響によるキャンプサイトへの人気に加え、農業体験ができる農泊拠点、

デジタルデトックスキャンプや校外学習の受け入れを行っており、自然豊かな施設環境を生か

した取り組みを行っております。 
 ８月５日に町と指定管理者と今後の運営についてヒアリングをしたところですが、町内外か

らの研修、校外学習等の団体の受け入れの拡大など、立地に影響されない目的地観光への取り
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組みを強化しながら、連携して誘客を図ってまいりたいと考えております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君。 

〇３番議員（佐野昇君） 
 以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

〇議長（上田孝二君） 
 佐野昇君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩とします。 
 再開は午後２時５分といたします。 

休憩  午後 １時４９分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時０１分 
〇議長（上田孝二君） 

 再開時間よりも少々早いんですけど、皆さんおそろいのようですので、休憩前に引き続き一

般質問を再開いたします。 
 次は通告５番、渡辺文子君の一般質問を行います。 
 渡辺文子君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 私は、４点について質問したいと思います。 
 まず１点、水田活用直接支払交付金について質問いたします。 
 この水田活用直接支払交付金の制度は、農業経済の安定と国内生産力の確保を図るとともに、

水田のフル活用を推進するため、麦・小麦・飼料用米などへの作付けを促進し、食料自給率、

自給力の向上を図る目的のものです。 
 対象者は、販売目的で水田に対象作物を栽培している農業者です。 
 交付金は、直接生産者に支払われるので、町の予算には載りませんので、私はこの交付金制

度を今まで知らなかったんですけれども、生産者から相談があって、こういう制度があるとい

うことを知って、いろいろ調べてみました。 
 ５年間で一度も水張りをしないと交付金の対象外とするものでした。何人かからは、水路が

壊れてしまって水張りができない、できないと交付金が出ないということで、そういうことで

あればもうやめるしかないというような話も伺っております。 
 まず１点目、現在この交付金を受けている人数と、あけぼのの大豆の耕作面積と、そのほか

の作物の耕作面積はどのくらいか、お答えください。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 まず、令和６年度「水田活用直接支払交付金」の交付申請者数は７５人です。 



 ８８

 次に耕作面積についてのご質問ですが、「あけぼの大豆」ということではなく、「白大豆、枝

豆」といった作物名で集計をしております。 
 参考までに申し上げますと、白大豆、枝豆２，３１３．３２アール、その他８２６．３６アー

ルでございます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 ５月中旬にこの交付金についての文書を出したと聞きましたが、この文書を受け取った生産

者からの反応というものは、どういうものだったんでしょうか。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 この交付金の申請希望者に対しては、５月に「手続きのご案内」、それから「申請書・記載要

領・交付金の内容等」をお送りしており、併せて国の改正内容について、Ａ４判別刷りのチラ

シを同封し、周知をいたしました。 
 発送後、何人かの方から、「水張りはどの時期に行えばよいか」「水張りできない場合どのよ

うにすればよいか」といったご質問を受けましたが、その都度、国の改正内容について、ご理

解していただけるよう説明を行いました。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 そして、この交付金について、私が回ったときに、文書を見ていないという人がいたんです

ね。こんな大事なことなので、生産者を集めて説明をしてほしかった、その中でいろいろな質

問とか、そういう問題点も聞きたかったという声があったんですけども、やはりこんな大事な

ことですから、町で説明をするということが必要だったんではないかなと思うんですけれども、

町としてはどういうふうにお考えですか。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 一部先ほどの質問と重複いたしますが、事務の流れについてご説明をさせていただきます。 
 毎年３月に、農地を所有している方全員に「水稲生産実施計画書・経営所得安定対策営農計

画書・水稲共済加入申込書」が一連となった帳票をお送りいたします。 
 農業者の皆さまには、この帳票に必要事項を記入のうえ、産業課に提出していただきますが、

「水田活用直接支払交付金申請予定あり」と回答した方に対して、５月に改めて「手続きのご

案内」「申請書・記載要領・交付金の内容等」をお送りしております。 
 この際、国の改正内容について、Ａ４判別刷りのチラシを同封し、周知をしております。 
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 ご質問の「説明会」については、今後の状況を注視し必要性を精査していきたいと考えます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 町のアクションプランでは、遊休農地の解消と作付面積の拡大を図るということで、令和６年

度に３３ヘクタールということで目標を持っているんですけども、水路が壊れて水張りができ

ないという声を多く聞いたんですね。町として、目標３３ヘクタールということを掲げている

んですけれども、こういう制度が改定になって交付金が出ないんだったら、もう作っていても

しょうがないということを言っている人たちが多い中で、現状の把握と言うんですかね、それ

はどういうふうにされているのか、どうなのかということを、まずお聞きしたいと思います。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 水路等の破損状況は、建設課に申請のあった「道路及び水路等に係る原材料支給」ですとか

「土地改良施設改修事業」について把握しておりますが、個々の農地の状況については把握し

ておりません。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 どのくらい目標があって、それに向けて、あけぼの大豆を増やそうという中で、どのくらい

の人たちが作ってくれるのかということを把握するということは、大事なことなんではないか

なと思っているので、この改正によって、どのくらいの人たちがやめることになるのか。あけ

ぼの大豆など、どのくらい増えるのか、減るのかということは、あけぼの大豆を特産品として

進めている、町にとっても大事なことだと思うので、ただ把握をなかなかされていないという

のは、ちょっと私、不思議なんですけれども、把握されていないということであれば、それは

それで仕方がないのかなと思います。 
 先ほども言いましたけれども、水張りができないと補助金が出ないということで、耕作をや

めるという人がいるという話を、私も何人かから聞いたんですね。この問題は本町だけではな

くて、やはり全国的にもいろいろな波紋を広げているということをお聞きしています。 
 北杜市の話をちょっと聞いたんですけれども、北杜市では昨年１２月に鈴木農林水産副大臣

に来てもらったり、それから６月に自由民主党の茂木幹事長や中谷真一、堀内詔子両国会議員

が市内の水田活用直接支払交付金の対象農地を視察したそうです。市長自らも国会に行って、

要件緩和や農業者支援に関する要望書というのを提出しているそうなんですね。 
 やはり本来、水田で使えるところを水張りができなくなって、水路が壊れてしまったという

ようなところは、個人の力で原材料支給するからいいという問題ではないんではないかなとい

う話を聞いて、そう思ったんですね。 
 やはり国なりに要件緩和とか、そういう要望を出すという方法しかないのかなと思ったんで
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すけども、１つの町ではとてもできることではないので、こういう要望書をやるしかないのか

なと。それで、細々、皆さん、きっと農業を、話を聞いたら、うちがやらなくなったら、この

辺、草ぼうぼうになってしまうんだよという話も多くの方から伺って、みんな一生懸命頑張っ

てやっているということなので、農業を守る、それから従事者を守るということも町の大事な

仕事だと思いますので、ぜひ国へ、一つの町では大変な問題なので、国へ要望するということ

をしていかないとなかなか解決できないのかなと思いますけれども、町長、この話、いかがで

しょうか。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月町長。 
〇町長（望月幹也君） 

 通告ですと、１－③で問いがありまして、産業課長が当面の間ですけど、そういう制度があ

りますから、水路へ水張りというのがですね、できれば水路の管理組合とまず協議をして、道

路及び水路等に係る原材料支給、または土地改良施設改修事業などを、まずは活用してもらう

ということになります。 
 それと、実は私、土地改良団体連合会の理事に選任をされていまして、土地改良団体連合会

の国会議員の顧問とか、会長さんはもともと農水省の職員だったんですね。今度、会う機会も

ありますので、個人的にはそういう機会を捉えて、要望をまず出します。 
 それ以外には、やはり北杜市へそれなりの大物の国会議員さんが来たということは、やっぱ

り米どころ、農業の規模が違いますので、そのために来たのか、何か別の用があって北杜市へ

視察に行ったのか、そういう意味合いはちょっと分かりませんけれども、身延町のこの農業規

模だけで、まさか国会議員の先生に来てくれというのはなかなかできませんから、町村会を通

じて、山梨県町村会として何か要望ができるかということを今後、町村会のほうへも諮ってみ

たいと思っています。 
〇議長（上田孝二君） 

 渡辺文子君。 
〇１２番議員（渡辺文子君） 

 ２点目、訪問介護事業に対しての支援をということで質問をいたします。 
 国の介護保険の改定で、今年４月から訪問介護報酬が切り下げられました。ヘルパーさんが

自宅を訪問する介護サービスは、利益率が高いからというものです。 
 サービス付き高齢者向け住宅などで、次々に効率的に訪問できる都会の大手事業所などは高

い利益を上げていますが、４割を占める小規模事業者は大手のやりたがらない１軒１軒、離れ

た家を訪問するので、移動距離も時間もかかり、そもそも赤字で苦しんでいました。報酬切り

下げでさらに追い詰められています。 
 全国的には、訪問介護事業所がない自治体が６月末時点で全国９７町村にのぼり、残り１事

業所だけの自治体も２７７市町村あり、高齢者の生活を支える訪問介護事業所が休止や廃止に

追い込まれ、サービスの空白地域が広がっています。 
 高齢者が自宅で安心して生活するために、訪問介護はなくてはならない事業です。特に本町

のように一人暮らしの高齢者が多い町ではなおさらです。 
 本町には４つの事業所がありますが、現状の把握はできているのかお聞きします。 
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〇議長（上田孝二君） 
 深沢福祉保健課長。 

〇福祉保健課長（深沢泉君） 
 お答えいたします。 
 国は３年に一度、介護報酬を見直しており、令和６年度の介護報酬改定では、全体で１．５９％

引き上げとなっていますが、訪問介護については基本報酬が引き下げとなりました。 
 訪問介護の基本報酬引き下げの理由として、利益率が高く、処遇改善加算率も高く、処遇を

改善すべき介護職以外のスタッフが少ないことを国は挙げています。 
 しかしながら、地域的に移動距離が長く効率が悪いこと、ヘルパーの確保が難しいこと、そ

れに加え今回の基本報酬引き下げにより、町内４つの訪問介護事業所は、いずれも運営が厳し

い状況にあるということを伺っております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 今年、上半期（１月から６月まで）の訪問介護事業所の倒産が、２０００年の介護保険制度

スタート以降で最多となりました。ほとんど小規模事業者です。小さな事業者は少人数で１軒

１軒、回ります。大人数で集合住宅などを回る大手と違い、効率的にサービス提供できません。

人手不足に加えて、新型コロナウイルスの感染対策をしながらのサービス提供で、訪問件数も

増やせない、ガソリン代や介護用品などのコストも上がっています。そして、この４月から訪

問介護の基本報酬が減りました。 
 このままでは、高齢者は在宅で暮らし続けることができなくなります。介護は必要になった

ときに安心して訪問介護を受けることができるよう、訪問介護報酬の引き下げに対して政府に

撤回を求めるとともに、訪問介護事業所への支援が必要だと思いますが、町としてはどうお考

えですか。お答えください。 
〇議長（上田孝二君） 

 深沢福祉保健課長。 
〇福祉保健課長（深沢泉君） 

 お答えいたします。 
 町内にある介護保険サービス提供事業所は、４つある訪問介護事業所のほかに、訪問看護事

業所が３つ、訪問リハビリテーション事業所が２つ、通所介護事業所が８つ、通所リハビリテー

ション事業所が２つ、小規模多機能型居宅介護事業所が１つ、福祉用具事業所が１つ、短期入

所生活介護事業所が４つ、介護老人保健施設事業所が１つ、認知症対応型共同生活介護事業所

が１つ、介護老人福祉施設事業所が４つ、居宅介護支援事業所が７つ、計３８事業所あります。 
 定期的に行われる国の介護報酬改定を受け、介護保険サービスを提供する３８ある事業所の

うち、訪問介護事業所だけに町が助成金等を支給するような支援は、今の段階では難しいと考

えています。 
 しかしながら、訪問介護事業所の運営は厳しいということを伺っていますので、機会を捉え

て、基本報酬を是正するよう国へ強く要望したいと思います。 
 以上です。 
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〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 次に３番目、病児・病後児保育について質問します。 
 本町では、仕事などの都合で病気中や病期回復期にある子どもの育児ができない方のために、

医療機関に併設された保育施設で一時的に預かる事業を実施しています。看護師さんや保育士

さんがいて、安心して子どもを預けられることができ、小学校６年生まで利用できます。 
 県内では、１６市町が委託する病児・病後児保育施設が２０施設あり、２０１９年度の県内

病児・病後児保育施設の利用者は５，５６１人でしたが、新型コロナの影響で２０２０年度に

は１，７４８人に落ち込みました。２０２１年度は３，６８４人、２０２２年度は３，５２５人。

県は新型コロナが５類に移行したことを踏まえ、今後は利用者数がコロナ禍前の水準に戻ると

見込んでいるという新聞報道です。 
 飯富病院に委託をしている本町の病児・病後児保育の利用状況はどうか、お尋ねします。 

〇議長（上田孝二君） 
 遠藤子育て支援課長。 

〇子育て支援課長（遠藤仁君） 
 お答えいたします。 
 病児・病後児保育につきましては、平成３０年４月から県内全域での広域利用が可能になっ

ており、身延町在住の子どもについても他市町村の施設が利用できますので、飯富病院にお願

いしている保育室の利用者という観点でお答えいたします。 
 令和５年度については、開設日数２８日、延べ利用人数は町内在住者２６人、町外在住者６人

の計３２人の利用がありました。例年、延べ２０人から３０人の利用となっている状況であり

ます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 ７月に行われた身延ユナイテッドサッカークラブの保護者の皆さんとの懇談会の中でも、病

児・病後児保育について、保育園から文書はもらったが説明がないので、４人子育てをしてい

るが、一度も利用したことがないという発言がありました。また、身近な人も利用したことが

ないということを話していました。 
 子育てをしている若い人たちに、この制度がなかなか周知をされていないと感じました。い

ろいろ広報とか、飯富病院とかそういうところで宣伝しているのは理解しているんですけど、

若い人たちに訴えるような新しい宣伝をしていかないと、なかなか、今、子育てをしていて必

要な人たちに届かないというのが現実ではないかなと思うんですね。 
 若い方に聞いたら、子育てお得情報みたいな、そんなのがあったらいいなとか、それもＳＮ

Ｓでやるんでしょうけど、私たち古い感覚だと、ポスターか何かがあって、あればもう分かっ

てくれるというふうに思うんだけど、やっぱり今の方は広報に出してもなかなかそういうもの

は伝わらないというのが現実だと思うので、そういう若い人たちになんとか分かってもらえる

ような方法も考えながら周知をしなければいけないんではないかなと思いますけど、この問題
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について、お答えをお願いいたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 遠藤子育て支援課長。 
〇子育て支援課長（遠藤仁君） 

 お答えいたします。 
 この制度は、山梨県が市町村に施設設置を促している事業であります。 
 制度の周知については、広報および町ホームページに掲載、周知しております。また、飯富

病院、町内保育施設、学童施設、本庁、各支所などに毎年更新してチラシや利用申請書を配布、

山梨県ホームページにも掲載されているものであります。 
 必ずかかりつけ医の確認が必要となること、急性期および感染症の疑いがある場合は、入院

または自宅療養しなければならないこと等、制約があるため、利用する認識を持たれない傾向

にあるかと思われます。 
 今後に向けて、県と連携しながら利用料の軽減に取り組むなど、制度の利用促進を図ってま

いります。 
 また、周知の仕方を検討し、子育て世代にとって、母子健康手帳交付時から適切なタイミン

グで必要な情報が得られるよう、きめ細やかな支援を目指してまいります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 ４点目に移ります。安全な水道水について、質問をいたします。 
 数年前から有機フッ素化合物ＰＦＡＳが米軍基地や工場周辺の河川や地下水などで検出をさ

れています。ＰＦＡＳには毒性があり、長期的に飲んだ人への発がん性、ホルモンかく乱作用、

免疫機能の低下などの健康被害が懸念されています。 
 今では、日本各地の住民の血液から高い値のＰＦＡＳが検出されています。 
 岡山県吉備中央町では、町の浄水場の水から国の暫定目標値の２８倍の濃度のＰＦＡＳが検

出され、町の責任で町民の血液検査をするということです。 
 以前は米軍基地や工場などの周辺などで多く検出されていたので、本町では大丈夫だと思っ

ていましたが、日本各地で多く検出されてきたので心配になってきました。 
 町民の方から同じように心配の声を聞きました。ある方は役場に検査をしてくれるように電

話をしたと話しておられました。 
 町内の水道水の検査が必要だと思いますが、町としてはどう考えるのでしょうか。お聞かせ

ください。 
〇議長（上田孝二君） 

 内藤上下水道課長。 
〇上下水道課長（内藤哲也君） 

 お答えいたします。 
 ５月２９日付けで国より調査依頼があり、身延町においても調査の必要があると判断したた

め、年間で水質検査委託を請け負っている「山梨県食品衛生協会」に依頼し、追加で原水（ろ

過前および塩素滅菌前の水）について調査を実施いたしました。 
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 身延町内水源３７カ所の全箇所において、不検出であった旨の報告がありました。 
 今後も安心安全な水を提供できるよう継続的に検査をしていきたいと考えております。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 ３７カ所、全部安心だということで安心しましたが、今後もぜひ引き続き継続的に検査をし

ていただきたいと思います。 
 以上をもちまして、私の一般質問を終わります。 

〇議長（上田孝二君） 
 渡辺文子君の一般質問を終わります。 
 ここで暫時休憩とします。 
 再開は午後２時４０分とします。 

休憩  午後 ２時３０分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午後 ２時３８分 
〇議長（上田孝二君） 

 それでは時間が早いですけど、休憩前に引き続き一般質問を再開します。 
 次は通告６番、伊藤雄波君の一般質問を行います。 
 伊藤雄波君の質問を許します。 
 登壇してください。 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 通告に従い一般質問をします。 
 まず最初に、富士川流域の活性化についてお伺いいたします。 
 富士川流域のアユは、尺物のアユが釣れると全国的に有名な川で、尺物が釣れるのは熊本県

の球磨川か、山梨県の富士川だと認知された川でした。ただ、最近、本数がかなり少なくなり、

人気に陰りが見え始めています。最近では、あまり太公望を見かけなくなりました。 
 支流では、常葉川などちらほら見かけますが、やはり以前よりはかなり少なくなったと釣り

人に直接お伺いしました。 
 原因は、いろいろあろうかと思います。 
 そこで伺います。 
 「富士川中流域アユを育む・清流プロジェクト」の取り組みを行っているとのことですが、

開始時期と経緯を伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 千頭和建設課長。 
〇建設課長（千頭和康樹君） 

 お答えいたします。 
 富士川中流域における地元自治体や関係者の意見を受け、今後、アユが減少した原因を研究

した上で、アユが生息しやすい川づくりに関する対応を検討し、関係者が役割分担の中で各種
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の取り組みを実施することを目的とし、国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所および

山梨県が事務局となり、早川町、身延町、南部町および日本軽金属株式会社と共同で立ち上げ

ることで、令和４年３月２９日に確認書を交わし、令和４年７月２１日に「富士川中流域アユ

を育む・清流プロジェクト」第１回検討会を開催し、プロジェクトの立ち上げと今後の進め方

および予定を決定いたしました。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 非常に、私も楽しみにしていたプロジェクトを立ち上げてくれたと思いました。しかしなが

ら、令和４年７月２１日にこの会の第１回検討会を開催して以来、以降２年が経ちますが、具

体的な動きが感じられないと思いますが、そこで伺います。 
 プロジェクトの具体的な取り組みと今後の展望について伺います。 

〇議長（上田孝二君） 
 千頭和建設課長。 

〇建設課長（千頭和康樹君） 
 お答えいたします。 
 第１回検討会において、アユプロジェクトに関係機関の代表者による検討会と、検討会の下

にワーキンググループを置くこととして、現在、３回の検討会と７回のワーキンググループ会

議を行っております。 
 ワーキンググループ会議においては、山梨県水産技術センター職員を講師に、アユの生活史

や生活環境の基礎知識の勉強会をはじめ、富士川本流や早川、福士川等の現地調査等を行って

おり、それぞれの機関の取り組みといたしましては、国・県の河川管理者は、河川環境調査や

河川パトロールおよび、河川整備の際の環境配慮事業等の実施、地元自治体は地域と連携した

河川美化活動や広報活動の実施、水利権者は稚魚の放流支援、ダム等運用の検討、河川環境現

状調査、魚道の維持管理の実施としております。 
 現在の実施状況は、国土交通省は、河川の流量、水質、水温等の調査、魚類調査、工事の際

の環境配慮として、大石の配置等の継続実施。山梨県は、魚類の採捕、環境ＤＮＡ、付着藻類

の調査、河川内の巨石等を活用した環境配慮工法として、上流に向け突起させた水制工のよう

なバーブ工の設置や、魚道の補修工事の実施。各自治体は、河川美化活動や広報活動の実施。

水利権者である日本軽金属株式会社は、取水堰において魚類の調査、魚道の維持管理、河川環

境美化活動の実施を行っております。 
 目指す姿といたしましては、アユ釣りや川遊びをする人々で活気があった。アユを指標種と

して、アユが生息しやすい川づくりに取り組み、かつてのようにアユ釣りが盛んで活気のある

富士川の姿を目指して活動していくこととしております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 今の答弁を聞く限りでは、結局のところ、調査調査でもう２年が経った、今も何も進んでい
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ないという感じがします。 
 さて、本来、天然アユは年魚です。静岡県、海から富士川流域に遡上してきます。天然アユ

が少なくなった理由を調べると、１つは堰堤における魚道の確保。町内の堰堤ではほぼ上がっ

てくるアユも圧倒的に少ないけれども存在はするそうです。問題は静岡県内の堰堤だというこ

とです。 
 ２つ目は、長野県釜無川上流における採掘事業によるアユの餌になる藻の生育が悪い。砂に

混じった濁った水質だそうです。 
 ３つ目は、これが厄介で、役場の裏の富士川でも何羽もの鵜を確認できます。私も見たこと

あります。川に潜ってアユを飲み込み、とんでもないところから浮上してきます。そんな鵜が

峡南橋を中心として、３００羽ほど確認されたそうです。 
 これが問題点と原因だそうです。 
 もちろん、今、課長がおっしゃったように調査も必要ですが、調査をして原因を見つけ、計

画を立て、そしてそこを実行していくのでしょう。せっかく、このプロジェクトチームがある

のであれば、１の魚道に関しては静岡県、濁った水質に関しては長野県、鵜に関しては釣り人

が増えることによって解消できるのではないかという、漁協の方の意見でした。 
 いずれにしても、国、県、３つの町のプロジェクトチームです。両県に意見することもでき

ると思います。それを私は期待しています。 
 次に、町長が漁協に対しての交付金を出していますが、使途を含め詳細を伺います。 

〇議長（上田孝二君） 
 松田産業課長。 

〇産業課長（松田宜親君） 
 お答えいたします。 
 町が「農林水産業振興事業補助金」の対象として、「河川の浄化・稚魚放流事業」に対し、補

助金を交付しているのは「富士川漁協中富地区」「同じく下部第１地区」「同じく下部第２地区」

「本栖湖漁協」の４団体で、各３万円を交付しております。 
 活動内容は、町からの補助金をはじめ、釣り人の遊漁料や組合員から納付される漁業権行使

料などを原資に、河川清掃や草刈り、放流、試釣、産卵床造りなど、種苗放流や漁場の管理等

を行い、内水面の生態系と生物多様性に配慮した活動を実施しております。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 再質問をお願いします。 
 答弁の中で、富士川漁協中富地区、下部第１地区、下部第２地区、本栖湖漁協とありました

が、身延地区も同じように草刈りや放流等を行っていますが、なぜ身延地区が漏れているのか

を説明してください。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
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 補助金につきましては、「農林水産業振興事業補助金交付要綱」に基づき交付しております。

「富士川漁協身延地区」につきましても、交付申請の上、交付済み団体と同様の活動実績が確

認できれば、交付できると考えます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 身延地区は申請がないということでよろしいですか。 

〇議長（上田孝二君） 
 松田産業課長。 

〇産業課長（松田宜親君） 
 現在のところ申請はございません。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 分かりました。全部で５団体ということで、今のところ４団体で３万円、その作業を検討し

ますと、やはり３万円は実に少ないと考えますが、業務内容を見ると大変な活動だと思います。

増額の検討をすべきと今は思いますけれども、またこれも検討していただきたいと思います。 
 次に、富士川のアユ釣りは、当町の自然豊かな観光のシンボリックとなり得るものです。誘

導看板設置や駐車スペースの確保などの支援や金銭的なバックアップなど、検討すべきと考え

ますがいかがですか、伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 松田産業課長。 
〇産業課長（松田宜親君） 

 お答えいたします。 
 身延町内には、富士川のほか多くの一級河川および支流があり、特にヤマメやイワナを中心

とする渓流釣りやアユ釣りを目的として多くの釣り人が本町に訪れ、大変重要な観光コンテン

ツの一つとなっております。 
 今年７月に、身延町観光課公式インスタグラムに投稿しており、今後も引き続き周知をして

まいります。 
 誘導看板設置や駐車スペースの確保などの支援や、金銭的なバックアップについてですが、

釣りに特化した工作物の設置および駐車場の整備は難しいと考えます。 
 また、漁協に対する補助金については、先ほどのご質問でお答えしたとおり、河川の浄化や

稚魚放流事業に対して交付しておりますが、今後、レジャー的な要素での支援の必要性が生じ

た際は、観光部門と調整の上、検討してまいりたいと考えます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 今、課長が最後に、これからはレジャー的な要素とおっしゃっていました。最近少なくなっ
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た釣り大会やつかみ取り大会は、子どもが少なくなっても身延町に帰省する人、また近隣の人

たちが集まってくるようなイベントとして、河川でのキャンプなど、漁協や地域の人たちに計

画していただくのはどうでしょうか、考えてみてはいかがかなと思います。 
 例えば、今回のかみすきパークなどの場所、トイレも２４時間ということでありますので、

そこからちょっと遠いかもしれないけれども、峡南橋付近の釣りを利用してもらうなど、そう

いう取り組みもいいのではないかと思います。 
 町の予算も必要ですが、地域の資源や知恵を生かした河川の利活用促進による地域活性化が

観光振興を目的とした取り組みで、国土交通省が定める制度の中には、地域のかわまちづくり

の取り組みを河川管理者が支援する制度もあるようです。そのほかにも交付金事業がいくつか

あるそうです。このような交付金の利用を考えて開発をして、富士川流域の活用を観光の一翼

として考えていただきたいと思います。 
 身延町内には、釣りのポイントがいくつもありまして、その中で試し釣りでは峡南橋付近は

最高に今、釣れるみたいです。しかし、釣り人は、私はまだ確認していないのが現状です。実

にもったいないというふうに、富士川流域の開発に関しては思っています。 
 それでは次に、山梨県地震防災訓練について、お伺いいたします。 
 身延町総合文化会館において、１１月２４日（日曜日）に山梨県地震防災訓練が実施される

予定とのことですが、詳細をお伺いします。 
〇議長（上田孝二君） 

 天野交通防災課長。 
〇交通防災課長（天野芳英君） 

 お答えいたします。 
 山梨県地震防災訓練は、阪神淡路大震災を契機に、平成７年度以降、開催市町村を選定し、

山梨県と共催で開催されています。開催市町村の選定は、中北、峡南、峡東、富士・東部の４地

域の輪番制となっており、前回、身延町は合併前の平成１５年に身延町総合文化会館で開催し

ております。 
 令和６年度は身延町が開催町となり、１１月２４日（日曜日）に身延町総合文化会館をメイ

ン会場に開催されます。駿河湾から和歌山県南東沖を震源とするマグニチュード９．０の南海

トラフ巨大地震が発生し、身延町では最大震度７の揺れを観測。家屋の倒壊等により負傷者が

発生し、水道管の破裂、電話線断線等ライフラインにも被害が発生した想定で行われます。 
 参加団体は、山梨県警察本部、峡南広域行政組合消防本部、陸上自衛隊東部方面特科連隊、

国土交通省、甲府地方気象台など約５０の各種関係機関の協力をいただき、訓練等が行われま

す。 
 訓練内容ですが、現在、県、関係機関と内容について協議しておりますが、情報収集に関す

る訓練として、災害対策本部設置・運営訓練、被害状況偵察訓練など。救出・救助訓練では県

警機動隊、消防本部および自衛隊による救出・救助訓練や山梨ＤＭＡＴなど医療関係機関によ

る医療救護訓練。また、会場周辺の住民の方に参加いただき、避難所開設・運営訓練や炊き出

し訓練。防災関係機関によるライフライン応急復旧訓練や展示・啓発・体験ブースの設置等、

２０項目前後の訓練を計画しています。 
 なお、この訓練計画の中には町内に本社があり、町と災害協定を締結しているサイトテック

株式会社によるドローンを使用した訓練も含まれております。 
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 以上です。 
〇議長（上田孝二君） 

 伊藤雄波君。 
〇６番議員（伊藤雄波君） 

 山梨県地震防災訓練が思っていた以上の大規模訓練になるようです。せっかく災害協定を結

んでいる本町にあるサイトテックのドローンを、町としても大いにアピールするべきと考えて

詳細を伺ったのですが、その中に入っていたので、大型のドローンをぜひ、県民の皆さんに見

ていただきたいと思いました。本町にある企業です。ぜひ、企業を大事にサポートしてあげて

ください。 
 次に、山梨県主催とのことですが、当町の役割、また動員予定人数について伺います。 

〇議長（上田孝二君） 
 天野交通防災課長。 

〇交通防災課長（天野芳英君） 
 お答えいたします。 
 町の役割といたしましては、訓練会場の選定、設営および先ほど答弁いたしました計画して

いる２０項目前後の訓練のうち、町災害対策本部設置・運営訓練、避難所設置・運営訓練、福

祉避難所設置・運営訓練、災害ボランティアセンター設置・運営訓練、炊き出し訓練、地元消

防団による放水訓練およびドローンによる訓練が町で計画する訓練となっております。 
 動員人数につきましては、広報みのぶやホームページ、防災行政無線で周知を行い、関係者

を含め、おおよそ６００人程度を見込んでおります。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 再質問ですが、この訓練は大規模な開催となります。そんな関係で、町民も非常に関心のあ

る方がいらっしゃると思いますが、これは自由に見学に行くことができるのですか。 
〇議長（上田孝二君） 

 天野交通防災課長。 
〇交通防災課長（天野芳英君） 

 お答えいたします。 
 この訓練につきましては、自由に見学することができます。あまり見る機会がない各専門機

関による訓練もございますので、ぜひ会場にお越しいただいて見学いただきたいと思います。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 今、課長の説明ですと、おそらく最新鋭の技術と訓練になろうと思います。先ほどの課長の

答弁の中にありましたが、南海トラフ巨大地震の脅威に対しての参考として、身延町の災害に

大いに生かしていただきたいと思います。 
 次に３番、ヘルシースパサンロードしもべの湯での朝市について、お伺いいたします。 
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 ヘルシースパサンロードしもべの湯広場における朝市事業は、オープン当初から計画事業で

あるとの認識でしたが、現在の状況と今後の見通しについて伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 しもべの湯朝市事業につきましては、下部観光協会・指定管理者・町の３者で開催に向け、

運営方法等を検討しております。令和５年第４回定例会におきまして、伊藤雄波議員のご質問

にお答えいたしましたが、現在それぞれの意見を取りまとめており、一つひとつの問題を解決

しております。 
 今後につきましては、あけぼの大豆の枝豆の収穫時には朝市が開催できるよう協議してまい

ります。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 令和５年第４回定例会で質問しましたが、１２月、ほぼ半年以上経って、今も変わらない答

弁だという認識です。オープン前から朝市の計画がありました。準備期間は十分あったのです

が、まだ開催されていない状況です。キッチンカーの問題や水の問題、トイレの問題、多々あ

るようですが、解決に向け、町主導、経営でないにしても間に入り、問題点解決にスピーディー

にリーダーシップを取ってあげていただきたいと思います。そして、あけぼの大豆の収穫時の

開催、今年こそ実現できるように調整していただきたいと思います。 
 私のところにも、朝市が出たときに申し込みたいんだけれどもという方もいらっしゃいます

ので、ぜひ朝市の実現ができるようにしてください。 
 次に、身延ユナイテッドＳＣへのサポートについて。これは、午前中の同僚議員と同じよう

な質問になっていますが、私なりの見解もあるので、ぜひ質問させていただきたいと思います。 
 団体と議員との懇談会に出席し、身延ユナイテッドＳＣの練習をじっくり拝見することがで

きました。４０名近くの団員の活動、熱量に驚きました。有名選手によるサッカー教室などの

イベントの開催等、このクラブへのサポートをすべきと考えますが、そのような計画の検討に

ついて伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 身延ユナイテッドＳＣは、日本サッカー協会に所属するとともに、町スポーツ協会にもスポー

ツ少年団として所属し、活動をしております。現在、町スポーツ協会には２４種目、３４団体

が所属しており、多くの町民の方がスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上に努めておりま

す。 
 スポーツ協会は、町教育委員会生涯学習課が所管し、町職員が事務局を担っており、みのぶ

スポーツフェスタの開催や県スポーツ協会との調整、活動費の補助、機械器具整備の補助等、
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各団体へのサポートを行っております。 
 今年度７月末に、身延ユナイテッドＳＣスポーツ少年団が姉妹都市協定を結ぶ千葉県鴨川市

に交流事業で訪問いたしました。交流事業では、女子サッカーなでしこ１部リーグで活躍する

選手を招いて、サッカー教室を実施したところ、子どもたちも大変喜んでおりました。 
 このような有名選手によるサッカー教室等の開催につきまして、町に補助要綱がございます

ので、事業実施の際は生涯学習課へご相談いただければ対応させていただきます。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 分かりました。サポートとはお金を出しているということ、補助要綱があり、事業実施の際

はと言われましたが、そういうお金の問題も非常に大切ではあります。しかし、それだけでは

なく、このクラブに対するアイデアをもっと、町としてほしいです。 
 サッカーや野球のようにチーム戦である以上、少数であれば試合は成立しないので、近隣の

町から生徒に来てもらうような時代も、もうすぐそこに来ていると思います。これも少子化問

題につながり、身延町は子育て支援をさらに充実して、スポーツ教室の開催、コーチの派遣、

町のコーチライセンス取得など独自の予算を組み込んでほしいと私は考えます。 
 ところで、職員の中でいろいろお伺いしますと、町長は非常に運動神経がいいというふうに

伺いました。よく、いろんなところで耳にします。本当かどうか分からなかったので、先ほど

ちょっとお伺いしましたら、自分でも本当だと言っていましたので、かなりスポーツマンであ

るというふうに理解します。 
 特にサッカーは得意で、チームに入っていてやっていたということをおっしゃっていたので、

ご理解あるなというふうには思っています。また、ヴァンフォーレ甲府の試合もよく応援に行

かれるくらい、サッカーに理解があると感じました。 
 このヴァンフォーレの選手たちも子どものころ大きな夢を抱き、小さなときもおそらく「夢

は何」と聞くと「プロサッカー選手」と答えた選手がほとんどだったと思います。身延ユナイ

テッドＳＣにも将来有名になるであろう選手がいるかもしれません。子どもたちに「将来の夢

は何か」と聞くと、ほとんどの子が「プロサッカー選手になりたい」と言っていました。そん

な子どもの夢のサポートを、やはり町は考えてほしいと思います。 
 そこで質問をさせていただきます。 
 当町はサッカーを続ける環境が、先ほどもありましたが、ありません。現状についての当局

の見解をもう一度、伺います。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 お答えします。 
 現状として、身延中学校にサッカー部が設置されておりませんので、中学校の部活動でサッ

カーに取り組むことはできません。また、中学校もサッカー部に限らず、部の新設は生徒数が

減少している中で難しいとの見解です。 
 先の遠藤公久議員のサッカー環境の整備に関するご質問でも答弁しましたが、少子化の中で
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も子どもたちが、スポーツや文化芸術活動に親しむ機会を確保できるように模索していく必要

はあると思いますので、サッカー環境整備も部活動の地域移行の取り組みの中で検討していく

課題と考えます。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 しだれ桜の里事業もありますが、子どもたちのアイデアから生まれた町の事業になりました。

もう数年で桜の状況も満開となり、その夢は大輪の花を咲かせ成功することと思います。 
 また、身延ユナイテッドＳＣから巣立っていく少年少女たちにも大きな夢があります。その

実現にチャンスと協力をお願いしたいと切に思います。 
 ここのところ、新聞紙上やメディアで身延町出身のゴルフ少女、長澤愛羅さんの記事が出て

います。１２歳から１５歳の部で日本一。また、つい最近、１５歳から１７歳までの部でもや

はり日本一に。大変なことであります。また、県の、これは大人も入ったアマチュア選手権で

５連覇という活躍をしています。 
 子どものときから町内に住所を置き、中学はゴルフ練習場のある鰍沢中学校へと進学してい

きました。しかし、身延町から鰍沢まで通学していたと言います。本人はもとより、保護者も

大変なご苦労があったと思います。やはり彼女も、もちろんプロになるという夢があります。

それに向かっての第一歩を踏み出しているということと思います。 
 今度は子どもたちの夢の実現をサポートするまち身延町として、サッカーや野球、柔道をは

じめいろんな競技の子育てスポーツ支援の取り組みをぜひお願いしたいと思います。 
 次に、小中学生の登下校時における熱中症対策について、お伺いいたします。 
 この暑さは、昨年より今年、このように厳しくなってきています。地球規模で気候変動をも

たらして、人間の暮らしに大きな被害をもたらす地球温暖化、その脅威になるのが気温上昇で

す。そこでお伺いします。 
 令和５年１２月の一般質問で、登下校時における日傘の使用を提案しました。今年の猛暑は

２学期の登校時にも影響を与えるはずだと思います。暑さ対策の具体的な取り組みについて、

お伺いします。 
〇議長（上田孝二君） 

 望月学校教育課長。 
〇学校教育課長（望月俊也君） 

 お答えします。 
 今年の夏の暑さは例年にも増して厳しい暑さで、午前中の早い段階から高温となる日も多く、

学校においてもプールなどの屋外活動を控えたり、水分補給や休憩をこまめにとるなど、熱中

症対策に大変気をつかう中で学校現場も対応しております。 
 児童生徒の登下校における暑さ対策についても、国の学校教育活動等における熱中症事故防

止の通知や県の熱中症対策のガイドラインを踏まえ、涼しい服装や帽子の着用、適切な水分補

給に留意するなどの熱中症対策を講ずるよう、学校へも周知しております。 
 以上です。 
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〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 熱中症対策のガイドライン、涼しい服装、帽子の着用、適切な水分補給とおっしゃっていま

したが、当然、当たり前のようなことだと私は思っています。具体的にはというのは、やはり

日傘の使用や、そういったものです。１２月の一般質問では危ないとのことでしたが、雨の日

の登下校では、傘をさしているはずです。晴れた日は危ないということなのでしょうか。また、

運転者側から見て、皆さんも運転されているので同じように感じるのではないかと思います。

私が運転している以上、傘をさしていると見やすいです。対向車としても、後方からも、運転

において傘は非常に目立ちます。また、一列になるので安全であり、コロナ対策としてのソー

シャルディスタンスも保てる。もう一度、検討してみていただきたいと思います。 
 そのほかにも、具体的にはバックパックや、またクールネックリング、冷却タオルなど、具

体的な取り組みはあろうかと思います。そういった取り組みを考えていただきたい。 
 通勤に家から会社まで車を使う大人の目線ではなく、大人よりもはるかに身長の低い子ども

たちが地面の照り返しを受けながら通学しているのです。まずは、子どもの目線で考えてみて

いただきたいと思います。 
 次に、道の駅にしじま和紙の里かみすきパークについて、お伺いします。 
 最近よくニュースに出ましたが、靖国神社の石塔や、また公共施設や神社仏閣などにおける

落書きがよく見かけられます。身近なところでは、ＪＲ久那土駅のトイレです。最近でもまだ

トイレを詰まらせ、週に１回はいたずらをする人がいるそうです。それをきれいにしていただ

いている町民に話を聞きました。一度、環境課に連絡をして来てもらったそうです。詰まりを

取り除く作業を見ていたので、やり方は知っていたので、詰まったら職員の方がいつも来てか

わいそうだからと言って、自分で毎週きれいにしていたそうです。この行為に対しては、本当

に感謝を申し上げたいと思います。 
 そこで質問です。 
 かみすきパークに２４時間使用可能なトイレの設置が予定されています。管理は指定管理者

に委ねられるとのお考えですが、いたずらや防犯に対して、例えば人員の配置・巡回や防犯カ

メラの設置など、具体的に対策があれば教えていただきたいと思います。 
〇議長（上田孝二君） 

 青嶋生涯学習課長。 
〇生涯学習課長（青嶋浩二君） 

 お答えいたします。 
 道の駅登録要件の必須項目である、利用者が無料で２４時間使用できるトイレにつきまして

は、ベビーコーナーを２部屋併設する建物を現在建設中でございます。 
 完成後の管理につきましては、清掃や消耗品の管理、職員の巡回等について指定管理者にお

願いする予定であり、詳細な点につきましては、今後協議してまいります。 
 また、防犯カメラについては、駐車場やトイレに限らず施設全体をカバーできるような配置

で、設置を予定しております。 
 夜間の警備につきましては、警備会社に業務を委託いたします。 
 なお、いたずらか否かにかかわらず、修繕が必要になった場合は、町が掛ける損害保険の対
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象となりますので、費用は保険で賄うこととなります。 
 以上でございます。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君。 

〇６番議員（伊藤雄波君） 
 いたずらや防犯に関しては、安心できる対応になっているということですね。それと、清掃

など指定管理者と協議していくことになろうかと思いますが、融通がきく、地元でお願いでき

るのであれば地元にということも検討していただきたいとお願いをしまして、質問を終了した

いと思います。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 伊藤雄波君の一般質問を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 休会の決定。 

 お諮りします。 
 議案調査のため、９月１０日（火曜日）は休会にしたいと思います。 
 ご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 したがって、９月１０日（火曜日）は休会とすることに決定しました。 
 以上で、本日の議事日程は終了しました。 
 本日は、これをもちまして散会といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（若狭秀樹君） 
 それでは、相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

散会 午後 ３時２０分 
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令和６年第３回身延町議会定例会（３日目） 
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議会事務局長 若 狭 秀 樹 
録 音 係 青 柳 江 美 
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開会 午後 ４時０６分 
〇議会事務局長（若狭秀樹君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（上田孝二君） 
 議員各位ならびに町長をはじめ執行部各位には、緊急での本会議の開催となりましたが、ご

出席、大変ご苦労さまです。 
 それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第３号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告を行います。 

 本日の説明員として、地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知のありました者の職氏

名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 議案の訂正についてを議題とします。 

 町長から説明を求めます。 
 望月町長。 

〇町長（望月幹也君） 
 本日は、令和６年第３回身延町議会定例会開催の中、貴重なお時間をいただき、ありがとう

ございます。 
 それでは、令和６年９月２日に提出いたしました議案第８４号 令和６年度身延町水道事業

会計補正予算（第２号）について、議案書の一部に不備があったため、訂正していただきたく、

身延町議会会議規則第２０条の規定により、事件訂正の請求をさせていただきます。 
 今回の議案につきましては、議会および議員の皆さまに大変ご迷惑をお掛けしましたことを

心よりお詫びを申し上げます。すみませんでした。 
 後ほど、訂正内容等の詳細説明を内藤上下水道課長がいたしますので、ご審議を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 
 よろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 町長の説明を終わります。 
 次に、担当課長から内容説明を求めます。 
 内藤上下水道課長。 

〇上下水道課長（内藤哲也君） 
 貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。 
 議案第８４号 令和６年度身延町水道事業会計補正予算（第２号）一部訂正について、内容

説明をさせていただきます。 
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 ３ページをご覧ください。 
 今回の補正で、第３条中、第１款資本的支出が７５６万８千円増額となるため、不足する額

を補填するための当年度分損益勘定留保資金も増額するところでしたが、誤って減額して掲載

しておりました。 
 つきましては、議案の訂正についての表のとおり、令和６年度身延町水道事業会計補正予算

（第２号）、第３条中の当年度分損益勘定留保資金１億２，９９９万４千円に７５６万８千円を

増額し、１億３，７５６万２千円に訂正をお願いするものです。 
 大変申し訳ございませんでした。 
 以上で、議案第８４号の一部訂正について、内容説明を終わります。 
 よろしくご審議くださいますよう、お願い申し上げます。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、担当課長の説明が終わりました。 
 これより質疑を行います。 
 本件について、質疑ありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で質疑を終わります。 
 お諮りします。 
 ただいま、議題となっております議案の訂正について、身延町議会会議規則第２０条の規定

に基づき、議会が許可することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、議案の訂正については、議会が許可することに決定しました。 
 以上で、本日の議事日程は終了しました。 
 本日は、これをもちまして、本会議を散会といたします。 
 ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（若狭秀樹君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

散会 午後 ４時１１分 
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令和６年第３回身延町議会定例会（４日目） 

 
令和６年９月１１日 
午前 ９時００分開議 
於 議 場 

 
１．議事日程 

 
日程第１ 諸般の報告 
日程第２ 委員長報告 
日程第３ 認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認

定について 
日程第４ 報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて（身延町公平委員

会委員の選任について） 
日程第５ 議案第７５号 身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正

する条例について 
日程第６ 議案第７６号 身延町市之瀬味噌加工所条例の一部を改正する条例につ

いて 
日程第７ 議案第７７号 身延町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例について 
日程第８ 議案第７８号 身延町和田辺地総合整備計画の策定について 
日程第９ 議案第７９号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議

について 
日程第１０ 議案第８０号 令和６年度身延町一般会計補正予算（第４号） 
日程第１１ 議案第８１号 令和６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号） 
日程第１２ 議案第８２号 令和６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号） 
日程第１３ 議案第８３号 令和６年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算

（第１号） 
日程第１４ 議案第８４号 令和６年度身延町水道事業会計補正予算（第２号） 
日程第１５ 議案第８５号 令和６年度身延町下水道事業会計補正予算（第３号） 
日程第１６ 同意第４号 身延町教育委員会委員の任命について 
日程第１７ 同意第５号 身延町監査委員の選任について 
日程第１８ 同意第６号 身延町公平委員会委員の選任について 
日程第１９ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることにつ

いて 
日程第２０ 請願第１号 加配定数の振り替えによらない小学校３５人学級の実施、

中学校での３５人学級の実施、教職員定数改善、及び義

務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書 



 １１０

日程第２１ 委員会の閉会中の継続調査について 
追加日程第１ 発議第１号 加配定数の振り替えによらない小学校３５人の実施、中

学校での３５人学級の実施、教職員定数改善、及び義務教

育費国庫制度拡充を図るための意見書案 
 
 

２．出席議員は次のとおりである。（１３名） 
 

 １番  遠 藤 公 久        ２番  深 山 光 信 
 ３番  佐 野   昇        ４番  山 下 利 彦 
 ５番  佐 野 知 世        ６番  伊 藤 雄 波 
 ７番  望 月 悟 良        ８番  田 中 一 泰 
 ９番  広 島 法 明       １０番  野 島 俊 博 
１２番  渡 辺 文 子       １３番  伊 藤 達 美 
１４番  上 田 孝 二 

 
 

３．欠席議員は次のとおりである。 
 

な  し 
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４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

（２２人） 
町       長 望 月 幹 也 副 町 長 遠 藤  基 
教 育 長 馬 場  泰 総 務 課 長 大 村  隆 
会 計 管 理 者 望 月  融 企 画 政 策 課 長 幡 野  弘 
交 通 防 災 課 長 天 野 芳 英 財 政 課 長 佐 野 美 秀 
税 務 課 長 中 山 耕 史 町 民 課 長 伊 藤  剛 
福 祉 保 健 課 長 深 沢  泉 観 光 課 長 髙 野  修 
子育て支援課長 遠 藤  仁 産 業 課 長 松 田 宜 親 
建 設 課 長 千頭和康樹 土 地 対 策 課 長 深 沢 暢 之 
環境課長・上下水道課長 内 藤 哲 也 身 延 支 所 長 加藤千登勢 
下 部 支 所 長 笠 井 健 一 学 校 教 育 課 長 望 月 俊 也 
施 設 整 備 課 長 佐 野  彰 生 涯 学 習 課 長 青 嶋 浩 二 

 
 

５．職務のため議場に出席した者の職氏名（２人） 
 

議会事務局長 若 狭 秀 樹 
録 音 係 青 柳 江 美 

 
 
  



 １１２
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開会 午前 ９時００分 
〇議会事務局長（若狭秀樹君） 

 相互にあいさつを交わします。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 （ あ い さ つ ） 
 ご着席ください。 

〇議長（上田孝二君） 
 本日は大変ご苦労さまです。 
 それでは出席議員が定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 
 本日は議事日程第４号により執り行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１ 諸般の報告を行います。 

 本日の説明員として、地方自治法第１２１条の規定に基づき出席通知のありました者の職氏

名につきましては、一覧表としてお手元に配布したとおりです。 
 以上で諸般の報告を終わります。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２ 委員長報告。 

 （１）総務産業建設常任委員会に付託した議案第７６号および議案第７８号について、委員

長の報告を求めます。 
 総務産業建設常任委員会委員長、伊藤達美君。 
 登壇してください。 
 伊藤達美君。 

〇総務産業建設常任委員長（伊藤達美君） 
 それでは、端末の別紙、委員会審査報告書をご覧いただきたいと思います。 
 （以下、総務産業建設常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で、総務産業建設常任委員会の審査報告に対する質疑を終わります。 
 委員長は自席にお戻りください。 
 次に（２）教育厚生常任委員会に付託した議案第７５号、議案第７７号、議案第７９号およ

び請願第１号について、委員長の報告を求めます。 
 教育厚生常任委員会委員長、田中一泰君。 
 登壇してください。 
 田中一泰君。 



 １１４

〇教育厚生常任委員長（田中一泰君） 
 それでは、端末の別紙、委員会審査報告書をご覧ください。 
 （以下、教育厚生常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で教育厚生常任委員会の審査報告に対する質疑を終わります。 
 委員長は自席にお戻りください。 
 次に（３）予算決算常任委員会に付託した認定第１号および議案第８０号から議案第８５号

までについて、委員長の報告を求めます。 
 予算決算常任委員会委員長、伊藤雄波君。 
 登壇してください。 
 伊藤雄波君。 

〇予算決算常任委員長（伊藤雄波君） 
 それでは、端末の別紙の委員会審査報告書をご覧ください。 
 （以下、予算決算常任委員会報告書の朗読につき省略） 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で委員長の報告が終わりました。 
 委員長はその場でお待ちください。 
 これから委員長の報告に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で予算決算常任委員会の審査報告に対する質疑を終わります。 
 委員長は自席にお戻りください。 
 これから日程に従い討論・採決を行います。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第３ 認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての討

論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 渡辺文子君。 

〇１２番議員（渡辺文子君） 
 認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、一

般会計１０款教育費、７項学校給食費、給食センター調理業務委託費２，７３６万８千円につ

いて、反対討論いたします。 
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 令和５年第１回定例会で、学校給食センターでの調理業務委託予算について反対討論しまし

た。調理員さんの確保が難しいとのことで、調理の業務を東京の会社に委託をし、その分、今

までより多くの予算が必要だということでした。今まで会計年度任用職員だった方が、町の都

合で民間の会社に勤めることになった。その方たちが今までの給料や労働条件でという約束ど

おり働いているのかの確認が必要だと思います。引き続き働いている方は全員パートタイマー

だそうです。 
 この町の子どもたちが食べる給食を今までの方たちが作ってくれるのに、これまで以上に予

算がかかる東京の会社に委託をしなければならないのが、どうしても納得できません。 
 身延町後期高齢者医療特別会計決算および身延町介護保険特別会計決算について、反対討論

いたします。 
 後期高齢者医療制度は、無年金の方やこれまで家族に扶養されていた方を含め、７５歳以上

の全ての高齢者が保険料を支払わなければならないものです。２３万９，５１０円の不納欠損

が１９人、３２万９，４２０円の収入未済が２４人です。短期保険証の方もいるということで

す。これだけの後期高齢者が支払いに大変な思いをしていることを思うと胸が痛みます。 
 医療費の窓口負担２割化では受診抑制も起きています。高齢者医療制度は廃止をして、老人

保健制度に戻すべきです。 
 身延町介護保険特別会計決算について、反対討論いたします。 
 介護保険制度はスタートから２３年が経過しましたが、経済的理由で必要なサービスを利用

できない実態が広がっていて、家族の介護を理由にした介護離職も高止まりしたままです。介

護事業者は、深刻な人手不足と低い介護報酬のもとで経営難が続いていて、コロナ禍と物価高

騰は、こうした事態を一層加速させています。 
 この介護保険を介護する人、介護を受ける人が共に大切にされる制度に根本的に転換すべき

です。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 次に、原案に賛成者の発言を許します。 
 賛成討論はありませんか。 
 遠藤公久君。 

〇１番議員（遠藤公久君） 
 認定第１号 令和５年度身延町一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、一

般会計１０款教育費、７項学校教育費、細目６学校給食事業費委託料２，７３６万８千円につ

いて、賛成の立場で討論させていただきます。 
 旧中富身延給食センターから身延町学校給食センターへの移転に際し、旧給食センターから

調理員への就業継続の意向調査を行い、調理等業務委託契約仕様書を株式会社東洋食品と取り

交わしております。雇用および給与等、処遇につきましては、仕様書９ページ、３２項、その

他に詳細に明記してあります。 
 そこには、受託者は、現在、本町で給食調理業務に従事している調理員が本調理業務従事者

として従事を希望している場合は、原則全員を採用すること。また、賃金についても委託期間

中は下記に定める給与水準を確保するよう努めること。 
 ただし、本人が受託者の雇用条件に従えないもの、従事者本人に著しい問題がある者等に該
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当する場合は、この限りではない。 
 なお、追加の雇用にあたっては、身延町内に住所を有する者を優先的に雇用するよう努める

こと。 
 これらの実態調査についても、所管課である学校教育課で行われて確認されていると報告さ

れております。 
 また、委託費用のアップについても、最新のドライ方式を採用するにあたり、業務責任者、

副責任者、食品衛生管理者、食物アレルギー対応調理員等々、万全の体制で臨むには必要であ

る経費と認められます。 
 今後は、光熱費等管理費の節減に努めていただきながら、安全・安心の給食の提供をお願い

して、賛成討論といたします。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 山下利彦君。 

〇４番議員（山下利彦君） 
 後期高齢者医療特別会計決算について、賛成討論をいたします。 
 今後、被保険者数は、団塊の世代と呼ばれる年代の方々が７５歳に到達し、急激に被保険者

数が伸びることが予想され、県内においても令和５年度は１４万１千人を超えました。 
 一方、１人当たりの医療給付費は、平成２６年度から令和３年度を比べると年々増加し、１人

当たり約２万５千円もの増加をしている現状で、全体の医療給付費は大きく増加することが見

込まれます。 
 日本の少子高齢化社会の特徴は、７４歳以下の人口が年々減少し続けていること。そのため

現役世代の負担が大きく増加しないように、後期高齢者負担率は２年ごとに見直しがされてい

ます。現在は剰余金の医療給付基金３億８千万円を投入するなどして、保険料率の増加抑制が

された額になっています。 
 何よりも被保険者が安心して医療を受けられる医療体制づくりが必要であり、後期高齢者医

療制度の維持において、今回の後期高齢者医療特別会計の決算については賛成いたします。 
〇議長（上田孝二君） 

 佐野昇君。 
〇３番議員（佐野昇君） 

 認定第１号のうち、令和５年度身延町介護保険特別会計決算認定について、賛成意見を申し

上げます。 
 平成１２年度からスタートした介護保険制度は、介護サービスの利用者が増加し、制度に対

する理解も深まるなど、町民の老後における介護の不安の解消をする制度として定着し、また

介護サービスの提供は多くの職種が関与し、これにより町民の雇用機会も増えるなど、地域の

雇用、地域経済にも好影響を与えていると考えます。 
 超高齢化社会を迎え、介護給付に要する費用の増加は避けられないのが現状です。低所得者

保険料の高騰抑止のため低所得者保険料軽減繰入金２，７１９万３，３２０円を含む、合計３億

３，０８９万９，０１０円の一般財源より繰り入れ、保険料値上げの抑制の努力を行い、子ど

もや孫の世代に負担を残さないようにしながら本事業を行った努力が認められ、本町において

は、介護保険制度を円滑に実施するために、介護保険事業計画に基づき介護保険財政制度の健
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全化を図りつつ、実施事業の検証、生活困窮者への配慮、介護予防も包括的支援事業の推進に

努めていると認められます。 
 以上、身延町介護保険特別会計の決算について、賛成討論といたします。 
 以上です。 

〇議長（上田孝二君） 
 ほかに反対討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 反対討論がないので、討論を終わります。 
 これから認定第１号を採決します。 
 お諮りします。 
 認定第１号に対する委員長の報告は、認定すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり、認定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 多 数 ） 
 挙手多数であります。 
 よって、認定第１号は委員長の報告のとおり、認定することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第４ 報告第１２号 専決処分の承認を求めることについて（身延町公平委員会委員の選任

について）は、人事案件に伴う専決処分のため、討論を省略し採決を行いたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、報告第１２号は、討論を省略して直ちに採決に入ることに決定しました。 
 それでは、報告第１２号の採決を行います。 
 お諮りします。 
 本案について、原案のとおり承認することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、報告第１２号は原案のとおり承認することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第５ 議案第７５号 身延町甲斐黄金村・湯之奥金山博物館条例の一部を改正する条例につ

いての討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第７５号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第７５号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
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 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第６ 議案第７６号 身延町市之瀬味噌加工所条例の一部を改正する条例についての討論を

行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第７６号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第７６号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第７ 議案第７７号 身延町個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例についての

討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第７７号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第７７号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７７号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第８ 議案第７８号 身延町和田辺地総合整備計画の策定についての討論を行います。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
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 これから議案第７８号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第７８号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第９ 議案第７９号 山梨県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議についての討

論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第７９号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第７９号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第７９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１０ 議案第８０号 令和６年度身延町一般会計補正予算（第４号）の討論を行います。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第８０号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８０号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８０号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１１ 議案第８１号 令和６年度身延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の討論

を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
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 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第８１号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８１号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１２ 議案第８２号 令和６年度身延町介護保険特別会計補正予算（第２号）の討論を行

います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第８２号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８２号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１３ 議案第８３号 令和６年度身延町下部奥の湯温泉事業特別会計補正予算（第１号）

の討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第８３号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８３号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
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 よって、議案第８３号は委員長の報告のとおり可決されました。 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１４ 議案第８４号 令和６年度身延町水道事業会計補正予算（第２号）の討論を行いま

す。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第８４号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８４号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１５ 議案第８５号 令和６年度身延町下水道事業会計補正予算（第３号）の討論を行い

ます。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから議案第８５号を採決します。 
 お諮りします。 
 議案第８５号に対する委員長の報告は、可決すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、議案第８５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第１６ 同意第４号 身延町教育委員会委員の任命について 
   日程第１７ 同意第５号 身延町監査委員の選任について 
   日程第１８ 同意第６号 身延町公平委員会委員の選任について 
   日程第１９ 諮問第４号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 以上、４案件は人事案件であるため、討論を省略し採決を行いたいと思います。 
 これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
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 よって、同意第４号から同意第６号までおよび諮問第４号については、討論を省略して直ち

に採決に入ることに決定しました。 
 まず、はじめに同意第４号から同意第６号までについて採決を行いたいと思います。 
 なお、採決は起立によって行います。 
 それでは、同意第４号を採決します。 
 原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって、同意第４号は笠井安秀氏、住所および生年月日は議案書に記載のとおりに、同意す

ることに決定しました。 
 次に、同意第５号を採決します。 
 原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって、同意第５号は竹ノ内強氏、住所および生年月日は議案書に記載のとおりに、同意す

ることに決定しました。 
 次に、同意第６号を採決します。 
 原案のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 
 （ 起 立 全 員 ） 
 起立全員であります。 
 よって、同意第６号は井上隆雄氏、住所および生年月日は議案書に記載のとおりに、同意す

ることに決定しました。 
 次に、諮問第４号について採決します。 
 なお、採決については、異議があるかどうかを求めます。 
 お諮りします。 
 諮問第４号について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、諮問第４号は適任と意見を付することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２０ 請願第１号 加配定数の振り替えによらない小学校３５人学級の実施、中学校での

３５人学級の実施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための請願書の

討論を行います。 
 まず原案に反対者の発言を許します。 
 討論ありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから請願第１号を採決します。 
 お諮りします。 



 １２３

 請願第１号に対する委員長の報告は、採択すべきものとするものです。 
 委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、請願第１号は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
   日程第２１ 委員会の閉会中の継続調査について 

 総務産業建設常任委員会委員長、教育厚生常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会

広報編集委員会委員長および議会改革推進特別委員会委員長から、委員会における調査中の事

件について、会議規則第７５条の規定によって、定例会資料３ページから７ページまでのとお

り、閉会中の継続調査の申し出がありました。 
 お諮りします。 
 各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 
 お諮りします。 
 本日、請願第１号の採択に伴い、意見書案１件が提出されました。 
 この案件を本日の日程に追加し、審議することにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、追加提出された案件を本日の日程に追加することに決定しました。 
 ここで、追加の議事日程配布のため、暫時休憩とします。 
 それでは、再開は１０時とします。 

休憩  午前 ９時４６分 
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

再開  午前 ９時５８分 
〇議長（上田孝二君） 

 それでは、皆さんおそろいですので、議事を再開します。 
   追加日程第１ 発議第１号 加配定数の振り替えによらない小学校３５人学級の実施、中学校で

の３５人学級の実施、教職員定数改善、及び義務教育費国庫制度拡充を図るための意見書案を

議題とします。 
 提出者から本案について説明を求めます。 
 深山光信君、登壇してください。 
 深山光信君。 

〇２番議員（深山光信君） 
 それでは、端末の発議第１号をご覧ください。 
 発議第１号 

令和６年９月１１日 
 



 １２４

 身延町議会議長 上田孝二殿 
提出者 身延町議会議員 深山光信 
賛成者 身延町議会議員 渡辺文子 
       〃    遠藤公久 

 加配定数の振り替えによらない小学校３５人学級の実施、中学校での３５人学級の実施、教

職員定数改善、及び義務教育費国庫負担制度拡充を図るための意見書案 
 上記の議案を、別紙のとおり身延町議会会議規則第１４条第１項および第２項の規定により

提出いたします。 
 提案理由 
 子どもたちのゆたかな学びを実現するため、教職員定数の実質的な増員による小中学校にお

ける３５人学級を実施すること、教職員の働き方改革・長時間労働是正のための教職員定数改

善を推進すること、教育の機会均等・水準確保・無償制の維持のための義務教育費国庫負担制

度を堅持すること、教育条件の格差解消を図るため、地方交付税を含む国における教育予算を

拡充することの意見書を政府関係機関に対し提出する。 
 これがこの議案を提出する理由であります。 
 次のページが関係機関へ提出する意見書の案です。 
 ご審議をよろしくお願いいたします。 

〇議長（上田孝二君） 
 以上で、提出者の説明を終わります。 
 深山光信君はその場でお待ちください。 
 これから発議第１号の質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
 （ な し ） 
 質疑がないので、質疑なしと認めます。 
 以上で、発議第１号の質疑を終わります。 
 深山光信君は自席にお戻りください。 
 これから発議第１号の討論を行います。 
 まず、原案に反対者の発言を許します。 
 討論はありませんか。 
 （ な し ） 
 討論がないので、討論なしと認めます。 
 これで討論を終わります。 
 これから発議第１号を採決します。 
 お諮りします。 
 本件は、原案のとおり可決することに、賛成の諸君の挙手を求めます。 
 （ 挙 手 全 員 ） 
 挙手全員であります。 
 よって、発議第１号は原案のとおり可決することに決定しました。 
 以上をもちまして、本定例会に付議された案件は全て議了しました。 
 ここで町長からあいさつの申し出がありましたので、これを許します。 



 １２５

 望月町長。 
〇町長（望月幹也君） 

 議員の皆さま、大変お疲れさまでございました。 
 令和６年身延町議会第３回定例会の閉会にあたり、一言お礼のあいさつを申し述べさせてい

ただきます。 
 本定例会は去る９月２日に開会をし、本日までの１０日間、上田議長のもと、私どもが提出

いたしました認定１件、報告２件、議案１１件、同意３件、諮問１件につきまして真摯にご審

議をいただき、全ての提出案件につきましてご認定、ご議決、ご同意等をいただく中で無事閉

会を迎えることができました。議員の皆さまのご協力に重ねて敬意と感謝を申し上げたいと存

じます。 
 本議会でご議決いただきました補正予算を含めた令和６年度の各予算執行につきましては、

財政の健全化を図りながら、効果的かつ効率的な事業執行に努めてまいります。 
 職員ともども知恵を出し合って引き続き最善を尽くしてまいりますので、議員の皆さまには

今後もなお一層のご指導、ご支援を賜りますようお願いを申し上げます。 
 昨年５月に、コロナの感染症法上の位置付けが季節性インフルエンザと同じ５類感染症に移

行しましたが、一向に感染が収まりません。 
 また、９月も半ばとなり、朝夕はだいぶ涼しくなってきたとはいえ、まだまだ厳しい残暑が

続いておりますので、皆さま方には健康には十分ご留意いただき、町民福祉向上のため、引き

続きのお力添えをよろしくお願いいたします。 
 甚だ簡単ではございますが、閉会にあたってのあいさつといたします。ありがとうございま

した。 
〇議長（上田孝二君） 

 町長のあいさつが終わりました。 
 会議規則第７条の規定によって閉会したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 （異議なし。の声） 
 異議なしと認めます。 
 よって、本定例会はこれで閉会することに決定しました。 
 会期の１０日間、議員各位には慎重に審議をしていただき、無事定例会を終了することがで

きました。これも関係各位のご協力によるものと感謝申し上げます。 
 各位におかれましては、健康に十分留意され、町政発展のためになお一層のご尽力を賜りま

すようお願い申し上げ、これをもちまして令和６年第３回身延町議会定例会を閉会とします。 
 大変ご苦労さまでした。 

〇議会事務局長（若狭秀樹君） 
 相互にあいさつを交わし終わります。 
 ご起立をお願いいたします。 
 相互に礼。 
 お疲れさまでした。 

閉会 午前１０時０６分 
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上記会議の経過は、委託先（株）東洋インターフェイス代表取締役薬袋東洋 
男が録音テープから要約し、議会事務局長若狭秀樹が校正したものであるが、 
その内容に相違ないことを証するため、議長により署名する。 
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